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本日の会議に付した事件････････････････････････････････････････････････････１４８ 

出席議員･･････････････････････････････････････････････････････････････････１５１ 

欠席議員･･････････････････････････････････････････････････････････････････１５１ 

事務局出席職員職氏名･･････････････････････････････････････････････････････１５１ 

説明のため出席した者の職氏名･･････････････････････････････････････････････１５１ 

開  会･･････････････････････････････････････････････････････････････････１５２ 

会議録署名議員の指名････････････････････････････････････････････････････１５２ 

 議案第８０号の訂正･･････････････････････････････････････････････････････１５２ 

議案第６４号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第６５号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第６６号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第６７号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第６８号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第６９号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第７０号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第７１号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第７２号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第７３号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第７４号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第７５号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第７６号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第７７号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第７８号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第７９号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第８１号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第８２号････････････････････････････････････････････････････････････１５４ 

議案第８３号････････････････････････････････････････････････････････････１５５ 

議案第８４号････････････････････････････････････････････････････････････１６３ 

議案第８５号････････････････････････････････････････････････････････････１６４ 

議案第８６号････････････････････････････････････････････････････････････１６５ 

議案第８７号････････････････････････････････････････････････････････････１６９ 

議案第８８号････････････････････････････････････････････････････････････１６９ 

議案第８９号････････････････････････････････････････････････････････････１６９ 
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議案第９０号････････････････････････････････････････････････････････････１６９ 

議案第９１号････････････････････････････････････････････････････････････１６９ 

議案第９２号････････････････････････････････････････････････････････････１６９ 

田布施町選挙管理委員会委員及び同補助員の選挙について････････････････････１７２ 

閉会中の継続調査（付託事件）について････････････････････････････････････１７３ 

議員派遣について･･･････････････････････････････････････････････････････････１７４ 

閉  会･･･････････････････････････････････････････････････････････････････１７５ 

署  名･･･････････････････････････････････････････････････････････････････１７６ 
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田布施町告示第７１号 

 令和５年第７回田布施町議会定例会を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条第１項の

規定により、次のとおり招集する。 

令和５年１１月２４日 

 

田布施町長 東  浩 二 

 

１ 期 日  令和５年１２月１１日 

２ 場 所  田布施町議会議事堂 

 

 

○開会日に応招した議員 

 

 内山 昌晃議員  神田 栄治議員 

 西本 篤史議員  松田規久夫議員 

 落合 祥二議員  國本 悦郎議員 

 高月 義夫議員  河内 賀寿議員 

 谷村 善彦議員  瀨石 公夫議員 

 伊村  渉議員  南  一成議員 

 

 

○１２月１２日に応招した議員 

 

 内山 昌晃議員  神田 栄治議員 

 西本 篤史議員  松田規久夫議員 

 落合 祥二議員  國本 悦郎議員 

 高月 義夫議員  河内 賀寿議員 

 谷村 善彦議員  瀨石 公夫議員 

 伊村  渉議員  南  一成議員 
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○１２月１９日に応招した議員 

 

 内山 昌晃議員  神田 栄治議員 

 西本 篤史議員  松田規久夫議員 

 落合 祥二議員  國本 悦郎議員 

 河内 賀寿議員  谷村 善彦議員 

 瀨石 公夫議員  伊村  渉議員 

 南  一成議員   

 

 

○応招しなかった議員 

なし 
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令和５年 第７回（定例）田 布 施 町 議 会 会 議 録（第１日） 

令和５年１２月１１日（月曜日） 

議事日程（第１号） 

令和５年１２月１１日 午前９時００分開会 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  諸般の報告 

       定期監査の報告 

例月出納検査の報告 

       議員派遣 

日程第４  一般質問 

 

 

本日の会議に付した事件 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  諸般の報告 

       定期監査の報告 

例月出納検査の報告 

       議員派遣 

日程第４  一般質問 

 

 

出席議員（１２名） 

  １番 内山 昌晃議員  ２番 神田 栄治議員 

３番 西本 篤史議員 ４番 松田規久夫議員 

５番 落合 祥二議員  ８番 河内 賀寿議員 
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７番 高月 義夫議員 ９番 谷村 善彦議員 

９番 谷村 善彦議員 １０番 瀨石 公夫議員 

１１番 伊村  渉議員 １２番 南  一成議員 

 

 

欠席議員（なし） 

 

 

欠  員（なし） 

 

 

事務局出席職員職氏名 

事 務 局 長 増原 慎一君  書   記 福本 俊明君 

書   記 羽山 斉克君    

 

 

説明のため出席した者の職氏名 

町 長 東  浩二君  副 町 長  川添 俊樹君 

教 育 長  鳥枝 浩二君  総 務 課 長  森   清君 

総務課主幹 堀  昌子君  企画財政課長 山田  浩君 

税 務 課 長 藤本 直樹君  町民福祉課長 坂本 哲夫君 

健康保険課主幹 寶城 和之君  経 済 課 長 山中 浩徳君 

建 設 課 長 吉藤 功治君  学校教育課長 惠元 朗夫君 

社会教育課長 長谷 満晴君  会 計 室 長 江良 和美君 

代表監査委員 常見 京平君    

 

午前９時００分開会 

（ベル） 

○議長（南  一成議員）  令和５年第７回田布施町議会定例会を開会し、本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（南  一成議員）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、西本篤史議員、神田栄治議員を指名いた

します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（南  一成議員）  日程第２、会期の決定を議題にします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から１２月１９日までの９日間にしたいと思います。御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。したがって、会期は１２月１９日までの９日間に

決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（南  一成議員）  日程第３、諸般の報告を行います。 

  本日は、決算審査及び例月出納検査の結果報告のため、常見代表監査委員の出席を求めておりま

す。 

  決算監査及び例月出納検査の報告を求めます。常見代表監査委員。 

○代表監査委員（常見 京平君）  松田監査委員と私の２名で実施いたしました定期監査及び例月出

納検査の結果について、御報告申し上げます。 

  定期監査は、１０月２日から５日間にわたり行いました。 

  その結果は、お手元に配付しております報告書のとおりであります。 

  次に、例月出納検査でございますが、令和５年９月、１０月及び１１月末における一般会計、特

別会計、下水道事業会計、歳入歳出外現金、一時借入金及び基金の状況は、お手元に配付しており

ます報告書のとおりであります。 

 歳計実績表、収入証、支出命令書、預金通帳などについて検査いたしました結果、現金出納事務

は適正に行われ、正確であると認めましたので、御報告申し上げます。 

  以上であります。 

○議長（南  一成議員）  次に、議員派遣について報告いたします。 
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  ９月定例会以降、議員派遣は２件で、お手元に配付した文書のとおりです。 

  次に、地方自治法第１２１条の規定により、本定例会における議案等の説明のため出席を求めた

者及び委任を受けた者の職、氏名は、お手元に配付した文書のとおりです。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．一般質問 

○議長（南  一成議員）  日程第４、一般質問を行います。 

  順番に発言を許します。神田栄治議員。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  では、皆さんおはようございます。今日はよろしくお願いをいた

します。早速ですが、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

  今日は２問ございまして、１問目は、答弁者を町長に、２問目は、教育長にお願いしたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。座ったままで失礼いたします。 

  では、１問目でございます。 

  上水道事業の方向性についてでございます。 

  当町の水道事業は、昭和４３年度に平生町と一部事務組合である田布施・平生水道企業団を設立

し現在に至っておりますが、水道事業を取り巻く環境は厳しいものがございます。人口減少に伴う

給水収益の減少、老朽管等施設の更新などの工事費の増大等により、将来的な経営環境は非常に厳

しいことから、国、県は、広域圏での経営統合を推奨しております。柳井地域広域圏においても検

討しておりますが、経営統合に向け、解決しなければならない下記の点についてお尋ねをいたしま

す。 

  １点目でございます。田布施・平生水道企業団は解散するのでしょうか。 

  ２番目、田布施川の水源は残すのでしょうか。 

  ３点目、現在受けている補助金の名称と補助金額の推移はどうなっているのでしょうか。併せて、

統合後の補助金の名称と予想金額は幾らぐらいでしょうか。 

  ４点目、広域圏構成市町の現在の経営状況と統合後の経営状況の予測はどのようになっているで

しょうか、黒字になっているのでしょうか。 

  ５点目、事務所の集約により発生する現場対応への所要時間増への対応はどのようになっている

のでしょうか。 

  ６点目、統合によるメリット、デメリットは何でしょうか。 

  以上、お尋ねをいたします。よろしくお願いいたします。 
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○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  お答えをいたします。 

  柳井地域の１市４町と２つの水道企業団では、平成２９年６月に柳井地域水道事業広域化検討委

員会を設立し、広域連携による経費削減等に取り組んでまいりました。 

  そして、さらなる広域化を進めていくため、令和３年度から２か年をかけて柳井地域水道事業の

広域化に係る基本的な検討を行い、その結果、柳井地域において安全で強靭な水道事業を継続して

いくためには、この地域の全ての水道事業が令和７年度当初を目標として、柳井地域広域水道企業

団に経営統合を行うという結論に至り、今年度から、この検討委員会の下、５つのプロジェクトチ

ームにおいて準備を進めてきたところでございます。 

  まず、１点目の田布施・平生水道企業団につきましては、６月の全員協議会においてもお示しを

させていただきましたスケジュール資料にもございますが、令和７年４月の経営統合に向け、各構

成市町の水道事業が柳井地域広域水道企業団に統合する手続を進めてまいることとなります。今後、

広域化に向けたこの協議が順調に進めば、本町及び平生町におきましては、一部事務組合でござい

ます田布施・平生水道企業団の解散の手続を行うこととなります。 

  ２点目の田布施川の水源を残すのかとのお尋ねでございますが、現在、柳井地域広域水道企業団

から受水しております水量だけでは、田布施・平生水道企業団が一般家庭や企業などへ給水してい

る水量を賄うことができません。 

  また、大規模災害時におけるバックアップ水源としての位置づけもあり、当面、田布施・平生水

道企業団の浄水場及び配水池は、そのまま残すこととなっております。 

  次、３点目の補助金の推移についてでございますが、現在、水道関係で本町が受けております補

助金は、本年度において、公債費県補助金である水道用水供給事業出資債の元利補給金が１,０４５

万７,０００円、衛生費県補助金の水道料金安定化対策費補助金が２７７万１,０００円でございま

す。 

  推移として、出資債元利補給金については、出資債の元利償還が進むに伴いまして減少となって

きております。単県の水道料金安定化対策費補助金につきましては、１０年間の平均水量及び水道

事業に対する５年間の平均繰入額を基に算出されることとなっていることから、他の構成市町と比

べ本町の平均繰入額が少なかったことなどにより、新たな補助制度の割合が減少したため、昨年度

に比較してみれば減少しております。 

  統合後の従来の補助金については、交付申請を予定しており、特に県の支援は引き続きお願いし

てまいりますが、広域化した場合、国の水道事業運営基盤強化推進事業のうち、広域化事業に係る
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交付金の活用が見込まれます。詳細につきましては、最後で触れさせていただきます。 

  ４点目の広域圏構成市町の現在の経営状況と統合後の経営状況の予測についてでございますが、

経営統合の前のほかの市町の水道事業について、今評価することは差し控えさせていただきますが、

これまでの検討の中では、各市町ともに限られた職員で何とか水道事業を回している状況であるこ

と、また人口減少や水道料金の収入が減少する一方で、管路の耐震化や老朽化対策に対応していか

なければならないこと、また高料金対策として一般会計から多額の繰入れをして経営を維持してい

ることなどの課題が改めて浮き彫りになったと考えております。 

  経営統合後においても、セグメント会計により、料金収入で不足する部分につきましては、その

構成市町が一般会計からの繰入れにより負担することから、単に黒字と言い切れるものではないと

考えております。 

  ５点目の事務所の集約により発生する現場対応の所要時間増への対応についてでございますが、

検討委員会のプロジェクトチームにおいて議論を進めている中で、構成市町との連携により、トラ

ブルや緊急時にどのような対応を組めるか、また職員が初動時に何ができるのか協議をしていると

ころであり、広域化のデメリットの一つと想定されております緊急時所要時間について、サービス

低下を招かないように検討を進めております。 

  最後に、６点目の統合後によるメリット、デメリットでございますが、まずデメリットにつきま

しては、先ほど申し上げました参集時間、緊急時の対応というものが考えられるかと思います。 

  また、新しい柳井地域広域水道企業団と構成市町との連携により、水道事業の提供に支障を来さ

ないよう体制づくりが必要というふうに考えております。 

  一方、メリットといたしましては、柳井地域における水道事業の地域課題、いわゆるヒト・モノ・

カネのうち、ヒトとカネの要素が大変大きいのではないかというふうに考えております。 

  ヒトの課題としては、今後老朽管や浄水場、配水池等の耐震化など、施設を維持していくために

は水道技術職員を確保し、技術力を向上するなど、技術の継承が絶対条件となります。施設管理の

ほかに工事に当たっての仕様書や工事管理など、これまで積み上げてきたものを引き継いでいくた

めには、技術を持った職員を個別の水道企業体にばらばらに配置するのではなく、集約することで

技術力の向上を図るほか、小規模の自治体では困難な専門技術者の採用や県等からの人材の派遣、

登用も行うことができるのではないかと期待いたしております。 

  また、事務系職員につきましても、集約することにより企業経営のノウハウを有した職員の確保

が可能となり、組織体制の維持・強化につながると考えられます。 

  また、おカネの面では、広域化した場合、国の水道事業運営基盤強化推進事業のうち、広域化事
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業による交付金の交付が見込まれます。これは令和１６年度までの１０年間の時限事業で、３つ以

上の水道事業による広域化であることなどの要件はございますが、会計や料金などのシステム統合

や広域化を契機に実施する基幹管路の耐震化など、様々な事業に活用でき、３分の１の交付率とな

っております。 

  また、この交付金を活用するに当たって、特に工事面では国が示す厳しい施工基準や品質管理等、

専門的で高度な技術面での対応が求められます。広域化に当たって、このヒトとおカネの両面が合

わさってメリットが生まれてくると考えております。 

  今後の上水道事業は、人口減少による水道料金の収益減少に加え、施設や管路の老朽化が進むな

ど、経営環境はますます厳しくなってきてと考えますので、この地域の上水道事業において、国、

県の財政、人的支援は欠かせない状況となっております。 

  本町といたしましても、この機会を逃すことなく、この広域化は避けては通れないものと考えて

おります。各議員におかれましても様々な意見をお持ちと存じますが、今後単独での上水道事業の

維持は困難な状況でございますので、何とぞ御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  神田議員。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  御回答ありがとうございました。今、田布施川を水源とする存続

をどうするかというお尋ねでしたが、水量の関係からも存続するという御回答でございましたので、

私はちょっと安心をしております。 

  それに関連してちょっとお尋ねなんですが、田布施川を水源とする水の供給単価と、それから受

水費が今幾らで広域水道からもらっているのか分かりますでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  現在、公表されております田布施・平生水道企業団の給水原価は、

令和４年度決算ベースで約２６２円となっておりまして、これには柳井地域広域水道企業団からの

受水費１１３円を含んだものとなっております。 

  それと、田布施川水源として算定された給水原価については、計算されたものというのはござい

ませんでした。 

  以上です。 

○議長（南  一成議員）  神田議員。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  これだけの大きな水道の経営統合という事業を考える中で、田布

施川水源の単価が幾らかというのがちょっと出ないというのが、どうも解せないんです。なぜかと
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いいますと、水をきれいにするのに原水浄水費がありますが、それを作っている水の量で割れば、

１立米当たりの幾らかかっているかというのは出るんじゃないかなと思うんですが、それでも出て

いないんでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  田布施川水源ということで限定したものでということでは、こち

ら、あらかじめちょっと田布施・平生水道企業団の職員のほうに聞いてみたんですが、そういった

切り分けとして、田布施川水源としてのそういった給水原価というものは、算定はしていないとい

う回答でございました。 

○議長（南  一成議員）  神田議員。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  分かりました。今後、統合までには時間もありますし、ぜひその

ことも念頭に置いて御検討いただきたいと思います。 

  なぜ申し上げているかというと、田布施川水源の水の単価が受水費よりも高いものであったとし

ても、じゃあそれをどうするのかという議論のときに、当面は水量が足らないから残る、コストだ

けで言えば、受水費で賄えよというようなことを言われる意見も出るかもしれませんが、やはり惨

事の面からいったときに、田布施川水源は、私は残すべきではないか、今日御回答いただいた考え

方に賛同するものでございます。 

  なぜかと申しますと、４年前ですが、大島大橋に貨物船が衝突して、配水管が破損して、周防大

島の方々がどれだけ水を、何といいますか、取りに行くのに困られたか、大島大橋も通行止めにな

り、多大な被害を及ぼしたのは本当ちょっと前のことなんですね。やはり１系統の怖さというのを

まざまざとあの事故で見せつけられた気がいたしております。 

  田布施は幸いなことにも田布施川水源が残っており、２系統ございます。万が一のときでも田布

施川水源を使うことができるんじゃないか、そう思ったときに、やはり供給単価が高いとしても、

そこは残していくという議論が必要じゃないかと思って今回質問させていただきました。 

  次に、もう一つ思っているのは、事業所は、これは一つになるということなんでしょうか、今は

各市町にございますが。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  これまたちょっと１２月議会の場を改めて御説明をさせていただ

きますが、主な事業所といいますか、主たる事務所としては、柳井市役所のほうに統合すると、そ

こに職員を集約するという予定となっております。 

○議長（南  一成議員）  神田議員。 
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○議員（２番 神田 栄治議員）  分かりました。それで、その後どうなるのかなと思ったときに、

もしそうなったとしたら、水道を、引っ越しのときに転入された方、また転出される方が給水開始

届なり、給水廃止届を、今は町のこの隣の平生水道企業団に来られているわけですが、これを柳井

に行かなきゃいけなくなるということでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  今、先ほどちょっと町長の答弁にもございました。５つのプロジ

ェクトチームで今協議を重ねているということですけど、その中ではサービスの低下を防ぐという

意味でも、簡単な届出であれば、軽微な届出であれば、構成市町のほうで受付できないだろうかと

いう検討を今進めておるところでございます。 

○議長（南  一成議員）  神田議員。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  ぜひその方向でお願いしたいと思います。当然水道事業は別会計

でございますから、何といいますか、無料でというわけにはいかないように思うんです。町の職員

さんにその事務を受けてもらえば、委託し、何といいますか、手数料を払っていくようになるんじ

ゃないかと、つまり費用がかかるわけでございます。 

  そういった面もありますし、特に田布施は、まだ柳井に近いからいいんですが、周防大島町の人

なんか、もし柳井市役所まで行かなきゃいけないと、物すごい距離を給配水の手続のために行かな

きゃいけないという、これはデメリットだと思うんですよね。 

  ですから、そういった面、オンラインで、今はネットで申し込むこともできるんでしょうが、高

齢者の方はネット環境を持っていない方がおられましょうから、そうした方への対応、今回の統合

に関しては、ぜひデメリットへの対応が、どうするかというのが非常に重要ではないかと思います。 

  それと、もう一点お尋ねなんですが、同じ関連ですが、例えば道路で配水管が破損して水が漏れ

出したと、そうしたときに職員は皆、柳井市役所の事業所の１か所にまとめているのが、仮に田布

施のどこかで漏水したとなったときに、今でしたらすぐ行けるところがちょっと時間がかかる、そ

の辺りもこれからの検討課題ということなんでしょうか、どういうふうな解決を持っていらっしゃ

るか教えていただけたらと思います。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  今議員お尋ねの件、まさに今協議を進めているところでございま

す。企業団設立部会でもそうですし、配水・給水部会でもそうでございます。まず、何かが起こっ

たときに初動をどうするかと、やはり職員が持っている土地勘というものもございますので、まず

はそこに行って応急的な措置、どれぐらいの緊急事態なのかというのにもよるんでしょうけれども、
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水が噴いているのか単なる漏水なのか、それによって対応も異なってくると思いますが、まず一報

を受けて現場のほうに赴いて必要な措置を講じていくということで、そこの構成市町の職員がどこ

までできるだろうかというのを今検討しているところでございます。 

○議長（南  一成議員）  神田議員。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  ありがとうございました。いろいろお話を聞く中で、やはり経営

統合をしないと、今後、今町長がおっしゃったように、水道事業としてやっていく、安定した水道

の供給をしていくというのは本当難しいんじゃないかなという気はいたしております。 

  ただ、それに伴うデメリットをいかに解消するかもこれからの課題だと思いますので、大変かと

思いますが、引き続きの御検討をよろしくお願いしまして、１問目の質問を終わりたいと思います。 

  それでは、２問目でございます。 

  第三期の教育振興基本計画についてでございます。令和５年度から令和９年度までを計画期間と

した第三期の教育振興基本計画が策定されました。平成２５年度に第一期基本計画が策定されまし

て、第二期終了、令和４年度までの１０年間の成果と、今後取り組むべき課題は何なのか、その課

題を今期の計画でどのように解決しようとしていらっしゃるのか、また今期の計画の重点取組事項

は何か、併せてこれから申し上げる個別の事項についての対策をお伺いいたします。 

  １つ目ですが、増加の一途をたどる不登校児童生徒数の減少に向けた対策はどのように取られて

いるかです。不登校児は全国的に増加をしておりまして、当町も例外ではございません。全国では

昨年度の不登校の小中学生は２９万９,０００人にも上り、過去最多をまたも更新しております。田

布施町においても１,０００人当たりの出現率が令和３年度２１.６であったものが、４７年度には

２７.５になっており、過去最多となっておる状況でございます。 

  お尋ねの２点目ですが、長時間労働で疲弊している学校現場の改善対策についてお尋ねをします。 

  ３点目ですが、郷土愛を育む教育として何を実施していらっしゃるかについてでございます。こ

の郷土愛を育む教育は、第三期の教育振興基本計画で新たに教育目標に掲げられた項目でございま

す。 

  最後に、４つ目ですが、図書館サービス（特設コーナーの設置など）の充実状況についてでござ

います。教育振興計画においても、生涯を通じた学びの推進として図書館の充実が掲げられており

ます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（南  一成議員）  鳥枝教育長。 

○教育長（鳥枝 浩二君）  それでは、お答えをいたします。 
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  田布施町教育振興基本計画につきましては、これまで国や県の教育振興基本計画を参酌するとと

もに、本町の総合計画等を踏まえて策定してきたところであります。 

  まず、お尋ねの第二期基本計画の終了期であった令和４年度までの成果に関しましては、コミュ

ニティ・スクールの仕組みや地域協育ネットの機能を生かし、小中一貫した教育や地域連携教育の

取組を始めたところであります。 

  また、ＧＩＧＡスクール構想により整備された１人１台タブレットなど、ＩＣＴ環境を積極的に

活用して教育の質の向上を目指す環境整備を進めてまいりました。 

  一方で、今日ますます少子高齢化が加速し、技術革新やグローバル化が進展するなど、私たちを

取り巻く社会状況や環境は急激に変化しております。 

  こうした中、児童生徒一人一人が自分のよさや可能性を認識し、多様な人々と協働しながら、主

体的に未来を切り開いていこうとする意欲や態度を育てていくことが求められており、今後の重要

な課題であると考えております。 

  こうした現状を踏まえ、本年度から令和９年度までを期間とする第三期の田布施町教育振興基本

計画におきましては、「郷土を愛し、夢と志をもって、自ら学び続ける人づくり」、これを新たな目

標に掲げて、１つ目に、「知・徳・体の調和のとれた教育」、２つ目に、「学校・家庭・地域が連携・

協働した教育」、３つ目に、「生涯を通じた学びの充実」、４つ目に、「豊かな学びを支える環境整備

の充実」、この４つを柱とした施策や取組を充実させてまいりたいと考えております。 

  とりわけ、小中学校におきましては、子どもたちの可能性を引き出し、個別最適な学びと協働的

な学びを一体的に実現する、いわゆる令和の日本型学校教育、この充実を目指した取組を進めてま

いります。 

  また、地域連携教育の推進・充実に向けて、地域連携カリキュラムの充実を図るとともに、地域

の行事や地域ボランティア活動への積極的な参加を促し、人との関わりを広げ、つながりを深める

活動や取組を一層支援してまいります。 

  さらには、いじめ・不登校等の諸課題への取組を充実させるとともに、インクルーシブ教育シス

テム構築のための特別支援教育の推進など、誰一人取り残されることのない教育の充実に努めてま

いります。 

  次に、４点の個別事項についてお答えをいたします。 

  １点目の不登校児童生徒につきましては、議員御指摘のように、昨年度までの調査におきまして

は、小中学校の不登校の出現率は、全国、山口県と同様に、本町においても近年増加して憂慮すべ

き状況にあり、不登校問題への対応が喫緊の課題となっております。 
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  減少に向けた対策といたしましては、各学校では、欠席１日目で電話連絡、連続欠席２日目で家

庭訪問、連続欠席３日目でチームにより対応するという、いわゆる「心をつなぐ１・２・３運動」

を進めておりまして、初期の段階で把握し、早期に対応する取組を進めているところであります。 

  教育委員会におきましては、さらに必要に応じてＳＣ（スクールカウンセラー）やＳＳＷ（スク

ールソーシャルワーカー）、これを派遣・活用し、学校、家庭、保護者等の支援に努めているところ

であります。 

  また、小学校から中学校１年生に進級した際に、学習環境や人間関係が大きく変わることなどに

より集団への不適応が生じる、いわゆる中１ギャップ、これにより中学校段階で不登校生徒数が急

増する傾向にあることが指摘されているところであります。 

  こうした実態を踏まえ、今年３月から新たに中学校に入学予定の小学校６年生を対象に、個別に

教育相談を実施して、様々な不安や悩みを抱え支援を必要とする児童を中学校入学前に把握し、入

学前後の支援体制を充実させることにより、不登校等の未然防止を図る取組として、中学校０年生

からの教育相談、この取組を始めたところであります。今後も、小中学校間の連携をより密にして、

きめ細やかに対応してまいりたいと考えております。 

  ２点目の長時間労働で疲弊している学校現場の改善策についてお答えをいたします。 

  近年、学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、教員の長時間勤務の看過できない実態が明ら

かになっております。 

  本町の学校におきましては、令和３年７月、県教育委員会から示されております学校における働

き方改革加速化プラン、これに沿って、１つ目に、業務の見直し・効率化、２つ目に、勤務体制の

改善、３つ目に、学校支援人材の活用、この３つを柱に、時間外在校等時間が月４５時間、年３６

０時間を超えないよう上限を定めまして、教員の時間外勤務時間の削減に取り組んでいるところで

あります。 

  具体的な主な取組といたしましては、各学校に統合型校務支援システムを導入・活用し、児童生

徒の基本情報、成績処理、出欠管理、保健関係情報などを統合して管理・処理することにより、業

務の効率化・簡素化を図っております。 

  また、各学校にはＩＣＴカード等を整備、活用して、勤務時間管理の適正化に努めるとともに、

時間外の留守番電話対応を導入したり、長期休業中に学校閉庁日を設けたりしております。 

  さらには、休日等における部活動の在り方を見直すことも含め、現在、学校部活動の地域移行に

ついて検討を進めているところであります。 

  そのほかにも、学校業務支援員や地域学校協働活動推進員を配置したり、家庭教育支援チームや
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学習支援ボランティア等による学校支援をしていただいたりしているところであります。 

  ３点目の郷土愛を育む教育につきましては、小学校では、郷土読本「わたしたちのまち田布施」、

これを活用し、自分が生まれ育ったふるさと田布施を知ることについての学習を進めており、中学

校におきましても、総合的な学習の時間を活用して「ふるさと学習」に取り組んでいるところであ

ります。 

  また、多くの学校において、児童生徒が学校運営協議会に参画して、ふるさと田布施の魅力や課

題、目指す将来の姿等について熟議を行っており、郷土についての理解を深める一助となっている

ものと考えております。 

  今後も、児童生徒が地域のイベントや伝統行事、地域のボランティア活動への参加を促すととも

に、地域の人財を十分に活用しながら教育活動を展開し、「地域とともにある学校づくり」を推し進

めてまいりたいと考えております。 

  最後に、４点目の図書館サービスの充実状況につきましては、年間を通してそれぞれの季節等に

応じた展示コーナー、これを設けるとともに、子育て支援やビジネス支援などの特設コーナーを設

置するなど、サービスの充実に努めているところであります。 

  また、昨年度は、図書館パワーアップ事業といたしまして、大幅に絵本や児童書の蔵書を増やし、

お子さんや子育て世代の方々を中心に御利用いただいているものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  神田議員。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  御回答ありがとうございました。１番目にお尋ねした不登校の対

策でございますが、決定的な解決策がない中でどうするかでございますが、県が、やまぐち家庭教

育支援強化月間のスローガンとして、次のようなものを上げています。「早寝早起き朝ごはん」「本

を読んで外遊び」「みんな仲良く今日も元気」というスローガンを掲げているんですね。不登校がい

なかった頃と現在の違いを思ってみたときに、この外遊びを今の子どもはしていないんじゃないか

なという思いがやっぱりするんですね。 

  こういう教育の専門じゃありませんが、単純に外で遊ぶというのが、子どもにとって、いかに健

全な心身を保つのかというところを思ったときに、やはり外遊びの奨励ということが大事だと思う

んですが、何かいい具体的な方策とか、取り組む要素というものはないんでしょうか、お尋ねです。 

○議長（南  一成議員）  鳥枝教育長。 

○教育長（鳥枝 浩二君）  今議員のほうから紹介がありました「早寝早起き朝ごはん」「本を読んで

外遊び」「みんな仲良く今日も元気」と、これがスローガンだと思います。それに関する外遊び、こ
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れが必要なんではないかというお尋ねだと思います。 

  実は、この家庭教育支援キャンペーンとして、これは全国的に「早寝早起き朝ごはん」という取

組はどこも各地で取り組まれています。山口県の場合は、その後に続くのが「本を読んで外遊び」

「みんな仲良く今日も元気」と続くんですが、いろんな自治体や学校によっては、「早寝早起き朝ご

はん」の後、「テレビをやめて外遊び」とか「ゲームをやめて外遊び」とか、そういうふうなものを

スローガンとしてつくって取り組んでいるところもあります。 

  今、外遊びにつきましては、議員さんのお尋ねなんですが、確かに御指摘をされるように、コロ

ナ禍のこともありましたけれども、近年体力の向上が大きな課題になっているという指摘がされて

おります。これに対しましては、外遊びに限らず運動をする習慣を身につけようということで、去

年度の中頃から体力向上維新プロジェクトという、山口県全体で体力の向上を目指そうという取組

が始まっています。 

  その中では、おうちで運動という、家庭で何か宿題、課題として取組をしてほしいということも

あります。それから、学校においては、昼休みであるとか、業間の時間に努めて外に出て運動をす

ると、そういった取組を奨励しているところであります。 

  ただ、なかなか、今求められている不登校との関係で申しますと、やはり基本的な生活習慣が乱

れてしまって、なかなか学校に登校できないということが要因の一つとしてされていることと、仲

間づくり、外で、昔のように集団で、地域の中で子どもたちが集まって活動したり遊んだりすると

いうことが、極めて少なくなってきているという指摘があり、その辺りをこれから解決していかな

くてはならない課題だと、そういうふうに考えております。 

○議長（南  一成議員）  神田議員。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  ありがとうございました。本当、地道な活動になるかと思います

が、ぜひ引き続き取り組んでいただきたいと思います。 

  ３点目に、教育目標にも掲げられた郷土愛を育む教育をお尋ねしたわけですが、ふるさとへの愛

着というものが子どもたちが就職を迎えたときに、Ｕターンに少しでも結びついてくれればと思っ

て、やはり郷土愛という教育が必要じゃないかと思って質問させていただいた次第でございます。 

  田布施町には馬島をはじめ、石城山もあります。石城山には神籠石が八合目、ずっと一周回って

いますし、第二奇兵隊の駐屯地跡もあって、非常に東田布施小学校の子はお別れ遠足で、昔は石城

山への山道を通って山登りをしておったような状況でございます。非常に子どもたちのいい思い出

になったと思っておりますので、ぜひこの郷土愛を育む教育のほうも充実させていただきたいと思

います。 
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  ４つ目の図書館サービスの充実でございますが、令和４年度の一般質問で、子育て支援コーナー

やビジネスの企業支援コーナーの設置等を要望いたしましたが、早速子育て応援コーナー、それか

らビジネスの企業支援コーナーを設置いただきましてありがとうございます。 

  絵本のコーナーもリニューアルされておって、親しみやすさが増したんではないかと思っており

ます。せっかく設置をされたわけですから、本の充実と広報等での周知を、こういうコーナーがで

きたよという周知もしっかり図っていただけたらと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  一方、開館時間の延長も一般質問でお願いしたんですが、現行の５時を６時まで延長ができない

ものだろうかということでございます。費用対効果の問題もありますので、３か月なり半年なり試

行をしてみるのも、一ついいのではないかと思うんですが、どうお考えでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  長谷社会教育課長。 

○社会教育課長（長谷 満晴君）  お答えします。 

  本町では、早朝からの高齢者の御利用が多いため、他市町の図書館より早めに開館し、５時に閉

館しているという事情もございます。あくまで参考ですが、昨年度実施いたしました、小中学生の

保護者のアンケート調査では、他市町の図書館を利用している理由として、開館時間が長いからと

いう理由を挙げている方は１６１人中１１人、率にして０.０７％でありました。一概には申し上げ

られませんが、開館延長を行って利用される方の割合は限定的ではないかということもありまして、

現時点では現行どおりの開館時間とさせていただいております。 

  今後も開館時間延長を検討する場合には、職員の時間外対応、フレックス対応及び夕方の忙しい

時間帯ですので、新たな雇用の確保の見込みだとか、安全対策、それに付随した緊急連絡体制、そ

ういったものの課題を消化していく必要があると考えております。 

  以上です。 

○議長（南  一成議員）  神田議員。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  ありがとうございました。状況がよく分かりました。確かにおっ

しゃるとおりかなというふうな気がいたします。 

  ただ、やはり田布施町に引っ越してきてもらいたいというようなサービス、住みよい町だという

意識を持っていただくためには、仕事が終わった後にちょっと図書館に寄って本が借りられるとい

う環境はあってもいいのかなと、よその市なんかは６時まで、７時まで開いている図書館もござい

ますから、それと比較したときに、田布施町も開いているというのがいいなと思っておった次第で

ございます。 

  ただ、今課長から御回答がありましたように、現実として、じゃあ人が来るのかという問題が本
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当ございますので、そこの辺りの兼ね合いかなという気がしております。 

  最後になりますけど、ちょっとこの今回の基本計画の範疇外かもしれませんが、小中学校の洋式

トイレ、それからエアコンの設置状況がどのようになっているかということのお尋ねと、それから

耐震化工事の未実施の建物があるかどうか、ちょっとこの点についてお尋ねをさせてください。お

願いします。 

○議長（南  一成議員）  惠元学校教育課長。 

○学校教育課長（惠元 朗夫君）  それでは、お答えさせていただきたいと思います。 

  小中学校の建物の中の洋式化については、全ての学校で洋式化されておりますし、そこでは１点、

和式も一部残っております。 

  耐震化工事は、一応校舎ですか、それについては一応全施設ですか、その辺は終了しているとい

うことで、あとは体育館とか、講堂の辺が、まだ一部やらなくてはいけないところがあるようには

聞いております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  神田議員。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  ありがとうございました。安心しましたが、今一番最後に、体育

館の周辺で耐震化がまだあるところが今あるんですか、どうなんでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  惠元学校教育課長。 

○学校教育課長（惠元 朗夫君）  申し訳ございません。私のちょっと記憶違いであったらいけない

んですけれども、今ちょっと思い直して、耐震化については終わっているということでございます。 

○議長（南  一成議員）  通告されていますか、今の質問は。だから、手元がないんで、答弁が中

途半端になりますから、そのことはもう終えてください。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  はい、了解いたしました。 

○議長（南  一成議員）  はい。 

○議員（２番 神田 栄治議員）  どうも大変失礼しました。通告外のことをちょっと思い立ったも

のですから、すみません。どうも御答弁ありがとうございました。耐震化が済んでいるということ

で、安心をいたしました。 

  今日は、教育振興の基本結果について質問をさせていただきましたが、教育環境を取り巻く環境、

非常に大きく変化して、こうした社会の変化に対応した教育行政が求められております。子どもた

ちの健全な成長のため、引き続きの地道な努力をお願いしまして、質問を終わらせていただきます。

今日はどうもありがとうございました。 



 

 
 

- 19 - 

○議長（南  一成議員）  以上で、神田栄治議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（南  一成議員）  次に、西本篤史議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  それでは、通告どおり３問質問いたします。全て一問一答で、町

長お願いいたします。 

  まず１問目、令和５年度一般会計当初予算は、前年度に比べ４億２００万円減額の６４億９,００

０万円でありました。９月上半期には７３億７,０００万円に増額されました。原因は、高熱費や新

型コロナ対策なのでしょうか。来年度予算は、現状を把握し、計画を立てていただきたいと思いま

す。 

  デジタル化を推進しますけども、今後の維持管理費の増大も懸念されております。事業計画の優

先順位を決めて執行していただきたいと思っております。 

  また、少子化対策として住宅地の拡大、婚活イベントの開催、マッチングアプリの開設、これも

婚活の関係ですね。また、住みよい町対策として、公式ＬＩＮＥアカウントの開設、これは災害時

の緊急情報や町の取組、またイベント、プロモーション情報、また光市の場合は行政手続、ごみの

分別方法、道路の損傷通報、これもＬＩＮＥアカウント、ＬＩＮＥで光市に通報できるようになっ

ております。 

  また、高額納税者の誘致、また駅前整備です。駅前整備は、前回神田議員が言われました駐車場

です。無料駐車場、これなんかを整備していただいたらと思っております。 

  以上、質問いたします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、お答えをいたします。 

  令和５年度一般会計当初予算額からの増額につきましては、御承知のとおり、４月から７月にか

けまして、新型コロナワクチン接種事業や子育て世帯生活支援特別給付金事業、住民税非課税世帯

に３万円を支給する価格高騰重点支援給付金事業、町民１人につき５,０００円の生活応援商品券を

配布する事業等の新型コロナ地域支援対策費など、国施策により４回の補正予算において、国庫補

助金を財源とする各種事業に約２億５,０００万円を追加して、増額してまいりました。 

  また、既に広報等で公表済みの、令和５年上半期の財政状況報告におきましては、議員御質問の

とおり、９月末の予算額として、７３億７,０００万円程度といたしておりますが、これにつきまし

ては、先ほど述べました４回における補正予算に続く９月の補正約２億４,０００万円に加え、保健

センター整備事業等の令和４年度からの繰越事業に係る予算３億９,０００万円、約４億円程度が繰
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越事業として入っておりますので、その辺は御理解いただきたいというふうに思います。 

  また、中期財政の収支見通しでは、令和６年度は約２億８,０００万円の財源不足が見込まれる中、

来年度の予算編成方針において、経常的な経費の予算要求額を一般財源ベースで、令和５年度の当

初予算を上限とするよう指示いたしております。 

  議員御指摘のとおり、情報システムの標準化等をはじめ、デジタル化を推進していきますと、そ

れが今後削減困難な固定費となり、今後財政を圧迫することも懸念されております。 

  しかし、国全体の方針でございまして、デジタル化の推進は避けて通ることはできません。 

  また、少子化・人口減少対策や物価高騰等への対策など、中長期的、あるいは目前の課題に対し

ても直ちに対応していかなければなりませんので、事業の優先順位を明確化し、将来的にデジタル

化の強みを生かした効率的な財政構造となるよう、またそれに向けた新年度予算の予算編成に努め、

また予算執行を考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  具体的な提案につきましては、またお答えをさせていただきます。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  ありがとうございました。 

  婚活イベントの開催、今、田布施町のホームページを見ると、「今こそ婚活！やまぐち」というの

が載っておりますが、そこをクリックすると、エラーが出て開けないんですよ。これはちょっと問

題があるかなと思います。 

  ほかに、やまぐち結婚応援センターが開いておりますホームページ見ますと、近くで言うと、柳

井で枕投げ婚活というのがあるみたいです。また、下松ではボウリング大会、こういった婚活、こ

れが開催されます。この近くでありますので、田布施町民で独身の方に、ぜひＰＲして参加してい

ただいたらと思いますけども、これは地元の方しか参加できないんですか、その辺ちょっと分かれ

ばお願いします。 

○議長（南  一成議員）  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田  浩君）  県が主催する婚活イベントについては、山口県の方であればでき

るというふうに認識をしております。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  田布施町は、今、年間７２年後の出生数ということで、本当将来

が危ぶまれております。こういった少子化対策としていろんな予算、これを組み込んでいただきた

いと思いますが、それは来年度予算入りますか、どうでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  山田企画財政課長。 
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○企画財政課長（山田  浩君）  少子化対策については、町長の重要なテーマでございますので、

具体的な予算編成は今からでございますけれども、実施計画等にも種々入れ込んでおりますので、

優先順位を決めて計上していきたいというふうに思っております。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  ぜひよろしくお願いします。 

  それから、公式ＬＩＮＥアカウント、この辺の予定はどうでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田  浩君）  ＬＩＮＥの活用ということにつきましては、９月補正で予算に計

上しておりますので、令和５年度内に公式ＬＩＮＥアカウントを開設して、情報発信の強化に取り

組んでいきたいというふうに考えておりますので、現在、まさに庁内でプロジェクトをつくってお

りまして、取り組んでおります。現時点でどういうふうな、申請とかもできるようにはしていきた

いと思っておりますけれども、現時点では、まだ未定でございます。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  今進んでおるという状況ですけども、道路の損傷とか、災害時、

このときに、いち早く町に連絡できる方法、これはＬＩＮＥの活用の中に入ると思いますけども、

その辺も計画に入れていただけますか、どうでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田  浩君）  全国的に災害時の通知ですとか、あるいはごみの分別の関係とか、

そういう全国的に注目を集めているコンテンツというものはあると思いますので、その辺は当然プ

ロジェクトの中でも話が出ると思いますし、意見をまとめてやっていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

  あと駅前の駐車場、前回の議会でちょっとお話があったと思いますけども、その後、無料駐車場、

町民の方、近隣の方がＪＲを利用して、ちょっと日帰りでどっか行きたいというときに、今、田布

施町役場とか、その辺でしかちょっと止め場がないものですから、駅の近くにあったらいいなと思

いますが、その辺何か進んでおりますか。 

○議長（南  一成議員）  川添副町長。 

○副町長（川添 俊樹君）  言われるように、前回質問がございまして、内部で、今駅周辺で利用で

きる土地が若干ありますし、今駐車場に定期的に月決めで貸し出している用地もあります。その辺
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の利用状況がどうかというのを調べて、方向性を今探っておりますので、もう少し時間を頂きたい

と思います。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  よろしくお願いしたいと思います。これも、ぜひ予算に入れてい

ただきたいと思います。 

  それでは、第２問に行きたいと思います。 

  これも少子化・高齢化対策ということで、農地の有効利用について御質問いたします。２０５０

年問題では、今後、農家は８割減、農家は倒産し、老老営農時代になると予想されております。現

在の農業従事者の平均年齢は６８歳で、町内でも離農される方が増えているのではないでしょうか。

国は、大規模営農を後押ししておりますが、個人農家が頑張って農村風景が保たれております。今

後、圃場整備されていない圃場は、後継者も大規模営農者も耕作は困難と思われております。 

  また、食料安全保障では、現在、国の食料自給率は３８％であります。町も地産地消を行い、食

料自給率を上げてはどうでしょうか。生産性の高くない、優良農地でもない１種農地は農振から外

し、２種農地にしてはどうでしょうか。 

  これはちょっと言い回しが難しいんですけども、今、生産性の高い優良農地が１種農地、当然、

耕種農地とか、農用地区内農地、これは圃場整備されて１級農地ですね。だから、これは当然１種

農地でもいいと思うんですけども、いわゆる圃場整備されていない、湿田で生産性の高くない、こ

ういった田んぼが１種農地に入っておるんですよね。これはちょっと農地として適さないんではな

いかということで、今２種農地にしてはどうかという質問でございます。 

  また、住宅地に近い農地を３種農地、学校に近いとか、そういったところを３種農地にして住宅

にする方法はどうでしょうかということです。 

  また、住宅地を増やし、若者定住対策をしてはどうでしょうかということで、これも学校に近い

ところです。これも住宅地つくってはどうでしょうか。 

  また、若い後継者に年収保障、これはスイスの話になるんですけども、年間年収、これを保障し

て、若者の農業従事者、これを確保するという方法も取っております。これはちょっと町の財源で

は難しいと思いますけども、その辺を含めて御質問いたします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、お答えいたします。４つの御質問でございます。 

  それでは、１点目の生産性の高くない、優良農地でもない１種農地は農振から外し２種農地とし

てはとの御質問でございます。 



 

 
 

- 23 - 

  本町では大きく分けまして、都市計画法による用途区域と農振法による農業振興地域に分けられ

ます。その農業振興地域の中には、また農用地区域と農振の白地地域がございます。 

  農用地区域の農地は、農業上の利用を図るべき土地の区域で、原則、農地転用のできない農地と

なっております。 

  また、農振の白地地域には、農振法上の１種農地と第２種農地がありまして、第１種農地は集団

農地がおおむね１０ヘクタール以上ある良好な営農条件を備えている農地となり、原則、農地転用

ができない農地となっております。 

  また、第２種農地は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い集団（おおむね１０ヘク

タール未満）の農地で、代替性のない場合、許可ができるとなっています。 

  御質問の第１種農地から第２種農地への変更については、冒頭で述べましたように、第１種農地

では農振法に基づく例外規定を除き、原則、農地転用は不許可となっております。 

  町では、おおむね農地法上の第１種農地に相当する農地を農業振興地域制度に基づく農用地区域

にしておりますので、農振法上の区域を除外した場合であっても、農地法の基準で、集団農地（１

０ヘクタール以上）や、また農業公共投資対象農地や生産力の高い農地など、第１種農地と判断さ

れれば、第２種農地への規制緩和ができないということになっております。 

  第２点目の住宅地に近い農地は第３種農地へ、第３点目の住宅地を増やし若者定住対策をしては

どうかということでございますが、関連しておりますので、一緒にお答えをさせていただきます。 

  まず、第３種農地は用途地域内の農地でございますので、農地転用は、原則、許可となります。 

  御質問の第３種農地へ変更する場合、用途の見直しが必要となりますので、現在、山口県都市計

画課と協議を行っております。西本議員からもいろいろ御提案を受けておりますので、いろいろ時

間かかりますけども、少しずつやっております。 

  また、住宅地域を広げますと、宅地開発をしやすくはなりますが、逆に都市計画税といった新た

な課税も必要となってまいりますので、その辺がデメリットではないかということが考えられます

ので、十分慎重にやっていきたいと思います。 

  次、４点目の若い後継者に年収保障をしてはどうかとの御質問でございますが、近年農業を取り

巻く環境は農業従事者の高齢化や担い手不足、後継者の不在等により、全国的に深刻な問題となっ

ております。 

  本町においても、大規模農家が中心となりますが、後継者の確保・育成に資する様々な事業を展

開しているところでございます。近年では、新たに農業経営を営む若年層に対し、経営初期段階の

不安定な収入補填をするために交付される制度がありますが、交付が終了する３年後には専業農家
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として一定の所得が確実に見込め、生計が成り立つ計画が必要となりますため、なかなか制度の利

用に至らないケースも多くございます。 

  一方、町におきましては、食料自給率向上のため、優良農地等、あるいは守るべき農地で生産を

行う農業者等に対し、県の担い手支援日本一総合対策事業を活用した新規就農・就業者の定着に資

する事業を展開しております。これにより、新規就農者では確保が困難な優良農地での生産や栽培

技術の習得、初期の設備投資などの諸問題を、農業者等が受皿となり、就農が促進されているケー

スが多く生まれております。 

  御質問の対策等につきましては、引き続き関係法令や国、県、各種事業を注視しつつ、必要な対

策を適切に行えるよう情報収集や就農後のサポートを含め、頑張ってまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  ありがとうございます。 

  あとこの１種とか、農地の予定変更といいますか、これは５年に一遍ですか、１０年に一遍です

か。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  農業振興地域制度の、要は農振の見直しでございます。一応、国のほ

うでは、おおむね５年程度というので行っておりますけども、社会情勢が変わったとき等々ござい

ますので、本町においては、おおむね大体１０年程度を目安に変更しておる状況でございます。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  １０年というのは長いと思いませんか、５年ぐらいで見直しをし

たほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  確かにおっしゃられるとおりでございます。前回は平成２３年度にや

りかえておりまして、次が令和２年度にやりかえております。御承知のように、今現在、国営圃場

整備が進んでおりますので、その状況を鑑みながら実はやっておりますので、時期は、今のところ

考えておりますのは、国営圃場整備が令和９年に今終わる予定となっておりますので、その後、二、

三年後、要は令和１１年を目途に変更したいというふうには考えております。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  令和１１年といったら、まだまだ先ですね。この辺も含めて、だ

んだん皆さん高齢化しております。うちの近くも、今年度で農業をやめる方という方が３人ぐらい
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いらっしゃいます。農業をやめて、不耕作地になった土地というのは惨めなもんで、草ぼうぼうで

から、本当誰も管理されていない、今まで田んぼとか、農家の方が一生懸命草刈ったり、あれで景

観を保っておりましたけども、そういった放棄されると、本当今年なんか特に草ぼうぼうで、一切

入れんような状態になります。その辺も含めて、後継者といいますか、その辺を農業委員会を通し

てでも、いろいろ対策をやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  おっしゃられるとおりというふうに考えております。今年度から地域

計画というのを立てるようになりましたので、各地区で担い手を張りつけて、守るべき農地はしっ

かり守っていく、また、今耕作地におかれましては、国の制度がございます。多面的機能支払交付

金事業または中山間直接支払事業等ございますので、そちらを活用していただいて、農用地であれ

ばそういうメリットもございますので、そういうのをしっかり制度を活用されていただいて、地域

を守っていただきたいというふうに考えております。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  先ほど言いましたけども、１０年後には、農家は４割減るんでは

ないかというような情報も聞いております。今、７０代、８０代の方も一生懸命農業に励んでおら

れます。本当頭が下がる思いですけども、本当今の元気な農業従事者が引退されたら、ほんま今後

どうなるんじゃろうかと、本当不安に思いますけども、これから対策を、何かいい知恵でもあれば

どうでしょうかね。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  当然、農業はマンパワーでございます。従来から私、いろいろと答弁

しておりますけど、今から１０年前は、１５年前ですか、集落営農という言葉がございましたけど、

今定年が延びておりまして、我々も６５歳という話になっております。まだまだ働けというのかも

分かりませんけど、なかなか集落に帰ってこないというのが現状でございます。個人、あと法人等

もございますけど、今本町とすれば、できるだけ優良農地については、それぞれが守っていただき

たいんですが、今のところ、できれば企業参入を、できるだけ積極的に進めてまいりたいというふ

うには考えております。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  田布施町は御存じのとおり、田んぼの田ということで、本当農業

従事者がたくさんいらっしゃいますので、これからもいろいろ対策して、農業従事者確保していた

だきたいと思います。 
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  次、３問目に行きたいと思います。これはちょっと答弁書がないですが、３問目の。ないんかな。

それでは、３問目に移りたいと思います。 

  町内の国立公園の維持管理について御質問いたします。先日、新聞等で報道されておりますけど

も、環境省の調査で、全国の国立公園において、歩道など整備や保全を担う管理者が設置されてい

ない路線が５０％あることが分かっております。町内も、馬島、刎島など、瀬戸内海国立公園に指

定されております。馬島の全体集落と昔の養殖地、これは除外されておりますけども、馬島全体は

普通地域に指定されております。 

  また、刎島は、第２種特別地域に指定されております。ということで整備・管理、これはされて

いるでしょうか、御質問いたします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  お答えをいたします。 

  瀬戸内海国立公園は、内海の多島景観に加え、自然・人文融和した特徴的な景観を有することか

ら、昭和９年に備讃瀬戸が国内最初の国立公園の一つとして指定され、その後、昭和２５年及び昭

和３１年の区域拡張により、山口県も区域に編入され、馬島の一部と刎島は、昭和３１年５月に国

立公園に指定がされています。 

  御質問の馬島、刎島の歩道などの整備はどうかということでございますけども、馬島にございま

す施設につきましては、平成８年にオープンいたしました、のうびらんど・うましまのキャンプ場、

また、要害山に登る遊歩道、海水浴場等ございますが、これは指定管理者でございます馬島自治会

が管理をされております。 

  なお、刎島におきましては、管理する施設等もありませんけども、毎年、馬島の海岸を本町職員

と馬島自治会とで清掃しております。その際に、刎島側にございます海岸も併せて清掃等を行って

おります。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  ありがとうございます。昭和９年に設定されておりまして、今年

で９０年ということになります。ちょうど節目でございます。馬島の本土といいますか、本体の遊

歩道、登山道、これは要害山に登る道なんですけども、何か途中いろいろ崩れたり、いろいろ町の

職員さんが一生懸命整備されておると聞いておりますが、この辺の整備、この状況、頂上へ上がっ

たらすごい見晴らしがいいんですよね。ここはね。私も以前上がったりしましたけども、本当これ

観光名所になると思いますけども、今整備状況はどうでしょうか。 
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○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  それでは、まず要害山の上でございます。今年、本町の職員を中心に

今刈っておりまして、ほぼ刈り終わったところだと思いますので、来春には風光明媚な環境が見ら

れるんじゃないかというふうに思っております。 

  それから、要害山に登ります遊歩道でございます。まず、入り口のところ、貯水槽があるところ

につきましては、今年９月の補正予算で、災害ということで、一部整備をさせていただこうという

ふうに思っています。 

  途中の道でございますが、今県とも協議しながら、県の事業がもし活用ができるんであれば、そ

の事業を活用して、一気にはというのは、なかなか非常に難しゅうございます。重機が入るような

ところでもございませんので、どのような方法でできるかというのも検討しながら、もし予算がつ

けば年次的に整備をしていきたいというふうには今のところ考えております。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  下ののんびらんど・うましまから頂上行くまで、結構長いんです

よね。それで、途中も休憩所ちゅうか、見晴らしのいいところがございまして、途中竹林があった

り、本当楽しい遊歩道と思いますけども、整備を以前、地元自治会ですか、いろいろやられたよう

ですけども、何せ高齢化かと思います。町の職員の皆さんも行っておられると思いますけども、ど

っかの島じゃボランティアを募って、チェーンソーで刈ったり、草刈ったりするとこもございます

ので、町もちょっと、夏は暑いですから、木を切れば今時分と思いますけども、ボランティアとか

参加募って、整備したらいかがでしょうかね。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  貴重な御意見ありがとうございます。確かにマンパワーというふうに

考えておりますので、そういうことができれば、であれば前向きにちょっと考えてみたいと思いま

す。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  先ほどちょっと言いましたけども、各地種区分というのがあるん

ですよね。１種、２種、３種、また特別保護地区とか、こういった区分があるんですけども、今回、

馬島は普通区域、それと今の刎島の第２種区域、特別地域になっておりますけども、この辺の違い

って何でしょうかね。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  議員、今おっしゃったように、要は保護規制計画がございまして、特
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別保護区、第１種、第２種、第３種特別区域、海域公園地区、普通地区、この地区があるようでご

ざいます。今言われました、まず刎島が第２種特別地域でございます。これは「農林漁業活動につ

いてつとめて調整を図ることが必要な地域」ということで、第２種に認められているようでござい

ます。 

  普通地域は、「特別地域や海域公園地区に含まれない地域で、風景の保護を図る地域。特別地域や

海域公園地区と公園区域外との緩衝地域」というふうに分けられているようでございます。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  なかなか皆さん知らない方がいらっしゃると思います。馬島に行

くための麻里府の渡船場、また馬島に上がったところの渡船乗り場、ここに看板、ここの馬島のこ

の部分は普通区域、ここは２種区域というふうな、こういった看板を立てたら、観光誘致にもなる

んじゃないかと思います。広島とか岡山、ここの瀬戸内海国立公園では、いろいろなホームページ

とか、観光誘致にするようなところもございます。 

  それで、山口県も国立公園というのは、本当、陸域は一部でございます。こういったのを観光資

源として有効活用したら、すごいいいと思うんですよね。その辺を含めて、今後看板立ったり、い

ろいろできると思いますが、その辺どうでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  ありがとうございます。まずは、これは国が指定しておりますので、

まずその国のほうに確認をして、できることであれば、そういうＰＲもしていきたいというふうに

考えます。 

○議長（南  一成議員）  西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  国の環境省のホームページ、また瀬戸内海国立公園、ここのペー

ジを見ますと、各県の風光明媚なところがいろいろアップされております。ぜひとも山口県の馬島、

これもアップしていただいて、宣伝効果利用していただいたらと思います。 

  本当瀬戸内海、私も知らんかったんですけども、本当瀬戸内海というのはすごい、日本で一番広

い国立公園です。しかも山口県、この中の海域と陸域があるんですけども、陸域の上関地区、皇座

山、そして長島の一部、佐合島、馬島、刎島、それで象鼻ヶ岬です。本当県内でも国立公園へ入っ

ているのが少しでございます。じゃけえ、本当に有効利用して、これからいろいろ宣伝していただ

きたいと思っております。 

  以上で終わります。 

○議長（南  一成議員）  以上で、西本篤史議員の一般質問を終わります。 
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……………………………………………………………………………… 

○議長（南  一成議員）  ここで暫時休憩をしたいと思います。１０時４５分を再開時間とします

ので、よろしくお願いします。 

午前１０時３２分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１０時４５分再開 

○議長（南  一成議員）  それでは休憩をほどきます。 

  最初に、長谷社会教育課長より発言の訂正がありましたのでよろしくお願いします。 

○社会教育課長（長谷 満晴君）  先ほど神田議員への私の答弁の中で、他市町の図書館を利用して

いる理由としての開館時間が長いからという方の割合が、０.０７％と申しましたが、６.８％、約

７％の誤りでございました。訂正してお詫び申し上げます。 

○議長（南  一成議員）  それでは休憩前に引き続き、一般質問を続けたいと思います。次に、内

山昌晃議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  それでは、通告に従いまして、今回は３問質問させていただきま

す。答弁者は全て町長で、よろしくお願いいたします。まず１問目、県立高校再編についてです。 

 熊毛郡３町では、高校存続協議会を設置し、郡内高校の存続を県や県教委に要望等してきました

が、熊毛南高校は柳井高校へと再編統合され、普通科及び商業に関する高校へ、田布施農工高校は

農業、工業及び家庭に関する高校へ再編統合される旨の説明が県教委であり、校地はそれぞれ柳井

高校、田布施農工高校となるようです。本町として大変なじみの深い熊毛南高校の消滅、また田布

施農工高校は存続が決定したとはいえ、今後ますます少子化が進行し、県内の生徒数が減少してい

く中、次の統廃合の対象になりかねないと危惧しているところです。この再編統合を機に、町とし

て今後の高校存続に向け、どのように施策を展開していくのか、以下のことについて質問いたしま

す。 

  １、通学圏外からの生徒の誘致はどう考えておられますか。 

  ２、部活の移行についてはどう考えておられますか。 

  ３、教室や部活の練習場所の不足が予想されますが、どう考えておられますか。 

  ４、地域との連携、これはどう考えておられますか。 

  そして、最後に、駅前の整備について、どう考えておられるか質問いたします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、お答えいたします。 
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  県の教育委員会におかれましては、県東部の県立高校５校を２校に再編する方針を示されており、

１０月には、本町を初め、関係する自治体において説明会が開催をされました。 

  方針では、田布施中学校から進学して卒業した人も多い熊毛南高校が再編により、長い歴史と伝

統に幕を下ろすこととされており、大変寂しく思っております。 

  一方、田布施農工高校につきましては、再編後には、熊毛郡唯一の高等学校として存続すること

とされております。まだ正式な決定ではございませんが、御質問でございますので、県が示されま

した方針、それを踏まえての御答弁とさせていただきますことは、御了承いただきたいというふう

に思います。 

  まず、１点目の御質問でございます通学圏外からの生徒の誘致でございますが、通学面での利便

性を考えますと、田布施農工高校から徒歩１０分程度の距離に田布施駅があり、電車での通学の便

は整っているというふうに考えております。 

  しかし、熊毛南高校が廃止を考えますと、熊毛郡内につきましては、公共交通機関が限られてい

ることから、通学面において、生徒の負担が増えることとなります。 

  そうしたことから、熊毛郡３町で足並みをそろえまして、県知事や県教育委員会に対し、スクー

ルバスの運行や公共交通機関への運営経費等に対する補助制度の創設等の通学支援策を要望いたし

たところでございます。 

  次、２点目の部活の移行と、３点目の教室や練習場所の不足についての御質問でございますが、

県東部の５校の中には、全国的なスポーツの強豪校等もございますので、部活動の再編とその練習

場所につきましては、住民のみならず、広く関心を集めていると思います。 

  今後、再編の動向を注視していきたいと考えますし、町として、また郡としてでも協力できるこ

とがあれば、そういうふうにしてまいりたいというふうに思います。 

  ４点目の地域との連携でございます。本町と田布施農工高校は、平成３１年３月に連携、協働に

関する協定を締結し、以来、ワークショップやＰＲ動画等、様々な取組を活発に進めてまいりまし

た。 

  今年に入ってからは、田布施地域交流館前のゆめはな花壇のデザインや設計、花の苗の提供等、

完成まで御尽力をいただきましたし、田布施防災フェスタ２０２３では、農工高校敷地内で協働開

催し、生徒の皆さんのブースでは大きな賑わいを見せておりました。 

  さらに、イベント等ではこれまでも、清掃ボランティア等で繰り返し貢献いただいております。 

  こうした、住民から顔の見える活動によって、地域との連携もさらに発展を見せてくれるものと

考えております。 
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  最後に、５点目、駅前の整備でございます。 

  再編整備後の田布施農工高校につきましては、学科の新設等により生徒の増加が見込まれますの

で、田布施駅周辺につきましては、まずもって通学の安全面に配慮する必要があると考えておりま

す。 

  駅南線は既に拡幅がほぼ完了し、御承知のとおり、長年の課題でありました豆尾第１踏切の拡幅

については、工事の開始となっております。 

  そのほか、駅前周辺の整備につきましては、一般乗降客の利便性の向上や、まちづくりの観点か

ら、これまでも研究はしておりましたが、今後、田布施農工高校再編整備後の状況も見通しながら、

研究、検討してまいりたいと考えております。 

  なお、駅前が少し暗いのではないかという農工高校からの生徒の話も聞きましたので、少しでも

いいイメージを持ってもらえればと思い、この１２月１日からは駅前のライトアップも始めており

ます。また、今後、街灯等の新設も予定しておりますので、これからも、駅のイメージアップに取

り組んでまいります。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  ありがとうございました。町長も答弁していただきましたけど、

まだ確定はしていないということで、私も、その県教委の説明を前提に、いろいろと質問させてい

ただきたいと思います。 

  まず、私は、熊毛南高校の昭和６０年卒業でありまして、ＯＢです。やはり、３年間通った高校

が消滅してしまうのではないかということで、本当に残念ですし、残念ということで危惧しておる

とこです。答弁でありましたけど、スクールバスとか、そういうところを引き続き県に要望してい

くということで、これは引き続きお願いしたいということです。ちょっと私が質問したのは、通学

圏外ということで、例えば県の中部とか西部とか、北部、それから、周防大島高校なんかは、県外

から生徒を募集しているというようなこともございまして、やはり、少子化で、生徒数も少なくな

ってくるので、県内から少ないパイを奪い合うというようなことにもなりますけど、やはりそうや

って、県内各地から生徒を引っ張ってこないと、今後、その成り立っていかないのではないかなと、

いうふうに思っています。で、そのことについて、どういう方法が考えられるかということを、ち

ょっとお尋ねしたいんですけど。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  お答えいたします。 
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  現在の農工高校の通学の範囲というのは、周南から岩国まで、この田布施の子も、本当にそんな

にたくさんいるわけではございませんし、郡内の生徒の数というのは限られております。今でも、

周南からたくさんの子が来ておりますので、１つとしては、通学のダイヤですか、その辺は、ＪＲ

としても便を減らしてきますので、その辺は県としても、ここの山陽本線沿い、ダイヤの数が減っ

ておりますので、その辺をちゃんとしてほしいと思うことと、先ほど申し上げましたが、駅を、何

かきれいにしたいということがございます。なかなかＪＲとの協議が進みませんので、私の公約に

しておりました駅のトイレも、なかなかいいお返事がいただけませんので、町のほうはやる気満々

なんですけども、ＪＲのほうからなかなか条件をやられて合意に至りませんので、その辺、今後で

きましたら、駅の改修とトイレ、その辺は、力を入れてやっていきたいというふうに思います。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  よろしくお願いしたいと思います。 

  もう一つ、ちょっと論点ずらすんですけど、例えば、部活などで、競合チームというか、部活が

盛んになると、例えば、本当に萩のほうから下関のほうから、選手が来ると思うんです。当然下関

から通学ができないと思うんですけど、そうなると、残る手段は一つ、田布施に居を構えてもらう

ということで、居を構えると言ったらあれですけど、例えば、寮とか、そういう下宿とか、そうい

うのをつくって、幅広く県内から、募集も誘致をしていくということもあると思うんですけど、公

立高校で、例えば寮をつくっているところというのは本当に少ないというか、ゼロに近いと思うん

ですけど、ほかのやらないことを、田布施町として応援してやっていくと、町が運営するのか、そ

れか、補助を出して、応援していくのかというようなことも考えられると思うんですけど、そうい

うことについてはいかがですか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  県立高校でございますので、田布施町の学校ではございませんので、町が

寮をつくるとかいうことはできないというふうに思います。基本的には高校のほうで造っていただ

くか、部活ですと、部活の関係で造っていただくか、ＯＢ会とか同窓会とか、その辺で、運営をし

っかりして、安全面もございますので、その辺、だから、町としてできることがあれば、郡内で協

力しますよということは申し上げておりますので、そうした生徒さんがこの地域で住まれるという

ことであれば、お手伝いできることがあれば熊毛郡３町でお話をして、支援はしていきたいという

ふうに思います。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  なかなか県立の高校、町で寮はつくれないということで、困難な
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ことは十分承知はしております。２年前、議会の経済厚生委員会で、島根県の奥出雲町のほうです

か、視察に行かせていただきまして、そちらは、やはり、こことは違って、なかなか生徒を誘致す

る子どもがいないということで、かなりいろいろと策を練っておられて、そこでは町で寮をつくっ

て、管理、運営をしておるということでございますので、決してできないというようなことではな

くて、もしできることがあれば、いろいろ研究をされて、ちょっとでも、生徒の数が増えるように

ということで、お願いをしたいと思います。 

  それでは、次の質問に行きたいと思います。 

  教室や部活の練習場所が不足をするのではないかということです。先ほども、もう何回も触れて

いますけど、部活とかが移行してくることも予想されます。で、自分的には、やはり熊毛南高校か

ら、もし部活が来るのであれば、近年、強豪校になった硬式野球部とか、それからフェンシング部、

それから女子サッカー部といった強い部活もあります。できれば来ていただきたいなというふうに

思っておるんですけど、そうなると、もうグラウンドは不足はしますし、体育館の練習場所も不足

をするというようなことも考えられますけど、この辺りについて町ができることというので何かご

ざいますか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  まだ再編が決定したわけではございませんし、私がこの場で申し上げるこ

と自体が僭越でございますが、先ほど申し上げました、できることがあれば、今町内にも、以前の

田布施工業高校のグラウンドもありますし、スポーツセンターもありますし、スポーツセンターも、

柳井商工の子がうちのスポーツセンターで練習をしておりましたので、その辺は、農工さんだけじ

ゃなくて、やっぱり高校も今から減ってきますので、指導者不足もありますので、高校同士も連携

して、部活を支えていくということになろうと思いますので、この柳井地域また周南圏含めて、高

校生のそうした活動を支援するというのを、やっていくということが考えられます。そして、議員

おっしゃいましたように、これからどうしても寮で、高校生は寮へ入るという、島根、鳥取のほう

に行きますと、もう家から通うというもんじゃないんで、常識のようになっておりますが、この地

域は、まだそうはなっておりませんが、今後、やはり寮とかいうものを、県等には検討していただ

きたいなというふうな気持ちは持っております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  決まっていないということで、私のほうもちょっと質問がしづら

くなってきたんですけど、例えば、グラウンドとか不足の問題と言いましたけど、例えば、今ある
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田布施農工高校付近に、グランドを拡張するとか、そういうことがもしあった場合、そういう適地

があるのかなと、そういう候補地があるのかということをちょっとお伺いしたいんですけど、いか

がでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  非常にお答えにくい話でありました。協力することがあれば、地元として、

郡としても協力しますというのは、お約束をいたしておりますので、地元としては、協力はしてい

きたいなというふうに思います。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  すいません。ちょっとこの高校再編のことで、私なりにいろいろ、

これどうやっていくんだろうなという疑問があるんですけど、ちょっとそのうちの一つが、部活の

移行ということで、県の説明であれば令和８年から募集停止をするということで、それ以降、１学

年ずつ減っていって、２年後には、部活に在籍する部員が１学年しかいないという事態に恐らくな

っていくのかなというふうに思います。やはり１学年だけだと、部活も立ち行かなくなりますし、

どうやって、またその統合先の高校に移行していくのかなというのが、私の率直な疑問があります。

もしその統合先が決まれば、その統合先の同じ部活の人たちと一緒に統合に向け練習し、試合も一

緒に出るというふうなことが円滑に進むのかなというふうに思いますが、こういう移行の決める協

議の場を恐らくつくっていかなきゃいけないのかな、というふうに思いますが、そういう場をつく

る、町として、積極的にそこに働きかけるというか、そういうことを、これはお願いですけど、い

ずれそういうときが来ると思いますので、そこはしっかりとお願いしたいというふうに思います。 

  それと、ちょっと段取りが狂ってあれなんですけど、それから次が地域との連携というのがあり

ます。今、田布施農工の話をさせていただくと、田布施農工は特徴として日本酒を作っておられる

ということがあると思います。日本酒は製造しているんですけど、なかなかそれが世に広まってい

かないということがありまして、どうしてかということで、まず酒税ですか、お酒の税金というか、

ちょっとその辺の関係があったりとか、それから、やっぱり学校が作るものを売って利益が出づら

いというふうな障害があって、世にはなかなか出ていかないというふうなことがあります。 

  例えば、町のほうで、農工さんのほうへ研究費というような名目で、助成をして、その見返りと

いうか、それの成果物としていただくと。そして、それをもらったものを町のほうがＰＲするとい

うふうな方法も考えられると思いますけど、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田  浩君）  田布施農工の酒造につきましては、あくまでも研究免許というこ
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とを聞いております。ですから、一般的にちょっと販売というのはできないので、最低限の原価を

回収する程度の活動は認められているというふうにお聞きはしておりますが、ちょっと大々的に外

部に対してということは、難しいのではないかというふうには考えております。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  まさしく今障害があるということの答弁です。もう１個、本町、

お酒関連でいえば、どぶろく特区というものを取得しております。こちらについても、なかなか需

要がないというようなことや、機械を導入するのにお金がかかるとか、いろいろ障害があって、こ

れも実現しそうで実現しなかったというふうな経緯もあると聞いております。先ほどの田布施農工

の日本酒とどぶろくも合わせて、やっぱりこの町の名物というか、そういうふうになれるものでは

ないかと思いますので、ちょっとこちらのほうも、いろいろ研究をしていただいたらというふうに

思います。 

  以前、前回の一般質問の答弁、町長の答弁の中に、今インバウンド、外国人の観光客がたくさん

来られて、何がこう気に入ってもらえるかわからないと、恐らく、アオガエルかなんか例に例えら

れて、そういうのを外国人が見に来るんだということで、本当にこの日本酒とかどぶろくというの

が、このインバウンドに、もしかしたら効果があるんじゃないかなというようなこともございます

ので、ちょっと研究のほうをしていただいたらというふうに思います。 

  それから、再編統合されるとして、田布施農工高校、今現在、生物生産科というのがありまして、

これは植物栽培とか、フラワーアレンジとか家畜飼育とか、そういうことをされております。それ

から食品科学科というのがありまして、これは原料から食品へ加工したり、食品成分を分析したり

するような科、それから都市緑地科というのがありまして、こちらは土木設計や造園デザインなど。

機械制御科というのは機械成型やコンピューター、旋盤とか溶接とか、そういうこと。それから、

熊毛北高校──もし統合されれば──からはライフデザイン科というふうなものが来るようです。

ライフデザイン科というのは、服飾デザインとか食物文化、いわゆる衣食住のことをするというこ

とで、本当に実業高校ということで、何か全てが田布施農工の中にはあるなというふうに思ってい

ます。 

  そこで、ちょっと例えばの話で、今、麻里府地区で、夢プランというものは、今まさに策定をさ

れようとしているということでございます。今、傍聴の中にも、そこで中心になってされておる方

もおられますけど、ちょっと差し出がましいというか、提案というか、決して策定の邪魔をするも

のでもなんでもないんですが、例えばの話でちょっと話をさせてもらいます。今年度中に策定され

れば、来年度以降その夢プランというのは、その実施計画に基づいて、まちづくりというのが行わ
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れていくんじゃないかなというふうに思います。 

  例えばその実施計画の中で、その田布施農工高校の生徒さんとか、そのまちづくりの中に参加を

させていただくというか、参加できる環境を整えていただけないかということです。生徒さんと麻

里府地区の住民、一緒に地域の課題を検討し、話し合いながら、どうやって解決をしていくのかと

いうことを、一緒にやっていくのがいいのかなというふうに思っておりますけど、その辺のことに

ついてはいかがでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  御提案ありがとうございます。現在、麻里府地区の夢プランが進めら

れております。ちょっと進捗が遅れておりまして、令和６年の春頃、夏までには、完成する予定で

ございますので、ちょっとそこについては、農工さんというのはちょっと難しいかなというふうに

思っています。一応、麻里府が終わると、また次の地区の夢プランを作っていきたいというふうに

考えておりますので、やはりその地区の方と話しながら、やはり若い農工生の力も、もし入ってい

いというのであれば、農工生も積極的に御参加いただいて、その地区のプランを立てていきたい。

要は若い方がやっぱり住みたい、今後も住みたい、５年後、１０年後どうなっているかというのを

想像しながらつくってもらうと、また違った計画ができるんじゃないかというふうに思いますので、

それは前向きに学校さんとも、当然協議は必要だというふうに考えておりますが、検討してみたい

というふうに考えております。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  ぜひ検討していただければと思います。 

  最後ですけど、駅前の整備ということで、いろいろと駅についてはこれまで課題が山積というこ

とがあると思います。例えばホームと電車の段差問題だったり、立橋が急勾配であったりとか、ト

イレが古い汚いとか古い駅舎もそうですし、北口改札の開放はどうかというふうな問題もあります。 

  以前の一般質問の回答では、１０年以内に駅舎を改装して、コンパクト化すると、これはＪＲが

やるものだと思うんですけど、その辺の進捗状況というのがあれば教えてください。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  駅舎につきましては、先ほど町長が申し上げましたが、一応、ＪＲと

すれば、５年計画をそれぞれ立てられているようでございます。先週ＪＲと実は協議、ちょうど１

年たちますので協議をさせていただいております。 

  令和５年から令和９年、５年間の計画の中では、本町の駅については、改修は入っておりません。 

  次の令和１０年から令和１４年の間には、どうも本町の駅が改修に入っておるというふうに聞い
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ております。 

  その際、駅舎を改修ということになると、かなりコンパクト化ということが出てきておりますの

で、そのとき、本町はどのような形の中で駅をつくり上げていくのか、当然駅だけじゃなくて、駅

の周辺整備もそうでございます。それとまだ町長が先ほど言いましたように、町長の施策でありま

すトイレの改修もそのときに、多目的トイレも含めて改修してまいりたいというふうに、今のとこ

ろ考えております。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  そうですね。ＪＲは、かなり手強いというが、しっかりネゴして

いただいて、いいように進めていただけたらというふうに思います。 

  高校再編問題については、ちょっとまだ決定していないということで、なかなか回答のほうも歯

切れが悪いというか、そういう気もいたしますので、とはいえ、決定したからさあ始めようかとい

うのではもう遅くなりますので、もう準備をしていただいて、よりよくなるようにしていただいた

らということで、１問目のほうは終わらせていただきたいと思います。 

  それでは２問目、町職員の定員管理についてということです。人口減少や少子高齢化の進展、行

政需要の多様化、さらに近年は、異常気象による災害の発生や新型コロナウイルス等の発生等、地

方公共団体を取り巻く環境は日々変化しています。こうした状況に対応するためには、地域の事情

を勘案し、行政課題に適切に取り組むことのできる定員管理及び職員配置が重要です。 

  本町の職員数は平成２２、２３年度の１２７人が最少で、その後微増し、最近は１４５人前後に

落ち着いています。 

  そこで以下のことについて質問します。 

  １、定員管理計画を策定し、計画的に職員採用を行っているか。 

  ２、適正な定員管理となるよう、類似団体や定員モデルとの比較、研究をしているか。 

  ３、役職定年職員、再任用職員、会計年度職員、兼務職員、それぞれの役割が定義づけされ運用

されているか。 

  ４、子育て支援等、町長肝煎りの施策を担う部署は手厚くなっているか。 

  ５、日常的な超過勤務者がいる部署については、事務分掌の見直しや増員を検討しているか。 

  ６、現状の職員数は充足されているか。 

  以上、お願いします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、お答えいたします。 
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  まず、１点目の定員管理計画を策定し、計画的に職員採用を行っているかにつきましては、適正

な職員数を確保し、質の高い公共サービスを継続して提供していけるよう、事務量や退職、育児休

業等の状況を踏まえ、定員管理計画を策定いたしております。 

  定員管理計画は、毎年度見直しを行い、計画的に職員採用を行っております。 

  ２点目の適正な定員管理となるよう類似団体や定員モデルとの比較、研究をしているかにつきま

しては、毎年行われる地方公共団体定員管理調査の中で、類似団体等との比較を行い、また、決算

統計上の定員管理の比較分析表を公開した上で、類似団体のほかに、全国平均や県平均も参考にい

たしておりますが、実態に合いにくい定員モデルとの比較は、現在は行っていません。 

  ３点目の役職定年職員、再任用職員、会計年度任用職員、兼務職員それぞれの役割が定義づけら

れ、運用されているかにつきましては、今年度が定年延長初年度となることから、役職定年職員の

人員配置等について、現在、検討を急いでいるところでございます。 

  また、それぞれの職員の役割の定義について、定義づけされたものはございませんが、役職定年

職員、再任用職員ともに、これまでの経験を活かし、同じ一職員として、また、置かれた立場によ

って、人材育成も担いながら、それぞれの職務にあたってくれるものと理解いたしております。 

  また、役職定年職員や再任用職員には、副町長が面談を行い、本人の意向を確認しており、人事

異動の内示のときには、係長以上の職員には、私が直接内示を行っておりますので、それぞれの職

務に対し理解してもらっていると思います。 

  また、会計年度任用職員については、職種によって職務や役割が違ってまいりますので、各課長

から職務の説明等もお願いをしておるところでございます。 

  次に、４点目の子育て支援等、私が重要施策としております施策を担う部署は手厚くなっている

かについてでございますが、先ほどもお答えしましたが、類似団体との比較も行い、職員の配置バ

ランスも考えて人事異動を行っております。 

  現在、子育て支援に限らず、国の新規事業や、法定事務が大変多くなってきており、担当職員に

は苦労をかけておりますが、国の政策等に遅れを取ることがないように事業を進めるため、各課長

との連携を密にして人員配置を行っています。 

  今後も様々な状況を判断しながら、適正な人員配置を検証してまいります。 

  ５点目の日常的な超過勤務者がいる部署については、事務分掌の見直しや増員を検討しているか

につきましては、現在、長時間の超過勤務者については、課長から超過勤務となった理由や、今後

の対応について毎月報告をさせており、また、日常的な超過勤務者については、事務分掌の見直し

や増員について、課長が超過勤務者との面談等を行い指導、助言を行っています。 
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  今後は、町の衛生委員会に報告し、衛生管理者の指示のもとで産業医の面談等を行うことにして

おります。 

  ６点目の現状の職員数は充足しているかについてでございますが、職員の条例定数は１５０名で

ございます。 

  令和５年４月１日現在での職員数は、産休、育休の５名を除き、１４１名となっております。 

  一部の課から正規職員の増員希望等はございますが、中期財政の見通しでは、今以上の人件費の

増額は大変厳しいと判断せざるを得ない状況でございます。 

  今後は、効率的な組織機構の見直しや、人材育成を図りながら、定員管理計画を定め、長期的な

視点から職員数の適正化を図ってまいります。 

  以上です。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  それでは、定員管理計画を策定し、計画的に採用されているとい

うことです。 

  私が在職中の役場というのは、すごい上の層が多くて、逆ピラミッドというか、そういう形でち

ょっといびつなあれだったんですけど、今、年齢階層というか、均等に上から下までなっているか

どうかということですけど。 

○議長（南  一成議員）  森総務課長。 

○総務課長（森   清君）  それでは、お答えをいたします。 

  確かに、私たちの層は逆ピラミッドの層でございました。今、田布施町の平均でいいますと、４

月１日平均年齢が４０.２歳ということで、県内でもトップクラスの若い職員構成となっているとこ

ろでございます。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  そうですね。若い職員が多いというのは大変すばらしいこととい

うか、田布施の未来は明るいのかなというふうに思っております。やはり、毎年、定員管理計画を

見つめ直すというか、していただいて、適正な年齢階層というか、その辺には努めていただきたい

というふうに思っております。 

  あと、退職者とか、休職者、育児休業者という方いらっしゃると思うんですけど、その補充は、

正職員で補充をされているのか、ちょっとその辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  森総務課長。 

○総務課長（森   清君）  そのあたりの休職については、正職員での補充もございますし、また
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会計年度職員でも対応させてもらっているというところもございます。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  できれば、正職員で補充をするのが、正当ではないかと。会計年

度職員を穴埋めに使わないというのが、私のあれですけど、いいのかなと。やっぱり会計年度職員

というのは、その住民サービスをさらに拡大するための補完的役割があるなということを私は思っ

ておりますので、この辺についても正職員で補充していただいたらなというふうに思います。 

  それから、類似団体との比較云々ということです。 

  田布施町と類似の団体というのは、総務省のホームページに出ていましたけど、全国で５７団体

あるということで、表でいろいろされておって、田布施の位置は真ん中あたりにあるということで、

平均点ぐらいなのかなということで、うまいところに着地をしているなというふうに思うところで

ございますけど、例えば、なかなか調べることはできなかったんですけど、和歌山県に上富田町と

いうのがあって、面積もほぼ田布施町と一緒で、人口は１万５,０００人ぐらいなので、ちょっと多

いぐらいです。 

  ここは、一般会計の職員だけで言うと１００人おられるということで、ちなみに田布施町は１２

６人ということで、田布施よりも少ないということで、いろいろ調べられて、どうして少なくやっ

ているのかなというようなことはまた今後、調べていただきたいというふうに思います。 

  それから、定員モデルとの比較は、なかなかそぐわないということで答弁されましたけど、これ

についても、総務省のホームページの中からダウンロードしたんですけど、こんなに厚くて、難し

い、読んでみるとなかなか難しくて、理解するのには何か月もかかるなというような、あるんです

けど、これも一度、数値は入力するだけでいいみたいなので、一回やられて、この特徴というのが、

部門ごとの本町とモデルのところの乖離状況が分かるということで、部門でいえば、総務関係、税

務関係、民生、衛生、経済、土木とか、こういうのが分析できるみたいです。これも今後研究をし

ていただいたらというふうに思います。 

  次は、役職定年者とか再任用職員とかの定義ということで質問させていただきました。役職定年

ということで来年から運用されるということで、例えば今まで課長さんだった方が６０になって役

職定年をされて、また人事異動等あるかもしれませんけど、その同じ課に所属をすることになって、

新しい課長が就くというような事態が起きた場合、その古い課長さんのほうは、それなりにスキル

とかいろいろ持っておられるので、アドバイザー的にはちょっと役に立つというような言い方はい

けませんけど、いいのかなというふうに思いますけど、一方、今まで上司だった方が自分の部下に

なるというふうな、ちょっと逆の弊害もあると思いますけど、そういうふうな配慮とか、そういう
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のはいかがでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  森総務課長。 

○総務課長（森   清君）  幾つかあったので、ちょっと先ほどのちょっと補足させてください。

退職とか病休、育休の補充については、退職については、十分補充させていただいていると。病休、

育休ついては、会計年度で対応させているというところは御理解いただきたい。 

  ２点目の類似団体について、５７団体、ちょっとこれ令和２年の国勢調査で区分が変わっており

ます。というところで、今６８団体の１３位、上が職員数少ないで言えば、ちょっと少ないという

ほうの中にちょっと入っていきます。ただ、全国平均、山口平均よりかは１,０００人の単位でいえ

ば職員数は多いというふうな分析になっております。 

  ３点目の定員モデルというところでいいますと、議員言われるように、この定員モデルというの

は、これ類似団体では分析できない特殊事情、こういうのを反映させて職員数を求めるということ

ができます。言われるように、ただ、規模の大きな自治体が、この部門ごとの参考に用いられてい

るところもございますんで、ちょっと総務省の指標としても、私それ読んでみましたけど、自治体

のあるべき水準ということで、参考としてくださいという指標でございます。 

  ただ部門ごとということの分析はできますので、定員モデルの指標についても、今後ちょっと研

究していきたいというふうには考えております。 

  ４点目の御質問でございました役職定年等につきまして、今回、今年度から初めて法令改正され

たことによるものなんで、確かに同じ課に年上の部下がおるということ、ほかの会社でも同じこと

言えると思いますが、ただマネジメントとしては、十分やっていけるとは思いますが、ただ、若い

上司からいいますと、やはり使いにくい、意見が言えないということも考えられます。やっていき

ながらというところで、いろいろ改革もしながら、適正な人員配置等を行っていきたいというふう

に思っております。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  わかりました。時間があまりないんですけど、町長肝煎りの施策

を担う部署ということです。やはり、町長がこれをやりたいというようなところは手厚くして、も

っと施策に反映をしてもらいたいというのが思いです。例えば子育て支援とか、人口減少を抑制す

るとか、防災とか、この辺は本当に手厚くしてしかるべきだなというふうには思っております。で

すので、ちょっとこの辺も、やはりいろいろ考えられて、人員配置なり、研究をしていただいたら

というふうに思います。 

  それから、次が、日常的な超過勤務者がいる部署の事務分掌の見直しや増員はどうかというよう
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なことです。これは、以前私が決算審査特別委員会の中でもちょっと指摘をした事項でもあります。

どこの部署とは言いませんけど、超過勤務の金額がちょっと度を超えて高いというふうなところが

あります。その辺もいろいろ調査もされており、面談とかもされていらっしゃると思いますけど、

その方がどのくらい残業されているか、時間的なものってわかります。 

○議長（南  一成議員）  森総務課長。 

○総務課長（森   清君）  まず、超過勤務、先ほど教育長の答弁、学校の先生でございますが、

月４５時間というところでございます。平均的にその部署、偏ってはいますが、８０時間であった

り１００時間──１００時間なかったです。８０時間程度というところは今まであったというふう

には認識をしております。 

  最初の１点目の肝煎り施策についてちょっとお話させていただくと、町長の優先事項でもござい

ます。ただ法定事務とか、デジタル化とかもございますんで、そういうところも含めて人材育成を

図りながら、限られた職員の中で適正な人材を適正な職員配置を行っていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  超過勤務者については、本当にいろいろ心のケアというか、そう

いうことにもつながってくると思いますので、増員するなり、やはりそうしたことで解決をしてい

ただいたらというふうに思います。 

  ちょっと時間もないので、定員管理については、ちょっとまだ言い足らないところもたくさんあ

るんですけど、職員数については、定員数が１５０人ということで、まだ余裕もございます。もし

本当に手厚くするのであれば、まだ余力もございますので、本当に見直していただいて、必要な部

署には増員を図る、それから効率化でそのいろいろ省けるものは省いていく、職員数の適正化につ

いては、もっと研究をしていただきたいというふうに思います。 

  最後に、職員の働きやすい環境が、ひいては住民サービスの向上につながっていくというふうに

私は思っておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

  それでは、最後の質問です。 

  上関中間貯蔵施設について。 

  中国電力は、上関町で使用済核燃料の中間貯蔵施設の建設に向けた調査を進めていることについ

て、近隣市町である柳井市、周防大島町、平生町に、そして本町へは１１月３０日に説明を行われ

ました。 

  内容については、新聞等で報道されていますが、懸念や不安を持っている町民もいることから、
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どのような内容の説明があったのか、それを受け、町長はどう受け答えしたのかお尋ねいたします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、お答えをいたします。 

  まず、１１月３０日の中国電力からの説明でございますが、主な内容は、調査、検討に至る経緯、

つまり、上関町から新たな地域振興につながる施策を考えてほしいと要請を受け、検討した結果、

上関町の所有地内に使用済燃料中間貯蔵施設の設置について検討を進めていくことが、島根原子力

発電所の使用済核燃料対策の一環として、また、上関町の地域振興に向けた新たな施策の選択肢の

一つになると考え、上関町に設置を、具体的な検討を進めたいということで、立地可能性調査を行

ったという回答でございました。 

  そして、説明の中で、上関所有地への設置検討を進めることとしたこととして、地盤が強固なで

あることということ、そして、既に発電所の調査で確認済みであること、広い用地であること、ま

た、島根発電所構内よりも建設の自由度が高く、より効率的な施設の検討が可能であること、施設

設計や安全審査等のための調査データ等がある程度そろっていることを上げられました。 

  次に、中間貯蔵施設について、その位置づけや必要性、貯蔵方式や輸送の方法、安全面での管理

体制についての説明があり、最後に、電力各社のこうした取組と経済産業大臣の談話についての説

明がございました。 

  なお、調査場所については、所有地の東側、調査内容は文献調査、地表地質調査、ボーリング調

査等であり、調査期間は半年程度とのことでございました。 

  以上が中国電力が私に申された説明の内容でございます。 

  次に、私からは、今回の話は本当に唐突でしたし、また、貯蔵する使用済み核燃料について、他

の電力会社の名前も出して報道されるなど、もっと慎重に進めるべきではなかったか、また、その

手順を間違われていたのではないかということは、厳しく指摘はさせていただきました。 

  その上で、田布施町を初め、柳井広域にお住まいの多くの方々に不安や不信がある。このことを

十分踏まえて、事業者として説明していただきたいということは要請をいたしました。 

  あと、私からは、核燃料サイクルについて、再処理工場の稼働見通しと技術的な問題や、島根原

子力発電所構内への中間貯蔵施設の計画ができないか、といったこと等も踏まえて質問をし、意見

を交わさせていただきました。 

  以上が説明の内容でございます。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  ありがとうございました。町長、事業者としてしっかりと説明を
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していただきたいということでございました。説明を、それを受けてされるものと私は理解してお

るんですけど、それがいつ頃行われるのかとか、例えば田布施町であれば、もうそれは１回やって

終わりなのか、それとも何回かに分けてやるのか、場所とかそういう具体的なお話というのはあり

ましたか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  説明について、中国電力のお考えは示されませんでしたし、その後も聞い

ておりません。中国電力のほうでしっかり１市３町で要望したことは踏まえて説明されるものと考

えております。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  町民の方、やはり不安感とか不信感とか、本当にそういうものを

持ってこの問題、関心を持って見ておられます。なので、これは事業者の方が主体的に取り組んで

もらう問題だと思いますけど、そういう説明がある場合には、その開催の旨を広く周知していかな

ければいけないし、町民の関心のある町民の皆さんが聞けるように、本当複数回開催したりだとか、

そういう配慮が必要だと思います。そういうことを事業者のほうへ要望していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  当然、内山議員おっしゃるとおり、皆さん不安をお持ちになりますので、

まず、十分な説明をしていただいて、慎重に対応してほしいというふうに思います。要望のほうは、

また今後考えていきたいと思います。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  しっかり対応していただきたいというふうに思います。あと報道

では、この問題については、柳井圏域１市３町でしっかり連携して取り組んでいくというふうな報

道もございましたけど、その辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  １市３町で話し合って、方向性を持ってということでお話をいたしました。

足並みをそろえてというのは、いろんな考え方がございますが、現在では、説明をされることにつ

いては、バラバラでは困りますので、一つの考え方を持って一緒に説明してほしいということで、

足並みを持ってということで、具体的な対応については、各自治体、地域でまた異なるものもあり

ますので、取りあえず説明については十分説明してほしいということで、足並みをそろえてという

ことで申し上げました。 
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○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  最後になりますけど、何回も言いますけど、町民の方は本当に不

安ですし、不信感を持っておられるし、いろいろ危機感も持っている方たくさんいらっしゃいます。

なので、今後については、町長も、答弁で言っておられましたけど、丁寧で冷静に、本当慎重に対

応していただきたいと思いますが、もう一度その辺についてよろしくお願いします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  中国電力のほうへは、各区長さんが要望されておりますように、やっぱり

丁寧に慎重に時間をかけてでもいいから、説明だけはしてほしい。その上で住民がどう判断される

かというのは、また、別の話でございますので、説明はそうしてほしい。町のほうとしては、やっ

ぱり本当に慎重に対応してほしいということがございますので、多くの町民の方の気持ちに沿うよ

うにしっかり対応はしてまいります。 

○議長（南  一成議員）  内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  町長が慎重に丁寧に対応するということで、今後、本当にそのよ

うに、町民の方にしっかりと説明が行き届くよう願いまして、私の一般質問を終わらせていただき

ます。 

○議長（南  一成議員）  以上で、内山昌晃議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（南  一成議員）  ここで、暫時休憩したいと思います。 

  再開を１３時、午後１時より再開したいと思います。１時間１５分しかありませんが、よろしく

お願いします。 

午前１１時４４分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後 １時００分再開 

○議長（南  一成議員）  休憩を解き、引き続き一般質問を続けます。 

  次に、瀨石公夫議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  それでは、通告に基づきまして２件の質問を行います。質問方

式はいずれも一問一答方式でお願いします。 

  質問事項１は、令和６年度の国保税、介護保険料を引き下げてはです。答弁は町長でお願いしま

す。 

  質問要旨は、４年前、コロナウイルス感染拡大により様々な行動制限や収入減少で、長いトンネ
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ルの中にいるような気分でしたが、少し明るい兆しも見えてきました。 

  一方、ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルとハマス戦闘により先行き不安です。そして、

食料、石油をはじめ様々な物価が高騰し、特に電気代を見てびっくりします。給料や年金が増えな

い中、生活を切り詰めていかなくてはなりません。町民の生活を守るため、国保特別会計、介護保

険特別会計には多額の基金、貯金があるため、この基金の活用でまかない、国保税、介護保険料を

引き下げてはいかがですか。 

  そこで次のことについてお尋ねします。 

  １、国保１人当たりの医療費は、令和２年度４７万４,９７８円、３年度４６万９,１１４円、４

年度４７万１,９２０円とほぼ横ばいである。こうしたことから、基金１億７,８５８万８,０００円

を活用して、国保税を引き下げては。 

  ２、県下の国保の保険料水準の統一の時期や前提条件について、どこまで話が進んでいるのか。 

  ３、介護給付費の総額は、この３年間１３億円台で推移しており、介護給付費はほぼ横ばいであ

る。基金２億１,８７７万７,０００円を活用して介護保険料を引き下げては。 

  以上、質問いたします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、お答えいたします。 

  国保税と介護保険料に関する御質問でございます。 

  まず１点目は、基金を活用して国保税を下げてはという御質問でございます。 

  国保税につきましては、既に基金を計画的に活用し、税率の抑制を行っており、令和４年度には

税率を引き下げております。このため、本年度当初予算では５,４００万円の基金繰入れを計上して

おり、国保税を現状の据置きとするためには、令和６年度も４,０００万円から５,０００万円程度

の基金繰入れが必要と見込んでおります。 

  ２点目は、保険料水準の県統一の時期や前提条件についてでございます。 

  まだ確定ではありませんが、令和８年度から納付金の算定において、医療給付などによる傾斜配

分を段階的に削減していき、令和１２年度からの納付金ベースの統一を目指すことが、県の次期運

営方針に盛り込まれる予定と聞いております。その後、完全統一に向けて、各市町の減免や給付基

準、保険事業、基金の取扱いなどを議論していくこととされております。 

  ３点目は、介護保険料を下げてはという御質問でございます。 

  現在、令和６年度から８年度までの３か年の時期の計画策定に取り組んでおり、この期間で必要

となります給付見込額と保険料の算定を行っていますが、現計画期間中は、新型コロナの影響によ
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り異例な実績となっておりますため、時期の計画の見込みが大変難しい面もございます。 

  試算では、後期高齢者数の増加により給付費の増加が見込まれておりますが、町としては保険料

の上昇を最小限に抑えたいと考えており、基金を大幅に繰り入れることを前提とし、現在、計画の

策定にあたっております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  瀨石議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  答弁を見ますと、繰り入れはすると、それで保険税は下げると

も、下げんとも、介護のほうはちょっと下げるような意味合いもありますが、国民健康保険の場合、

被保険者負担は保険税で賄うというのは３０％なわけなんです。そうすると、基金が１億７,８５８

万８,０００円あるということは、医療費ベースでいえば、３.３倍の医療費が使えると、保険税を。

医療費が３.３倍使われても、３分の１の保険税で済むと。そういうことで、約６億円の医療費が支

払えるほどの今お金があるということで、１人当たり医療費も伸びていない現状を見ると、税の引

き下げを行えると私は思っているんですけど、その辺のお考えはどうでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  お答えいたします。 

  来年度以降の保険料につきましてなんですけれど、現在検討を進めておりまして、まだ正確なこ

とは申せませんが、できる限り負担がかからない方向で検討を進めておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  瀨石議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  一つ、よろしくお願いいたします、今、検討されているという

ことで。 

  そして次に、国民健康保険と同様ですが、介護保険料の被保険者の負担割合は第１号被保険者で

２３％なので、基金２億１,８７７万７,０００円あれば、約４倍以上の医療費が支払えるというこ

とで、介護サービス費、これサービス費ですね、９億５,０００万円程度支払えると思うので、約１

０億円近い介護サービス費が支払えるお金があり、今後３年間を見通しても十分資金的余裕はある

と思われるので、介護保険のほうは大幅な引き下げを行っていただきたいと、このように思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  お答えいたします。 

  現在、令和６年から８年までの介護保険の事業計画のほう、策定途中でございます。現状を見る
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に、まだ推計の途中なので正確なことは申し上げられませんが、現状においても認定者数は、令和

５年に入りまして増加の傾向を示しております。 

  また、今まで令和３年以降の状況を見ますと、コロナの影響を受けまして、多額の費用がかかる

施設サービスのほうが、利用が減ってきております。そして、その状況が、今度コロナ禍が収まっ

てから、また施設サービスのほうが増えてくるのではないかというふうな予測も思われるところで

す。 

  また、後期高齢者数も今後、増加の一途をたどります。特に８５歳以上の──後期の後期高齢者

と申しますか──という方々の人口も増えてまいるというふうに考えております。そういたします

と、介護給付費の増加要因となりますので、まだ確かなことは申せませんが、介護給付費は現状よ

りも上がると見込んでおります。そこに３年間で計画的に基金を投入いたしまして、できる限りの

上昇を避けたいというふうな形で、現在、推計を進めておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  よろしくお願いいたします。よく推計をされて…。 

  このたびの補正の予算書を見ると、歳入は２,９００万円の繰越しが出ております、２,９０１万

６,０００円の、歳出では多くの繰越しが出たので、１,４００万円を減額し、基金は元に戻して、

そして予備費は１,５０１万６,０００円増額しておると、３,０００万円は繰越しが出たということ

ですね。そして、今、１０月末現在、それから先月末現在の保険給付費は、それから医療費は前年

度対比マイナス５,８００万円、５,８００万円も減っていると。予算はもう十分余るわけですよね、

今年の予算は。 

  そして私が思うのが、令和５年度の国保会計では、約１億円近い繰越しが出るだろうと、このよ

うに考えているわけです、このたびの補正を見るとね。そういうことを考えると、とにかく引き下

げて、考える考えるじゃなしに、この数字だけを見ると、もう引き下げは必ずできると思うんです

けど、その辺、補正等の予算、今、出されている予算書、その辺を見て十分余裕があり、また本年

度も繰越しが１億円近いと私は見てるんですけど、今、主幹は知っておられるかどうか分からんの

ですが、前年度より５,８００万円ぐらい、医療費が。医療費は伸びる伸びると言っておられるけど、

国保については、それから半年で、毎月１,０００万円程度、医療費が減っているわけなんです。そ

の辺は御認識でしょうか。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  申し訳ございません。国保特会のほうについて詳細のほう、私

はまだきちんと把握ができておりません。 
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  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  瀨石議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  今日は課長がお休みなんで、これ以上申しませんが、それもち

ょっと勘案していただいて、その辺を精査していただくと、本年度の予算を精査していただくと、

かなり余裕が出てくると思います。 

  そして、医療費というのは他人が使うんで、なかなか分からんわけですし、それで物価も上がる、

そういうことで医療費は上がっていくという、どこの役所でもそういう言い方をするんですが、医

療の高度化、そして１人、大きな病気になったら、５００万円いる、６００万円いると、それはも

う県のほうで標準化されて、大体補助金も入るんで、その辺はダイレクトには答えんようになって

いると思うんです。 

  そして、最終的には、国保財政安定化基金貸付・交付事業というのがあって、これは区市町村の

国保会計に赤字が出ることになった場合、一般会計から、役場の金から財政補填をする必要のない

よう、国保法第８１条の２第１項に基づき、都道府県が義務的に設置を行うとされている。県はも

う義務的に行わんにゃいけんわけです、こういう基金を設けるということに。 

  そうするとそのお金が、現在、全国で２,０００億円規模を確保すると、国は言っております。貸

付は３年間で償還することを原則として、貸付は無利子であり、また交付事業もあると。災害、景

気変動等特別な事情が発生した場合は交付されることとなると。特別な事情があれば、ただでもら

えるちゅうことでしょう。お金が。そして、このように安全面がついているので、町民の生活を守

るために適正な国保税を賦課していただきたいとこのように思うわけです。 

  それどういうことかいうと、他人様が使って、私がいつ病気になるかも、自分は健康だと思って、

ならないと思っても、そりゃいつなるか分かりません。そこまで心配して、町民から税を取るちゅ

うのはいかがなもんかと。そういうことがあってはいけないから、国では、そういう交付事業を設

けていると。その辺もしっかりと考えて、税をはじいていただきたい。税というのは町民からの預

かり金ですから、余るほど取ることはないというのが私の考えです。いかがでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  お答えいたします。 

  おっしゃること、最もだとは思うんですけれども、災害等何かがあったときに貸付けを利用する

ということはやむを得ないことかなとは思いますが、通常期であれば貸付けが使われなくてもいい

ように、計画を立てて支出していくべきものと考えておりますので、ここの関係につきましては、

課内でよく精査させていただきまして、また次年度の介護保険税等に御報告させていただけたらと
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いうふうに思います。 

○議長（南  一成議員）  瀨石議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  分かりました。よろしくお願いいたします。 

  今のことと一緒なんですけど、介護保険にも財政安定化基金があり、介護保険法第１４７条によ

ると、区市町村が通常の努力を行っても、なお生じる保険料収納率の悪化、そして次に給付費の見

込みを上回る増大による介護保険財政の安定化を図ることを目的として、都道府県に介護保険財政

安定化基金を設置するものとしていると、国保と一緒ですね。そういうことで、田布施町介護保険

の基金も必要以上必要ではなく、町民の生活を守るために適正な保険料の賦課をしていただきたい

と思うということですが、介護も併せてということで、先ほど言われましたので、よく精査すると

いうことなので、一つ、よろしくお願いいたします。 

  そして、２番目の県下の国保の保険料水準の統一の時期や前提条件について、どこまで進んでい

るかということで、１２年に山口県としたら、統一のそういう計画が出せるということでしたが、

近隣県もインターネットなんかで見ると、保険料の統一が進んでいると思うわけです。高知県では

令和１２年に、今から６年先から統一の計画で進めてあるというようなことも見たんですが、この

近県、島根、広島、岡山等はどのように、もう統一がされちょるんか、それとも統一がこれからさ

れるんか、一つ、よろしくお願いします。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  お答えいたします。 

  中国地方の状況でございますが、広島県が市町村ごとの収納率を反映した統一というのを令和６

年度に行うというふうに計画をされておられます。完全統一につきましては、収納率が市町村間で

均一化したとみなされる段階というふうになっておりますので、完全統一の時期は、まだ未定とい

うふうになっております。 

  そして、岡山県のほうなんですが、統一の目標年度については、まだ確定していないという状況

でございまして、鳥取県につきましても、統一に向けたロードマップを、本年度末、令和６年３月

３１日までに策定するというふうな方針のようでございます。また、島根県につきましても、現在

の検討段階ということでありまして、収納率を反映した統一等々については、まだまだ未定という

状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  瀨石議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  山口県は１２年にですかね、その辺を目標ということで、それ
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までに基金が残っていると、県が統一の税率になったら、幾らお金があっても下げるちゅうことは

保険税できないと思うんです。それはそうなると、保険サービスとか、そういうのに使われるんで

はないかと思うんですけど、それまでには統一がいつかされるというんだから、あまり基金を残さ

ずに使用して、町民の方の負担を少しでも安くしていただきたいと思うわけです。 

  そして、本当に単年度収支が赤字になった場合は、やはりそれは説明すれば、町民の方は納得し

てくれると思うんです。医療費がこれだけ上がって、こうなるんだというのを説明すれば、どうし

ても上げなきゃいけないと。それは、余る余ると言うても、こういうとこで言いよるから、町民の

方は知っておられんから、しょうがなしに払ってるんで、やはりぎりぎりのところで計算をして、

税を賦課していただきたいと、このように思うのでよろしくお願いいたします。 

  それでは、次の質問に移ります。質問事項には、生成ＡＩ「ＣｈａｔＧＰＴ」などの活用につい

てお伺いします。答弁者は町長でお願いします。 

  質問要旨は、生成ＡＩ「ＣｈａｔＧＰＴ」の登場をきっかけに、文章や画像などを自動で作る生

成ＡＩを中心とした開発競争が世界で加速している。 

  この生成ＡＩは、行政の効率化や地域の課題解決など様々な可能性を持っている。特に、瞬時に

膨大なデータが得られることで課題を見つけ、拾い上げることなどができる利点がある。 

  しかし一方では、偽情報拡散や人権侵害といったリスクの軽減対策やルールづくりが必要になっ

てくると思われる。本町では、こうしたことを踏まえ、生成ＡＩの導入に向けた活用と課題を検討

されているか。 

  そこで次のことについてお尋ねします。 

  １、生成ＡＩの活用により、町外で起きている課題を見つけ、拾い上げることができるなど、広

い視野を持った行政サービスができると思うが、御見解は。 

  ２、生成ＡＩの導入の見通しは。また、運用ルールづくりはどのように考えておられるか。 

  ３、日本はＡＩの研究が進む他国と比べ、後れを取っているといわれている。多くの人がＡＩを

使用することで日本の研究開発が進むと思われるが、御見解は。 

  以上、質問いたします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それではお答えいたします。 

  生成ＡＩの活用についてですが、多くの地方自治体で試行錯誤しながら、ルールづくりや有効な

分野の検討への取組がされており、一部の自治体では実証から実装への展開が進んでおります。利

用される分野につきましては、御質問にございますように、企画立案に向けてのアイデア出しや業
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務の課題の洗い出し、文書の作成など多岐にわたっております。県内では、県をはじめ岩国市や山

陽小野田市などで活用に向け、ルールづくりや実際の活用を進められております。 

  一方で、かねてより、その生成ＡＩの回答の正確性や著作権等の侵害の恐れ、入力したデータが

他の利用者に利用される機密漏えいにつながる等のセキュリティ面での懸念が指摘されております。

国からも、９月及び１１月にＣｈａｔＧＰＴ等の生成ＡＩの業務利用についての情報提供があり、

生成ＡＩを利用する際には、要機密情報を取り扱ってはいけないことや、利用する際には承認が必

要であるなどのルールづくりが必須であるとされております。加えて、一定の機密性がある情報を

取り扱う際には、個別にシステム会社と契約して機密情報の取扱いを適切に行う必要があるとされ

ております。今後、これらの内容を踏まえた地方公共団体におけるセキュリティポリシーに関する

ガイドラインの改定が予定されております。 

  本町においては、当初、この１２月を目途にルールづくりを行う予定でございましたが、国の情

報提供や、山口県がこの１１月に策定された対話式文書生成ＡＩ利活用ガイドラインを踏まえ、ル

ールづくりを行いたいと考えており、年度内をめどにルールづくりを行いたいと考えております。

その上で、来年度の利活用開始に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。 

  それではまず１点目の御質問ですが、山口県内で先進的に検証に取り組んだ団体の検証を拝見い

たしますと、情報収集面では非常に低い評価となったことが報告されております。詳細はよく分か

りませんが、原因の一つと考えられますのは、生成ＡＩには幾つかのバージョンがあり、最新のバ

ージョンであれば新しい情報を保有していることがありますけども、有償となるわけでございます。

こうしたことから現在、多くで検証に用いられているのは、新しい情報を保有していない、無償の

古いバージョンを使用しているものでございます。しかし、町外で起きている課題を見つけようと

することであれば、直近の情報が必要ですので、今のところ生成ＡＩよりも、これまでどおりの報

道やインターネット等による情報収集のほうが有効なのではないかと思っております。 

  ２点目ですが、先ほどお答えしましたとおり重なりますので、割愛をさせていただきます。 

  ３点目でございますが、日本よりも研究が進む国が多くあることは事実であると認識しておりま

す。本町におきましても、ＡＩの活用を含め、デジタル化全般の波に乗り遅れることがないよう、

前へ、前へと進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  瀨石議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  今、最後のほうで、直近の情報が必要ですので、今のところ生

成ＡＩよりも、これまでどおり情報やインターネット等による情報収集のほうが有効なのではない
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かという文面ですね。 

  インターネットとちょっとこの生成ＡＩちゅうのは意味合いが違うと思うんですよね。生成ＡＩ

だったら、「田布施町はこんな自然豊かな町です。この町のキャッチフレーズを３つ考えてくださ

い。」と言ったら、そういう答えが出てくるわけですいね。田布施町といったら、桜とか、いろんな、

そういうように、こちらが問合せたことが出てくるという。 

  そして、私も自分のことをちょっと引いてみたら、田布施町議会議員瀨石公夫とやったら、田布

施で生まれ育って点々、まあ点はいりませんが、いろんなことが出てくる。この人は地域で非常に

活躍して、地域で必要とされてる人とかね、うれしい限りですが。私もインターネットに載ってる

限りじゃ、泥棒もしたこともない、悪いこともしたこともないんで、いいことが出てくると思うん

ですが、先ほどあったように、やっぱり役場で使うということになりゃ、使うときは承認とかそう

いうものはせんと、人のそういう個人情報がみんな分かるですからね、人権とか、それはちょっと、

どうかなと思います。まあその辺を今、考えられてるんだろうと思う。それで、さっきのインター

ネットと、この生成ＡＩちゅうのは全然意味合いが違うところですし、ちょっとその辺を御確認を

しておきたいと。 

○議長（南  一成議員）  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田  浩君）  生成ＡＩとインターネットの閲覧というのはおっしゃるとおり、

全く考え方はちょっと違うものであろうと思います。先ほど、町長答弁のほうにもありましたけれ

ども、ある団体の検証によると情報収集については、少し、検討委員の中では、ちょっと弱いので

はないかという意見があったということでございます。その原因として考えられるのは、その答弁

にあったとおりでございます。 

  それから、生成ＡＩの個人情報とかの危険性みたいなことをちょっと話されたと思うんですけれ

ども、ＣｈａｔＧＰＴとかは、そのまま使ってしまいますと、そうした個人情報とか田布施町役場

の情報とかですね、全部学習してしまいますので、これが全国に散らばってしまう恐れがあります

ので、そこで一つベンダをかましてですね、ＣｈａｔＧＰＴをそのまま使うんではなくて、中に取

り込んだ状態で外側から使っていくと、そういう仕組みがとられておりますので、一応参考までに

お伝えしておきたいと思います。 

○議長（南  一成議員）  瀨石議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  その辺りはよろしくお願いいたします。 

  問いかけると、確か無料のやつ、月３,０００円ぐらい払うと、今、ＣｈａｔＧＰＴプラスちゅう

んですかね、出てる、そりゃお金がいるんで使うたことがない。かなり正確らしいですよ、リアル
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タイムにインターネットの情報を拾うてきて。今のＧＰＴ３.５か、あれはちょっと変な拾い方する

場合がある。それは取捨選択してね、使うものがヒントをもらうちゅう形で使わんとしょうがない。

インターネットだってそうですよね、全部丸のみしてそのまま書いたって、これも、まあいろいろ

正確な情報じゃないこともあるし。そういうことで、その辺はよく研究してください。人権侵害に

ならないように、その辺りが。 

  自治体の業務は法律や規則の専門的な知識が必要とされると。ものを作ったりじゃないわけです

よ、文章を並べ替えるのが仕事みたいなことも多いわけですよね。住民サービス、それ以外に、そ

れは住民に対して、ちゃんとしたあれもありますが、そういうことになると、政策立案や文章作成

に多大な労力と時間がかかって、現在、おります。役所の人を見ると大変だと思います。 

  そうすると、生成ＡＩは、こうした業務の効率を高め、行政の働き方そのものを変える可能性が

あると思われるわけです。これをうまく使って業務を改革して、町民にも、住民にもいいサービス

をしていくと。さっき言いましたように、田布施のいいキャッチフレーズを３つ考えてとか言った

ら、３つ考えてくれるわけです。それを、問い方ですよね。漠然に問うと、機械じゃから、わけ分

からんことを返ってくるけど、目的を絞ってこう教えてくださいと言ったら、ちゃんとしたかなり

の返事がきます。そういうことで、皆さんの仕事も、これを使うと楽になってくると思うんです。

そうして効率も上がるというんで、企画課長、その辺はどのように。 

○議長（南  一成議員）  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田  浩君）  再度、瀨石議員おっしゃいましたけれども、いわゆる問い方とい

うお話がございました。やっぱりその辺の、上手に生成ＡＩを使っていく、正しい、求めているも

のがちゃんと返ってくるような、そういうふうな問い方ができるように、職員の研修というものは、

これから導入されてくると、当然やっていかないといけないと思います。 

  それから業務全般的に言いますと、議員おっしゃられましたけれども、やはり仕事というのは最

終的な結果というか、成果物をつくるわけですけれども、そこに至るまでには非常にこう、コツコ

ツと時間がかかるような、毎年同じ時期に、同じような時間がかかるようなことをしなければなら

ないと。そういう仕事のベースみたいなところがあるんですけれども、そうした部分を効率化して、

なるべく職員はその上で創作力を、創造力を使って、人間にしかできない、職員にしかできないこ

とに集中してやることができれば、仕事の質は非常に上がってくるんじゃないかというふうに期待

しております。 

○議長（南  一成議員）  瀨石議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  今、言われたことだろうと思うんですいね、テレビをちょっと
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見てるとインタビューに答えていた若者が、この生成ＡＩを業務で使用し出して、仕事が楽しくな

ったと、いろんな発想ができるからでしょうね。生成ＡＩでいろいろ問うてみると、それを丸ごと

使うんじゃないし、こういう考えもあるんじゃ、こういうのは、わしの仕事をここでこういう起案

をしようとか、全部丸々使うんじゃないし、そういうことで仕事が楽しくなったと。そして、中年

の方ですが、これから生成ＡＩが日本を引っ張っていくだろうと、そのように言っておられて、こ

れをなしには、前にも後ろにも進まんのじゃないかちゅうような言い方ですね。そういうことを言

っておられたちゅうのが、特にちょっと気になって。 

  若者が生成ＡＩを使用し出し、仕事が楽しくなったと言われたことは、なるほどだなと思いまし

た。私らでも、家で仕事をするのに、今、そういうインターネットがあるから楽しい仕事ができる

んで、人と調べるちゅうたら、県庁に電話したり、柳井市に電話したり、大島に電話したり、もう

やる気がせんくなりますよね、途中で。まあ、そういうことで、この生成ＡＩを頼れるパートナー

として、ぜひその辺をやっていただきたいと思うんです。その辺の将来に対する見通し、業務効率

が上がって、また職員のモチベーションも上がって、いい製品ができるちゅうようなことは思われ

ませんか、その辺り。 

○議長（南  一成議員）  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田  浩君）  今、少子高齢化、これからますます進んでいくということも想像

されますし、役場の仕事でいいますと、私が入った頃に比べますと非常に業務が増えてきて、高度

化もしてきていると。そういう中で楽しく仕事をするというよりも、割と疲弊する職員もいたりし

ます。 

  そうした中で、本当に仕事が楽しくなったって言えるということは、やはりそういう余計な仕事

をみんな機械にやらすことができて、自分に余裕ができれば、恐らくそういうふうになるんだろう

と思います。その方がどうして楽しくなったのかというのは、ちょっとよく分からないんですけれ

ども、私は今、そのようなことをちょっと考えております。 

○議長（南  一成議員）  瀨石議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  まあ、そういうことです。先ほど私も言いましたように、イン

ターネットがあるから質問もできるんで。もう途中で調べるんが嫌になるんですよね、「ああこの辺

で、もうやめとこう。」って。大島に聞いたり、柳井に聞いたり、光に聞きよったら。そういうこと

でよろしくお願いします。 

  だけど、生成ＡＩへの利用のルールづくり、こういうのが非常に大切だと思うわけです。そして

規制づくりが進まないことで、考え考え、どうしようどうしようと思って、規制づくりが進まない
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ことで導入が遅れないようにしてほしいと、このように思うわけです。そして今までも、ネットは

役場で利用して、我々も役場のときはいろいろ見よったわけですけど、その辺のルールといいまし

ょうか、規則といいましょうか、それに上乗せするぐらいじゃ、ちょっと難しいですかね、生成Ａ

Ｉ。 

  そして、インターネットでも、出立ちはどうじゃこうじゃ、これを見るな、あれを見るなちゅう

て言われよった規則があったと思う、今でもあるにはあると思うんですよ。それだけど、もうここ

まで来たら個人が取捨選択してやりよると思うんですよ。我々でも、ここで一般質問するとき、イ

ンターネットのまんま言うたら、それはおかしいのもありますからね、よその議会らで議会中継や

りよるそのまんま使えんですからね、これはどうかちゅうのもある。その辺の、役場の今の機器の

使われている状況というのを、ちょっと教えてもらえれば助かると思うんです。 

○議長（南  一成議員）  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田  浩君）  今、議員おっしゃられたとおりだと思います。実際に、全ての職

員が自分の目の前のパソコンからインターネットにつなげられるということではないんですけれど

も、私の前の端末であれば切り替えて使って、インターネットも閲覧することはできるようになっ

ております。 

  そこについて、どうやって私がその情報を使うかということについて、なかなか全庁的なルール

というのはないんですけれども、実際に今、瀨石議員がおっしゃられましたように、私もそれをま

るまる使うということは、もうそれは絶対にありませんで、それはあくまでも情報、一つの情報を

参考とさせていただいて、あくまでも、それを私の自分の中で整理をして、文書等を作成したりは

しております。コピーしてペーストするとか、そういうことはしてはおりません。 

  その辺のルールというのは、実際に今、みんな使っているわけですけれども、その辺が十分でな

い面があるかもしれませんし、今後、生成ＡＩを導入するに当たってのガイドラインとかをつくる

場合には、その辺りも整理していけたらいいかなというふうには思っております。 

○議長（南  一成議員）  瀨石議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  よく分かりました。 

  そして、あんまり規制づくりばっかりすると、本当に悪いことに使ったら、そのとき、いろいろ

な処罰を受けるちゅうのは当たり前のことですからね。それは自分がそれをいつも腹に入れて、こ

ういうことをやったら人権侵害になるとか、こういうことをやったら機密漏えいになるとか、そう

いうことになると、守秘義務違反ですかね、そういうのになるとか、そういうのは本人が自覚せん

にゃいけんことで、あんまり規制づくりに追われて導入が遅れたり、そうしないようにお願いいた
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します。 

  今からの、ここではみんな、今、使っておられると思いますが、ＧＰＴ３.５ですかね、無料のや

つ。その辺で会社もここで慣れてもらって、今度有料に行ってくれということでしょうけど、今か

らの新しい形ですけど、一つ、前向きに考えて、業務を推進していただきたいと思います。 

  以上で、質問は。 

○議長（南  一成議員）  以上で、瀨石公夫議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（南  一成議員）  次に、國本悦郎議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  質問いたします。今回の質問方式は一問一答でお願いします。 

  では、大きな質問１に入ります。 

  質問事項１は、誰もが生涯スポーツを楽しめる推進計画をです。答弁は、鳥枝教育長と東町長に

お願いします。 

  ３月議会や６月議会、９月議会のときの一般質問と同様に、健常者だけでなく、障がい者と弱者

を含む幼から老まで誰もが生涯スポーツを楽しめる推進計画を策定していただきたいと思って質問

します。 

  平成２６年度から１０年間推し進めてきた田布施町スポーツ推進計画が、途中の改定を経て、令

和５年度で最終年度を迎えます。その間には、スポーツセンターの指定管理を体育協会から外し、

町のほうで直轄して管理をしてきた経緯があります。令和６年度から始まる次期計画の策定に向け

た準備を怠りなく進めているとは思いますが、その策定前には、「生涯スポーツのまち田布施」の基

本理念の実現に向けて、令和５年度まで１０年間取り組んできたことを検証する必要があり、その

上に立って、新しく令和６年度から１０年間先を見通した田布施町スポーツ推進計画を策定する必

要があるように思います。 

  そこで質問です。一つ、１０年間取り組んできた基本方針について、１、生涯スポーツの推進、

２、人材の育成、３、交流人口の拡大と地域の活性化の３点に分け、どの程度の達成で、何ができ

て何ができなかったかという、成果と課題は何なのかをまず答弁願います。 

  ２番目、令和５年度が最終年度となります。遅滞なく次期計画を進めていくには、令和６年度の

策定は責務となっていますから、それを回避することはできません。そこで気になるのは、令和５

年度当初からのスポーツ推進計画と策定に向けての取組は、どうなっているかということです。こ

れまでの策定に向けた進捗状況と、今後のスポーツ推進計画策定に向けた取組スケジュールをお聞

かせください。 
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  ３つ目、スポーツセンターを町が直轄して管理するようになってから、社会教育課長とスポーツ

センター所長が１年や半年で目まぐるしく変わってきています。こういった職員体制では、腰を据

えて生涯スポーツの推進に取り組むということはできないと思います。計画を策定し計画を推進す

ることができる職員の体制は、万全と言えるのでしょうか。 

  ４つ目、当初は、教員の働き方改革の一環として、部活の地域への移行を進める論調が多かった

のですが、最近はそれだけでなく、指導の一貫性等からも、幼から老までが参加できる生涯スポー

ツの中に、きちんと位置づける論調が多くなってきています。部活から地域のスポーツ組織への移

行は、生涯スポーツの立場でお願いします。 

  ５つ目、田布施町の３大スポーツイベントである田布施川桜まつりロードレース大会を、１０月

１日付の人事異動があったすぐ後、１０月４日付のホームページで、中止という形の知らせを田布

施川桜まつりロードレース大会実行委員会名で出しています。縮小ではなく、中止にした主な理由

は何でしょうか。 

  ６つ目、２０２１年に開催された東京パラリンピックを機に、テニスの国枝選手や女子マラソン

の道下選手と、日本の障がい者選手の活躍により、パラスポーツが脚光を浴びました。そういった

競技種目だけでなく、ボッチャ等といった障がい者が楽しむスポーツも大きく取り上げられるよう

になり、スポーツを通じて障がいのある人の自立や社会参加が促されるようになりました。多くの

障がい者が気軽に参加できるパラスポーツの振興をお願いします。 

  以上です。 

○議長（南  一成議員）  鳥枝教育長。 

○教育長（鳥枝 浩二君）  まず、私から、田布施町スポーツ推進計画に関する１点目から５点目ま

での質問にお答えをいたします。 

  本町においては、スポーツ基本法及び国のスポーツ基本計画並びに県のスポーツ推進計画、これ

を踏まえて、平成２６年にスポーツ推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、田布施

町スポーツ推進計画、これを策定して取組を進めてまいりました。 

  １点目の田布施町スポーツ推進計画に示しております３つの基本方針について、これまでに取り

組んできた達成状況及び成果と課題等につきましてお答えをいたします。 

  １つ目の方針であります生涯スポーツの推進、これにつきましては、その達成状況を一概に推し

はかることはできませんが、この間、新型コロナウイルスの影響はあったものの、各種スポーツ団

体のスポーツ活動への参加は活発であったというふうに受け止めております。 

  成果といたしましては、健康づくり・体力づくりの充実を目指したウォーキングや、ちょうどえ
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え体操の活動の定着が挙げられます。一方、課題といたしまして、各種スポーツイベント等を通じ

て、町民がスポーツへの関心を深め、自主的にスポーツに親しむことができたかどうか、これを把

握する必要があると考えております。 

  こうしたことから、今回、スポーツに関する町民アンケート調査を実施し、これまでの課題等を

検証するとともに、今後の改善につなげてまいりたいと考えております。 

  ２つ目の方針であります人材の育成におきましては、将来を担う人材の育成とスポーツを支える

人材の育成という両面があり、その成果につきましては、学校現場において、子どもの体力や運動

習慣等の状況を十分把握した上で課題を明らかにし、子どもたちが目的意識を持って運動に取り組

めるよう体育活動の充実が図られてきたところであります。 

  また、指導者養成に関しましては、適切な資質能力を身につけた指導者を育成するために、主に

スポーツ少年団に携わる指導者を対象に、資格取得に向けた支援を始めてまいりました。 

  課題につきましては、近年、運動機会の減少が顕著であり、子どもの体力が低下していることや、

意欲的に指導者として資格取得を目指す方が少ないといった点などが挙げられます。 

  ３つ目の方針であります交流人口の拡大と地域活性化に関しましてお答えいたします。 

  スポーツの推進によるまちづくりとして、観光協会を含めた関係者からなる実行委員会方式によ

り実施してまいりました田布施川桜まつりロードレース大会につきましては、これまで、毎年、県

内外から１,０００人に上る出場者の参加を得ており、その成果といたしまして、スポーツと観光が

連携した特色あるイベントとして長年継続して開催してまいりました。 

  しかしながら、御承知のとおり、新型コロナウイルスの発生等により、継続した取組が途絶えて

しまう結果となりました。 

  こうした状況を踏まえながら、現在、基本理念である「生涯スポーツのまち田布施」の具現化に

向け、これまでの進捗状況や運動・スポーツ活動の課題等を十分に把握し、整理して、第二期田布

施町スポーツ推進計画策定に向けて準備を進めているところであります。 

  ２点目の次期計画の策定に向けた進捗状況につきましては、先ほども触れましたように、今年度、

スポーツに関する町民アンケート調査を実施・集約し、その結果を踏まえ、必要に応じて関係団体・

機関等への聞き取りも行いながら、骨子案を作成する予定としております。 

  また、計画の策定及び見直しに関する必要な事項を検討するための協議会を設置する計画にして

おり、来年２月頃に公募委員を募集するとともに、他の委員につきましても、３月頃には推薦を依

頼する予定にしております。そして、４月から１回目の協議会を開催し、令和６年度早期の策定に

向けて鋭意取り組んでまいります。 
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  ３点目の計画の策定に向けた職員の体制につきましては、現在の職員体制の下で、今後設置する

協議会での意見を十分に踏まえて計画を策定するとともに、その推進につきましては、スポーツ関

係団体をはじめ、スポーツイベントなどに協力していただいている地域ボランティアスタッフや町

職員と連携・協働して施策を展開してまいりたいと考えております。 

  ４点目の部活動の地域移行と生涯スポーツに関しましては、今年度中を目途に、本町における新

たな地域クラブ活動の在り方等に関する基本方針を取りまとめ、生涯スポーツの振興の観点からも、

地域の各種スポーツ団体の理解と協力を得ながら、生徒の活動の場としてふさわしい地域クラブ活

動への移行を目指してまいりたいと考えております。 

  ５点目の田布施川桜まつりロードレース大会を中止した理由等に関しましては、本格的に再開さ

れるようになりました桜まつりとの同時開催を想定した場合、これまで大きな課題とされてきた駐

車場の確保、警察や地元住民からの通行規制に関する改善要望に適切に対応することが難しく、実

行委員会の組織である体育協会、陸上競技連盟、観光協会の代表者を交えて協議を重ねてまいりま

したが、現状では規模を縮小しても開催は困難との結論に至ったところであります。こうした現況

も鑑み、教育委員会としましては、参加者や関係者、運営上の安全を確保する観点から、残念なが

ら中止の判断をしたところであります。 

  また、実質的な実務を担っていただいていた観光協会においても、運営のノウハウが十分に引き

継がれておらず、今後、コース設定や参加定員、事務執行、委託内容等について、抜本的な見直し

や改善を行い、令和７年度からの開催を目指して検討していくということにしております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、最後の６点目のパラスポーツの振興についてお答えいたします。 

  本町のパラスポーツの代表的なものといたしましては、田布施町心身障害者協議会が開催してお

られます田布施町心身障害者ふれあい球技大会が挙げられます。これは、ＴＡＩＫＯスポーツセン

ター田布施において、ボッチャや風船バレー、グラウンドゴルフなど、障がいをお持ちの方でも気

軽に参加できる種目を、ボランティアや関係機関の御協力を頂いて実施しているものでございます。 

  この事業には、町の職員も行事運営の支援を行っております。このほか、県及び山口県障害者ス

ポーツ協会が主催されます山口県障害者スポーツ大会への参加選手の取りまとめや、本町選手の参

加支援などにも当たっており、障がいをお持ちの方の社会参加促進の面からも、様々なお手伝いを

させていただいているところでございます。 

  以上でございます。 
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○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  再質問させていただきます。 

  今の教育長の答弁には、１０年を経過して健康面でスポーツの効用、それから、障がい者スポー

ツの現状とこれからの課題を聞きたいと思います。ありませんので聞きたいと思います。 

  前回のスポーツ推進計画策定時に、スポーツを行うことでどのような効果があると思いますかと

のアンケートでは、６０％が健康面で効果があると回答しています。推進計画の策定から１０年を

経て、健康寿命の延伸を数値で比較すると、効果ありの結果は出ていますでしょうか。 

  すみません。健康保険課のほうにお聞きします。今お聞きしたんです。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  健康寿命のこと。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  ええ、健康面のスポーツの効用についてです。 

  アンケートを取りましたら、スポーツを行うことでどのような効果があると思いますかのアンケ

ートで、６０％が健康面で効果があるというように回答しているわけです。じゃけ、この１０年間

で健康寿命の延伸をどれだけやったかっていうのが分かりますか。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  まず、健康寿命の比較についてなんですけれども、平成２２年

の健康寿命、田布施町でいきますと、男性７７.３５歳、女性で８３.７１歳でございます。令和２

年度になりますけれども、男性７９.９８歳、女性８４.２６歳ということで、男性がプラスの２.

６３、女性がプラス０.５５というふうな上昇を示しております。 

 以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  じゃあ、同じく障がい者のある人と健常者のスポーツを推進する

にはどのようなことが必要だと思いますか、というアンケートを取りましたら、障がい者と健常者

が一緒に活動するには、バリアフリーの施設の整備と一緒に参加できるスポーツ活動が必要との回

答が多くありました。推進計画の策定から１０年を経て、そういった障がい者と健常者が一緒に活

動する面での現状はどうなっていますか。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  まず、ちょっと施設のバリアフリー化ということにつきましては、

一般質問の中でも出てきているとは思いますが、私どものＴＡＩＫＯスポーツセンターの中でも

徐々にそういったバリアフリー化というものも図れているところもあるかとも思いますし、まだ課
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題が残っているものもあろうかとは思います。ですが、それ専用のスポーツ施設を造るというより

かは、やはり、今の施設をそういった面に改善していくというところが現実的なところではなかろ

うかと考えております。 

  それと、障がいをお持ちの方と一般の方の交流、そういった面でいえば、今、町長の答弁にもご

ざいました、心身障害者協議会のほうでしておられますスポーツイベントなんですけれども、その

中にも当然、ボランティアや職員のほうも入って、一緒にスポーツをして交流をしているという面

もございます。 

  ただ、これはやはり心身障害者協議会の規約の中にある、何をするかという、これは次の事業を

行うということで、その中に親睦を深めるための研究会であったり、レクレーションであったり、

スポーツ等を行うという、その枠の中での取組でございます。言ってみれば、広く外部に対して呼

びかけをして参加をしていただいているというのとは異なって、内部での親睦行事という側面もあ

ろうかと思います。 

  ただ、やはりこういった障がいをお持ちの方の社会参加、そういう点では、こういった行事は有

効的なものではあろうかと思います。障がいをお持ちの方と一般の方、それ以外の方との交流とい

うことになれば、やはりいろいろなスポーツイベントの中で、そういったところに着目した種目で

あるとか、そういったコーナーであるとか、そういったものも含めて、検討していく必要があるの

ではないかなと考えております。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  先ほど教育長が、これまで達成したこと、課題、成果、そういっ

たのを述べられましたが、私は、ちょっとあんまり成果がなかったように感じております。そうな

った一番の問題は、スポーツの指導者やボランティアなど、生涯スポーツを担い得る人材育成がし

っかりしていなかったことに尽きるのではないかとも思っています。 

  特に、体育協会を指定管理から外し、町がスポーツセンターを管理するようになって以来、先ほ

ども述べましたように、社会教育課長やスポーツセンターの所長が１年や半年でころころ猫の目の

ように変わるような人事異動では、腰を据えてスポーツ推進計画の中核となっている生涯スポーツ

への取組はできっこありません。人事異動では教育委員会と町長部局との交流がありますので、異

動命令を発する町長の責任が大であるように思っております。 

  第６次総合計画を見ますと、町では全ての住民が様々な形でのスポーツに関わり、健康で生きが

いを感じることができる「生涯スポーツのまち田布施」の実現を目指していますと記してあります。

町長は、そういったことを念頭に置きながら、この間のそういった猫の目のように変わる人員配置
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をしてきたのでしょうか。町長に答弁をお願いします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  御指摘は、言われるとおり、不幸にも短期間で変わるということは、続い

てまいっているのも事実でございます。しかし、１４０人の職員を効率的に計画的に配置するとい

うのは、やはり全ての福祉から、健康から、教育から、御質問にありますような生涯スポーツ、い

ろんなものが全てございます。ゴミから、消防から、防災から全てありますので、その辺、限られ

た職員の中でやっておりますので、やはり体調面で問題が出たり、急に事情があってということも、

職員としてはしょうがないものでございますので、何とか継続性のあるような行政運営ができるよ

うに努力はいたしておりますが、配置につきましては、できる限り長く腰を据えてやっていけるよ

うに職員を配置するというのも、町長の責任であると思いますので、また今後、十分気をつけたい

というふうに思います。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  先ほど教育長の答弁にありましたが、次のスポーツ推進計画が非

常に遅れております。前回の推進計画の策定スケジュールと比べると、そういったように非常に遅

れているが、その大きな要因は、担当した部下がそういった業務を怠ったからではなく、遅れざる

を得ないような人事配置をし、人材育成を行ってきた町長の責任であると思います。今、答弁あり

ましたが、その辺をよく心に留めて、これからお願いしたいと思います。 

 令和５年度が最終年度となりますから、遅滞なく次期計画を進めていくには、令和６年度からの

スポーツ推進計画の策定を社会教育課は責務と感じて、今年度以前から取り組んでいるのでしょう

か。内閣府がスポーツ推進計画の策定は努力義務だと言っているから、少々遅れてもいいんだとい

うような認識では困ります。前回は、１年かけてすばらしい計画を立ててきた実績があります。 

  ４月に所長に就任した職員は休職し、１０月に就任した職員を所長に据えています。他の職員も

今年度インストラクター資格を取得したばかりで、会計年度職員から正の職員になったばかりだと

聞いています。前任者の所長が休職して復帰しているとはいえ、新たなスポーツ推進計画を策定す

る業務をこなし、生涯スポーツの推進を主導するには、任が重すぎるように感じます。 

  町長と教育長双方にお聞きしますが、基本理念に「生涯スポーツのまち田布施」と掲げているの

に、残酷とも思えるむごい人員配置とは思いませんか。どうでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  鳥枝教育長。 

○教育長（鳥枝 浩二君）  今お尋ねのありましたのは、推進計画を策定に向けての進捗状況が遅い

ということと、それに携わるスタッフ、これが不十分ではないかといった御質問だったと思います。 
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  スケジュールにつきましては、前回策定したのが、２６年の３月に策定しています。それから５

年後にこれを見直しまして、令和元年の６月に改定をしてお示しをしました。 

  今、國本議員さん御指摘のように、国等の努力義務、策定のですね、これはありますが、私ども

は義務として、できるだけ早くいい計画を策定をしたいと考えております。これ前回もそうでした

けれども、やっぱり広く、策定に当たっては、その原案につきまして、学識経験者のみならず学校

関係者、それからスポーツ団体関係者、それから前回も委員になってもらっていますけれども、障

がいのある関係の関係者等が入っていただきながら、協議会を中心として検討を進めてまいりたい

と思っています。その進め方につきましては、現行の適材適所に配置されています町の職員と一緒

になって、それを力強く進めてまいり、あまり遅くならない時期に原案を策定して了承をもらいな

がら、実施をしてまいりたいと、こういうふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  前回のときには公募員はおりませんでしたが、今回は先ほどの答

弁では入れるということですね。何名入れます。 

○議長（南  一成議員）  長谷社会教育課長。 

○社会教育課長（長谷 満晴君）  お答えします。 

  前回の平成２６年での協議会の委員の公募員はおりませんでしたが、改定時には公募員１名を募

集をかけておりましたので、今回も１名と考えております。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  前回のスポーツ推進計画を検証すると課題が山積し、これから部

活の地域への移行や障がい者スポーツの振興、生涯スポーツの推進にこれまでは、「いつでも、どこ

でも、いつまでも」というようにしておりますが、宇土市、熊本県の宇土市のように「だれでも」

と「だれとでも」を加えて、「だれでも、いつでも、どこでも、だれとでも、いつまでも」というよ

うに、町民総スポーツ参加を目指し、１０年先を見通した推進計画を策定しようと思ったら大変な

ことです。他の市町、例えば、今紹介しましたように宇土市、昨年私たち総務文教委員会が研修に

行きました南関町のスポーツ推進計画や、既に運営している総合型スポーツクラブを参考にしたら

どうかと思います。そのためには、今年度は、以前インストラクターの資格を取得しているスポー

ツセンターの職員を総務課の業務支援に出向させ、兼務にしています。この際、兼務を解き、スポ

ーツセンターの専任にさせませんか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 
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○町長（東  浩二君） 兼務については、ちょっと事情の関係でございましたけども、本来専任にや

らせたいと思いますが、全体の調整もございますので、何とか少し遅れておりますので、その辺の

支援ができて、スポーツの計画が予定どおりできるように、全体として支えていきたいというふう

に思います。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  次に、ロードレースのことについてお聞きします。 

  ロードレースが中止になったのは実行委員会名で出していますが、議事録も作成していない公式

の会議ではない場で、中止以外の意見は出なかったと関係者から聞いています。 

  しかし、そうはいっても中止するかどうかは、最終的には教育長、町長の判断になるかと思いま

す。町内外のマラソン好きな人たちが待ち望んでいた、伝統ある田布施川桜ロードレース大会を、

これまでに蓄積されてきた大会運営のノウハウがありながら、どういう判断で中止したか、その根

拠を示してください。 

○議長（南  一成議員）  長谷社会教育課長。 

○社会教育課長（長谷 満晴君）  お答えします。 

  コロナ禍での中止の判断は、全町総体的な判断だと認識しておりますが、今回の中止の決定につ

きましては、ノウハウの継承、また交通事情、また駐車場の問題、先ほど教育長の答弁がございま

したが、そういった課題が解決できていないという部分もありまして、運営全体の再構築を図って

いこうということで見送りの判断をさせていただきました。 

  また、コロナのときもロードレースをどうしていくかというような協議は、もう逐一、体育協会、

観光協会と協議を重ねてまいりましたが、違ったイベントにしてはどうかとか、光市のような交通

の安全が担保された周回コースのリレーだとかございましたが、やはり、桜が咲く時期に公道を走

るということが、今回ロードレースの売りということで、そういった意見が大半だったので、従来

の形を継続していこうということになりましたが、ただ、幾ら実行委員会形式といえども、安全性

は必ず担保しなければいけないということが大前提だというふうに考えておりましたので、今回そ

ういった判断をさせていただきました。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  下関海峡マラソンは、平成２０年に１回コロナで中止しておりま

すが、後は縮小したりして開催しております。上関町の、大会運営のノウハウのない有志が行った

ロードレースをマラソン名にしてもどうかなというふうに思います。光市の大和総合運動公園で行
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っている、マラソンの日本記録に挑戦するリレーマラソンというように、コースもスポーツセンタ

ーを周回するコースに変更したらできるんじゃないかと思うんです。これからそういった面も検討

しながら、田布施町のそういったロードレースをどういう名前にしていくかっていうのは考えても

らえませんか。 

○議長（南  一成議員）  長谷社会教育課長。 

○社会教育課長（長谷 満晴君）  一旦は、ロードレース、今までの従来の形で、何とかやっていこ

うという形で、今後、競技のほうを進めていこうと思いまして、違った形っていう案も先ほど申し

ましたとおりございましたが、これまで令和３年度ですか、下関さんが実施しておりますが、その

当時は、まだコロナの全容が分からない、また周期も定期的に来ている中で、参加者の安全、安心

を最優先したという形で、取りあえずやってみようというような判断にはいたらなかった。 

  また、よその市町とも、大会の運営の規模だったり、交通事情も異なりますので、単純によそが

やっているから田布施もできるっていうわけではございません。 

  また、今、先ほども申しましたとおり、桜まつりのロードレース、これを何とか実行していきた

いというのが関係者の中で固まっておりますので、それで進めさせていただきたいというふうに考

えております。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  今言いましたように、スポーツセンターの周りを回るとか、そう

いったんでも開催はできます。スポーツセンターの周りとかグラウンドを大きく回るコースの測定

はしておりますか。どんなです。 

○議長（南  一成議員）  長谷社会教育課長。 

○社会教育課長（長谷 満晴君）  ロードレースではございませんが、駅伝もこれまで中止期間があ

った際には、センターの周回コースということで、素案はつくったことはございます。 

  代替案につきましては、今のところは考えておりません。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  これからはウォーキングとかジョギングする人が、一応そういっ

た目安になるように周回コース、ウェルネスパークのほうは、ここをスタートして何百メートルと

いうような表示があります。それをお願いしたいと思います。 

  では、一応それをお願いして、次の質問に入ります。 

  質問は、関係人口を創出し地域振興をで、答弁は東町長にお願いします。 

  田布施町では、通過型観光が多く、滞在型観光に移行する必要がありますが、宿泊施設が馬島以
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外にない段階にある今、移行へのハードルは高いと言えます。田布施町の周辺地区では少子高齢化

が進み、その地区内の里山整備が進まず、不耕作地や耕作放棄地も増える一方です。総務省では、

それを解決するために、町外から人材を受け入れ、交流人口より地区住民との関係を密に取るとい

った関係人口増による地域振興を奨励し、補助金も出しています。 

  そこで質問です。 

  関係人口という概念はあまり認知されていませんので、関係人口を創出するということを意識し

ないで、町外の人の力を得て地域振興をしている地区が町内にもあるのではないかと思っています。

そういった地区があれば、町で把握している範囲で披露できませんか。 

  ２番目、町外在住の職員は、今、全職員のうち４３％と聞いています。月に一度ぐらいはデスク

ワークを離れ、デスクワークでは見えない、いろんな周辺地区の現状や住民意識を把握するのもい

いとは思いませんか。そこで、関係人口を創出するためには、まず、町外在住の職員が周辺地区住

民との接点を持って状況を把握し、祭りなどの行事、町内一斉清掃、里山再生等に参加し、地域振

興のための突破口にしたらどうですかと思っています。 

  ３番目、周辺地区に在住する農業経験者の存命中に、野菜づくりのノウハウがある段階で、街中

や町外から参加する週末農業の体験場として、不耕作地や耕作放棄地を有効活用しませんか。 

  ４番目、ふるさと納税者を対象に、返礼品送付のときに田布施町の行事や祭りの予定表を送付し、

行事や祭りを通じた関係人口創出の取組をしませんか。 

  今募集している地域おこし協力隊員（観光振興）には、ただ単に、一過性の田布施町に来てもら

うという交流人口を増やすというだけでなく、リピーターとして何回も来ていただくという関係人

口創出という面から取り組んでもらえませんか。 

  ６番目です。総務省では、一過性ではなく継続性のある地区住民との関係を密に取るといった関

係人口増による地域振興を奨励し、補助金を出しています。そういった関係人口を創出し、地域振

興に取り組んでいる自治体や事業所が、かかわりラボに登録しています。まずは、かかわりラボへ

の自治体加入により成果を上げている他の市町との情報交換をしていきませんか。 

  以上です。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、お答えをいたします。 

  １点目の、町内で関係人口を創出し地域振興をしている地区は、についてでございますが、様々

な交流を行われ、地域振興に寄与していただいているものはいろいろとあると思いますが、地区と

して取り組まれている例を挙げれば、馬島があります。 
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  御存じのように、元地域おこし協力隊員が、のんびらんど・うましまを活用した子どもキャンプ

を２０１５年から春、秋に実施しており、その際、山口大学の学生のグループの協力を得ながらイ

ベントを行っております。また、今年度、コロナの後に、久しぶりに宿泊を伴うキャンプが１１月

の４日と５日に開催され、多くの学生に協力をしていただいたと聞いております。また、１１月１

９日には、同じくのんびらんど・うましまにおいてキッズチャレンジショップが開催され、広島工

業大学の学生の協力もありました。馬島では、平成８年から数年間、のんびらんど・うましまフェ

スタ（夢・美味海ｉｎうましま）が開催されましたが、それ以来の大きなイベントで、多くの来場

者があったというふうに聞いております。また、広島工業大学とは２０１４年頃から交流があった

ようですが、イベントとしては今回が初めての参加で、１、２年生の女子学生１６名の協力があっ

たと聞いております。今後も継続していただけるよう支援をしてまいりたいというふうに思います。 

  ２点目の、周辺地区住民との接点を持って状況把握し、地域振興のために町外在住の職員を関係

人口の突破口に、ということでございますが、町では職員を４つのグループに分けて各地域のボラ

ンティア活動に参加させており、町外在住職員も全員このグループに入って活動を致しております。

今年も地域イベントや清掃活動など、ほぼ全ての職員が各地域のボランティアやスタッフとして参

加しており、地域の方々から職員の働きぶりに対しまして、感謝とお礼の言葉も多く頂いておりま

す。私といたしましても、休みの日に積極的に参加してくれる職員に対して感謝をいたしておりま

す。今後も引き続き、町外在住の職員とは限定せずに、職員が様々なボランティアを通じ、地域社

会に貢献してくれることを期待しております。 

  ３点目の農業経験者の多い周辺地区の不耕作地に週末農業の体験場を、ということでございます

が、近年、中山間地域をはじめとする農村では、少子高齢化、人口減少が都市部に先駆けて進行し

ている一方で、若い世代を中心とした田園回帰による人の流れが全国的に広がり、農村の持つ価値

や魅力が再評価されております。一方で、優れた知識や技術を持たれた農業者の高齢化、後継者不

足の問題も危惧されているところでございます。 

  御質問の、不耕作地に週末農業の体験場をについては、都市部で農業に関心がある方が実際に土

に触れる機会を創出するために有効な手段の一つであると認識いたしております。 

  また、近隣市町での体験農場、いわゆる市民農園の整備状況を確認いたしますと、平生町では町

営で農園を開設されておられましたが、指導者不足や日常管理の問題、利用者の減少により、現在

は休園となっております。柳井市においては、ＪＡ山口県主体の市民農園が開設されておりますが、

適切な管理や利用者の確保に苦慮されていると聞いております。 

  盛んな例としては、光市に古くから３つの市民農園が開設されており、長らく同じ人が利用し続
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けていることもありますけども、そのほとんどの区画が利用されていると聞いております。いずれ

も農園には水道や駐車場、トイレ、農機具倉庫等を整備し、立地条件も比較的利便性のよい箇所に

設置されております。 

  本町においての整備の検討に当たりましては、近隣市町の状況を把握し、まずはニーズの把握に

努め、町内農業者等から構成する直売所、田布施町地域交流館の運営組織と連携し、町内に１か所、

農業体験が可能なスペースの整備の検討を行ってまいります。 

  その他、県立農業大学の社会人研修、ＪＡ南すおう統括本部が開催する営農塾、田布施イチジク

栽培大学等、既存の農業技術を学ぶ研修制度の周知に努め、農業に関心のある方の確保、育成に尽

力してまいりたいと考えます。 

  ４点目のふるさと納税を対象者に行事や祭りを通じた関係人口の取組をについてでございますが、

ふるさと寄附金をしていただく方と関係人口の整理ですが、総務省の関係人口創出の取組の中で、

地域との関わり合いを持つ者として、その地域にルーツがある者などと並んで、ふるさと納税の寄

附者が位置づけられております。 

  総務省においては、移住した定住人口、観光に来た交流人口でもない、地域や地域の人々と多様

に関わる者である関係人口とされており、地域との関わりを持つきっかけの１つとして、ふるさと

納税があるとされております。 

 他の自治体においては、ふるさと納税をきっかけに、その地域に関心を持ってもらうための取組

を多くの自治体が実施しております。 

  本町においては、現在、ふるさと納税の受領証明などを送付する際に、より本町に興味を持って

もらうように、観光パンフレットを同封いたしております。一方で、これだけではきっかけづくり

としては十分ではありませんので、継続的な関係づくりとして、来ていただくことを目的に、ふる

さと納税の返礼品の１つとして、のんびらんど・うましまなどを活用した体験型コースの検討も既

に担当部署に指示をいたしております。加えて、議員の御提案にもありますようなイベントのお知

らせなども、どのような形で対応できるか検討してまいりたいというふうに思います。 

  ５点目の地域おこし協力隊（観光振興）についてでございますが、関係人口創出の取組をという

ことでございますが、今年７月下旬から観光振興を主体とした地域おこし協力隊員の募集をいたし

ております。現在のところ、１名の方が応募していただきましたが、残念にも、書類選考で不採択

とさせていただきました。引き続き継続して募集を行ってまいります。御提案の件につきましては、

前向きに検討してまいりたいというふうに思います。 

  ６点目の、関係人口を創出しているかかわりラボへの自治体加入により、他市町との情報交換を、
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についてでございますが、県内において６市町の自治体が会員登録をされているように聞いており

ます。近隣の自治体も会員となっておられますので、まずは情報を収集し、検討してまいりたいと

いうふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  ちょっと時間があまりないようなんですから、いろいろと質問し

たいことがあるんですが、関係人口を創出するキーワードは体験活動です。いつも地域で誰かが手

を挙げるのを待つのではなく、特に地域振興係の職員は、これはと思う地域へ入り、その地域で体

験活動を行えそうなアクティブな人を探り出し、関係人口の創出で起案してみませんか。 

  このたび、麻里府地域夢プランを作成していますが、まだ言い足らないことが多いし、役員や検

討会のメンバーが変わったにも関わらず、１年間も検討委員会は持たれていません。担当者は、検

討委員会には入っていない自治会の人の意見を収集するように努めていますか、どうなんです。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  それではお答えさせていただきます。 

  現在、麻里府地域夢プラン作成に向けて動いております。少し進捗が遅れておるというのは、今

言われたようなことも様々な要因だというふうには思っておりますが、検討会のメンバーにつきま

しては、当初集められたメンバーと、それにプラスアルファは今、自治会にもお話をしております

し、連合会長にも入って、いろいろな様々な意見は聞いて、今回の夢プランに向けて、策定に向け

て進んでおる状況でございます。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  職員は地域に入ってもらいたいということです。以前、町の職員

が麻里府小学校、麻郷小学校の放課後教室を開設するために、麻郷地区と麻里府地区在住の参加で

きそうな人を手当たり次第に当たり、私も麻里府代表として準備会に呼ばれたことがあります。「支

えあいまりふ」を立ち上げるときも、私を頼りにして人選し、町内では真っ先に協議体を設立させ

ました。デスクワークだけでなく、そういった地域との接点が持てる行動力のある職員が欲しいと

思っています。 

  ここに、「飛び出す！公務員」という本があります。この本を見ますと、多くの公務員がデスクワ

ークの仕事に飽き足らず、住民や地域との接点を持とうと外に飛び出している事例が満載です。山

中課長にはこの本を紹介しましたので、その先鞭をつけてもらいたいのですが、この中の実践で一

番印象に残ったのはどういう事例でしょうか。 
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○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  まず、公務員はいろいろな部署がございます。出るところ、当然中で

考えるもの、いろいろと様々あります。議員がおっしゃられた本につきましては、当然、机上での

デスクワークが嫌で、地域振興とかいって外に飛び出して、これは楽しいというのがほとんどだっ

たような記憶がございます。その中で、私が２、３、これはというのは実はあったんですけど、近

隣の下松市、ちょっとびっくりしたので下松市の職員の方もいらっしゃるというところで、少し思

ったのは、要は「職員は町の総合プロデューサー」という言葉がございました。改めてこういう言

葉を見ると、なるほどというのは感銘を受けましたし、あとは町をＰＲするためには、「ヒョウ柄の

公務員、田んぼから愛を叫ぶ！！」このようなキーワードもありまして、いろいろな様々な公務員

がいたということでございますけど、これは一つ参考にしたいというふうに思いますけども、全部

が全部外に出るというのはなかなか難しいと思いますが、これはやっぱり公務員として、一つの使

命として、やはり議員おっしゃるとおり、それは大切だというふうに認識しております。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  私の印象に残った事例は、「地域に出て１００回失敗しよう」とい

う実践と、「地域に暮らす住民が先生です」という実践です。町長にもこの本をじっくり読んでいた

だいて、その事例を紹介しながら、今日ひな壇に座っている執行部が隗より始めということで、地

域との接点を求めて飛び出すよう、課長会議で促してみませんか。田布施町が必ず変わってくると

思います。どうでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  おっしゃられること、大変いいことだというふうに思います。しかし、一

方的に命令するわけにはいきませんので、その本をもしくは職員が読んで、どういうふうに心に考

えて行動するのかということがありますので、そういうことは既に実施している職員も多くおりま

すので、あえて言うのもあれかと思いますが、そういったことをまだ思っていてもできていないと

いう職員は、そうしたものもあるよというのは、お知らせをしていきたいというふうに思います。

ありがとうございます。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  ふるさと納税者をうまく利用すれば、関係人口を創出することが

できそうです。馬島のキャンプとか町の行事へ参加とか、いろんなアイデアを町民から募集するこ

とはできませんか。 

  答弁を早くお願いいたします。 
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○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  ふるさと納税については、いろいろ商品の開発、そこに目が行っておりま

すので、おっしゃりますような、そういった関係人口ということから見た取組も必要かなと思いま

すので、また今後検討させてみたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  大方これが最後になるんじゃないかと思います。 

  麻里府地区では、麻里府公民館が国道そばという町外からのアクセスのいいところに移転します。

その駐車場で魚の新鮮市、軽トラに積んだ野菜、キッチンカー等を並べて、マルシェをしてはどう

かと思います。麻里府地区からそんな声が出ましたら、関係人口創出で地域振興を図るということ

から、町有地などで使用料を安くする等支援してもらえませんか。すみません。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  お答えさせていただきます。 

  キッチンカーについては今、全国でいろんなところでブームになっておりますので、やはり麻里

府公民館ができたら、そういうのは、ぜひイベントとして開催したいというふうに考えております。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  あと数々質問があるんですが、麻里府公民館の敷地にインクルー

シブ遊具を備えた緑地が欲しいとか、それから地域おこし協力隊員が決まりましたら、関係人口で

進めてほしい。町と一緒になって進めてほしいということなんです。よろしくお願いいたします。 

  以上で、質問を終わります。 

○議長（南  一成議員）  以上で、國本悦郎議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（南  一成議員）  ここで暫時休憩をします。再開を１４時５５分に再開します。 

午後２時４３分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時５５分再開 

○議長（南  一成議員）  休憩を解きます。休憩前に引き続き一般質問を続けます。高月義夫議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  それでは通告にしたがいまして、２問を一問一答でお願いいたし

ます。 

  １問目は、子どもを核としたまちづくり、どう取り組むか、です。答弁は東町長と鳥枝教育長に

お願いいたします。 
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  世界では戦争や紛争で多くの犠牲者が出ています。民間人の中で犠牲者の多くは子どもや女性な

どの弱者であります。イスラエルとガザ地区の戦争では、国連のグテーレス事務総長は、この戦争

で亡くなられた方の４割以上が子どもである現状を、子どもたちの墓場と表現し、人道的な即時停

戦を呼びかけています。１９８９年１１月、国連総会にて採択された子どもの権利条約は、１９６

もの国と地域が批准している、子どもの権利条約の４つの原則、差別の禁止、子どもの最善の利益、

生命、生存及び発達に対する権利、子どもの意見の尊重であります。この４つの原則は、今年４月

に施行されたこども基本法にも取り入れられています。子ども達はまちの宝。そこで、今後、子ど

もを核としたまちづくりに取り組むべきと考えます。 

  田布施町では、今年度から満１歳までのおむつ無料支給や、１８歳までの医療費無償化などが実

施され、大変評価できるところであります。さらなる子ども支援策を、子どもを核としたまちとな

るよう推進していただきたいと願います。 

  そこで、田布施町の未来を担う子どもについて、行政、教育両面から問います。 

  １、柳井市、平生町とともに行うファミリーサポートセンター、以下ファミサポと言います、年

間の町民利用者はどれくらいいますか。 

  ２、ファミサポ、おんとも、ポコ・ア・ポコ、２５２５たぶせの違いは。 

  ３、子育て支援の核となる場所、窓口を創設してはどうでしょうか。 

  ４、町内の不登校児童、生徒数とその支援はどのようにされていますか。 

  ５、不登校児童等の支援をする団体への資金面での支援は考えられませんか。 

  以上でお願いいたします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  まず私からお答えをいたします。 

  １点目のファミサポの年間の町民の利用者についてでございますが、本町においてセンターに活

動を依頼する会員数は、今年１０月末で７４名、令和４年度の年間の利用者は延べ１８０名でござ

います。 

  ２点目は、ファミサポ、おんとも、ポコ・ア・ポコ、２５２５たぶせの違いについてのお尋ねで

ございます。 

  まず、ファミサポでございますが、地域で育児の援助を受けたい人と、援助を行いたい人が会員

となり、相互援助活動を確立することにより、育児に頑張る人をサポートする事業でございます。 

  次に、おんともですが、町の補助を受けて法人保育園が運営されており、子育てサークルの開催

や乳幼児及びその保護者が相互に交流を行う場として、子育て相談、情報提供、助言等の援助をい
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たしております。さらに今年度からは、おむつ定期便の事業を担う場として、新生児との交流や相

談等の支援が図られております。 

  次に、ポコ・ア・ポコでございますが、社会福祉法人はるかが、本町と平生町からの委託を受け

て運営する地域の子ども家庭総合支援拠点であり、子どもたちが地域で健やかに成長するため、育

児、しつけ、子育てに対する不安や悩みだけでなく、家庭内の問題など様々な相談を受けておりま

す。 

  最後に、２５２５たぶせでございますが、田布施町保健センター内で、妊娠期から主に乳幼児期

までに渡り、継続して総合的な相談や支援を行う場でございます。 

  今申し上げました子育て支援に関する機関は、利用者に係る子どもの年齢や目的が少しずつ異な

ることもございます。そして、重複する部分もあり、それぞれの専門性を生かし、多方面から子育

てを支援する支える基盤となっております。 

  ３点目の、子育て支援の核となる場所、窓口の創設につきましては、児童福祉法の改正により定

められた、児童福祉と母子保健の一体的な提供ができる体制を整えるこども家庭センターの設置を、

現在検討しているところです。 

  最後の５点目、不登校児等を支援する団体への資金面での支援についてでございます。児童福祉

法の改正により、不登校の子ども等を含め、家庭や学校に居場所がない、学齢期以降の子どもに対

する居場所の整備を図る子どもの居場所支援整備事業が創設されておりますが、本町では現在利用

される予定はございません。今後、事業を考えておられる団体からの御相談があれば、教育委員会

や関係機関と連携を図り、一緒に方向性を探ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  鳥枝教育長。 

○教育長（鳥枝 浩二君）  ４点目の不登校児童生徒数とその支援についてお答えいたします。 

  まず、過去３年間において、年３０日以上欠席した不登校児童生徒数の本町の状況については、

令和４年度は小学校６人、中学校２１人、令和３年度は小学校１人、中学校２１人、令和２年度は

小学校５人、中学校２１人となっております。また、不登校の出現率は県とほぼ同様ではあるもの

も、近年、児童生徒数が増加してきており、憂慮すべき状況にあります。 

  次に、その支援や対応に関しまして、現在、学校に登校することはできるものの、通常の学級に

入ることが困難な児童生徒につきましては、保健室や相談室等の別室にて個別の支援や対応をして

おります。また、登校することが困難な児童生徒につきましては、必要に応じてスクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーを派遣し、学校、家庭保護者等への支援に努めているところで
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あります。 

  午前中の神田議員さんの御質問にもお答えしたところではございますが、不登校問題につきまし

ては、未然防止に向けた取組が重要で、ということになることから、学校においては、欠席１日目

で電話連絡、連続欠席２日目で家庭訪問、連続欠席３日目でチームによる対応という、心をつなぐ

１・２・３運動を進めておりまして、初期の段階で把握し、早期に対応する取組、これを進めてい

るところであります。 

  また、小学校から中学校１年生に進級した際に、学習環境や人間関係が大きく変わることなどに

より、集団への不適応が生じる、いわゆる中１ギャップ、これにより、中学校段階で不登校生徒が

急増する傾向にあるということが指摘されております。こうした実態を踏まえ、今年の３月からで

はありますが、新たに中学校に入学予定の小学校６年生を対象に、個別にＳＣ、スクールカウンセ

ラーによる教育相談を実施して、様々な不安や悩みを抱え、支援を必要とする児童を中学校入学前

に把握し、入学前後の支援体制を充実させることにより、不登校等の未然防止を図ろうとして、中

学校０年生からの教育相談、この取組を始めたところであります。 

  今後、支援体制の充実に向けましては、児童生徒理解支援シートなど個別の支援計画を作成して、

新級、進学する際にそれを引き継ぐことにより、一貫した支援ができる体制を整備するなど、小中

学校間の連携をより密にし、きめ細かに対応してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  ありがとうございました。それでは再質問いたします。 

  まずはファミサポについてお聞きいたします。会員が７４名、利用者が１８０名ということで、

多分１８０名は延べ人数なんだろうなというふうに思います。ファミサポは、先ほど町長おっしゃ

られたように、育児の援助を受けたい人と援助を行いたい人が、それぞれ会員登録をされていらっ

しゃるということでございますが、それぞれ何名ずつ会員登録されているか教えてください。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  先ほど町長の答弁の中にございました、会員数を受けたい人とい

うことで、７４人というところが、受けたい方が７４人。援助を行われる会員さん、こちらの方が

２７人となっております。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  ありがとうございます。会員数に、援助を受けたい方に対して援

助を行いたいという方が、かなり少ないなという印象でございます。多分、このファミサポという
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のは、あまり知られていないのではないかなというふうに思うわけでございます。ぜひ、そういう

援助を行いたい方を広く募集していただくということもしていただければというふうにお願いいた

します。よろしくお願いいたします。 

  そして、子育て支援センターおんともと、ゆうなんこども家庭支援センター、ポコ・ア・ポコ、

それぞれ利用者を教えていただけたらと思います。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  子育て支援センターのおんともにつきましては、昨年度の利用者、

延べになりますが２,０３６人。コロナ前、これは令和元年度の数字を申し上げます。２,９０１人。

この令和元年度は、３月には閉館をしておりますので、例年であれば、これよりまだ多かったのか

なと。それを考えると、やはりまだ子どもの数が減っているというところを差し引いても、やはり

ちょっと減少しているなという、そういったところはございます。 

 それと、ゆうなんこども家庭支援センター、通称ポコ・ア・ポコと言っておりますが、こちらは

ですね、ちょっとどこの町の方かというところの把握がありませんので、全体で申し上げますと、

子ども家庭総合支援拠点としてのポコ・ア・ポコのご利用は延べで１３８人。それと、家庭のほう

に赴く養育支援訪問事業では延べで１０人という数字をいただいております。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  ありがとうございます。おんともさん、かなりの方が利用されて

いるなという印象でございます。先ほど町長の答弁にもございました。おむつ無償化、無料化に対

して、おんともさんにおむつを取りに伺うと、その時に利用されるということもあるんだというふ

うに思います。 

  この利用者、おむつを取りに行かれる、おむつ対象者、１歳未満のお子さんがいらっしゃる御家

庭でありますけれども、大体何割ぐらいが取りに行かれておるというのは把握されておりますでし

ょうか。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  何割というちょっと把握はないんですが、すみません、ちょっと

数字をざっと見たところでいうと、受付としては、もう１００人を超えたところかなというふうに

記憶しております。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  はい、生まれた方が７２人ですか、ということですんで、それ以

上の方はいらっしゃらないんだというふうには思いますけれども、なかなか取りに行くということ
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が難しい御家庭もあるのかな、というふうなことはちょっと考えております。そういったところを、

もう一度お調べいただけたらというふうに、せっかくいい事業ですので、皆さんに利用していただ

きたいということもございます。よろしくお願いいたします。 

  あと、ひとり親家庭への支援ということで、４つの事業、貸付制度というものがございます。こ

れは広報にも記載をされておりまして、あるわけですけれども、対象の各御家庭へは資料は配布を

されておられますでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  こちら、今ちょっと御利用者の方ということで確認しましたら、

今現在はおられません。それでですね、ひとり親家庭支援の施策というのが、町のほうは福祉事務

所設置しておりませんので、県のほうがかなりの部分担っているところがあります。そういったこ

ともありまして、県のほうで、このひとり親家庭の皆様へという、こういったリーフレットを作っ

ておりまして、窓口のほうに置いております。窓口でですね、やはり最初に御相談にお見えになら

れるのが、離婚の手続でお見えになられる。そのときに、そういった世帯に何か支援制度がありま

すかという相談に、こちらにお見えになられる。もう住民係の隣に児童係ございますので。そのと

きに、この県が作ったリーフレットをお渡しして、こういった制度がございますということでの御

案内しております。 

  その他につきましてはですね、ちょっと広報には記載をさせていただいてはおるんですが、ちょ

っと各家庭へということはまだしておりません。基本的にはまず、取っ掛かりというとちょっと語

弊があるかも分かりませんが、一番最初の段階で御相談があったときにお渡しをしているというの

が実情でございます。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  ありがとうございます。まあ、なかなか積極的にというのも難し

い面があるのかな、事業としては確かに特殊な事業であります。ただ、高等職業訓練促進給付金等

事業というものを、新しく手に職をつけるというようなことであれば、利用者もおられるのではな

いかなと。少し落ち着いた段階でそういうお知らせをするというのも、離婚の手続に行かれて、そ

の場でというときに余裕があるのかというと、そうではないと思いますので、そういうタイミング

というのも、ちょっと図っていただいて広めていただければというふうに思います。せっかくある

事業ですので、利用していただけたらというふうに思っております。 

  次に、産後ケア事業についてお聞きいたします。田布施町ではショートステイ型やデイサービス

型を利用される方、それぞれどのぐらいいらっしゃいますでしょうか。 
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○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  お答えいたします。ショートステイ、デイサービスを利用され

ている方につきましてなんですが、まず令和３年度がショートが２件ございまして、利用日数６日

でございました。令和４年度につきましてはショート５件、デイ１件、利用日数は延べで１４日で

ございます。令和５年度が１１月末現在の状況でございます。ショート３件でありますが、３件目

の利用日数がまだこちらのほう来ておりません。現在の利用日数２件で１０日ということになって

おります。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  これも同じく産後ケア、ショートステイ型、デイサービス型、田

布施で採用されております。そのほかに居宅訪問型というのがあります。田布施町で居宅訪問型を

選ばれなかった理由というのが分かりましたらお願いいたします。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  大変申し訳ございません。今ちょっと手元にございませんので、

また調べましてお答えさせていただけたらと思います。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  利用者にとっては居宅訪問型、来ていただくということのほうが

利用しやすいのかなというふうに思っております。 

  産後ケア、申し込み方法をいろいろ確認いたしました。産後ケアの該当者というのは、産後１年

未満のお母さんと赤ちゃんで、家族から十分な援助が受けられない人のうち、次のいずれかに該当

する人、産後に心や体の不調がある人、育児に対する不安が強い人ということになっております。

ホームページで確認いたしますと、どうもホームページからＷｏｒｄ形式の申請書類をダウンロー

ドし、そのダウンロードしたものを記入して、保健センターへ事前に提出するということになって

おります。こういう手続でお間違いないでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  大変申し訳ございません。手続のほうもまだ、不勉強で申し訳

ございません。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  ホームページにそのように書かれているのでそうだと思うんです

けれども、実際、頭で想像を膨らませると、そういう対象の方が非常に心や体に不調がある方であ
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りまして、事前に保健センターへ申請するというのは、ハードルが非常に高いのではないかなとい

うふうに思うわけです。このダウンロードし、ということもＷｏｒｄ形式でありまして、主に使わ

れているのはスマホだろうというふうに思うわけですけれども、Ｗｏｒｄ形式をダウンロードして

スマホで編集してということは、非常にこれは、またハードルが高い問題だなというふうに感じて

おります。 

  今、妊産婦の方はスマホアプリ、母子モというのを使われております。この母子モで申請ができ

るようになれば非常にいいのにな、というふうなことを思っておるんですけれども、いかがでござ

いましょうか。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  すみません、調べましてまた御報告させていただけたらと思い

ます。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  私も母子モをダウンロードして実際使ってみました。ただ、登録

段階で母子手帳がないと登録ができなかったものですから、ちょっと内容が私も分かっておりませ

ん。ぜひ御確認いただけたらと思います。ぜひオンラインで申請できるようにしていただけたら、

ハードルが下がってくるのではないかというふうに思います。 

  続いて、核となる拠点づくりについてです。いろいろ支援センターのことを御説明いただきまし

た。どのセンターでも相談業務を行っております。この情報、それぞれのセンター間で横口がされ

ているのかということがちょっと気になりました。それとも横の連絡はなく、それぞれの対応でと

どまっているという状況か、そういったことをちょっとお聞きできたらと思います。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  核となる相談窓口ということで、先ほど町長の答弁にもございま

したけども、今、子ども家庭センターの設置を現在検討しているところというところなんですが、

現状ではまだ当然そういったセンターの発足に向けて、今協議を進めているんですが、現場とする

と、今、大体保健センターの中に、私どもの町民福祉の児童係の養護児童対策地域教育課の担当が

配置されておりまして、今まではやはりこちらにいるとですね、児童は児童、要するに保育である

とか、放課後児童クラブであるとか、そういったところからの情報が核として上がってきたと。一

方、保健センターは、やはり日頃保健師さんが保健活動をなさっておられる中で、そういった情報

が上がってくる。つまり特定妊婦であるとか。今はですね、そういった児童係としてそちらのほう

に行っているということで、当然そういった児童福祉部門からの情報も行きますし、当然席を並べ



 

 
 

- 80 - 

ているわけなので、特定妊婦の情報もそこに入ってくる。今、養護児童対策教育課の調整担当は非

常に大変な思いをしていると思います。両方の情報が入ってきて、調整を取りながら、どういうふ

うに対応していくか、どういった支援をしていくかというのを、プランをそこで立てておりますの

で、逆に言うと、やはりその情報が今集約して、全部集まることとなっておりますので、先ほど申

し上げたポコ・ア・ポコですね、平生町と共同で設置している。そういったところで、専門的な知

見を持っておられる方の御協力もいただきながらケースワークをしていると、こういった状況でご

ざいます。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  今、子ども家庭支援センターというふうなものを新しく設置する

というお話がございました。今、どう言いますか、いろんな各課に分かれて子どもの行政っていろ

いろあるわけですけれども、利用者からすれば一本に絞って、ここに行けば何でも分かるという総

合窓口みたいなものがあると、非常にありがたいなというふうなことも思っております。その場所

というのがどこなのかなということを考えますと、やはり保健センターが新しく造られ、あそこは

田布施ふるさと詩情公園も非常に近い場所の立地でございます。子どもに対する環境ってすごくい

い場所だなということを、いろんなイベントを通じて感じておるところであります。そういった場

所というものも、いろいろ検討をさせていただいて、子どもやお母さん方が利用しやすい場所とい

うものを考えていただければというふうに思います。 

  ただ、一点残念なことに、今、保健センターは一般貸出というのが大変難しい状況というふうに

お聞きしております。できれば一般貸出をしていただいて、子どものためにいろんなイベントや行

事を考え、方々でいろいろご活躍いただいている団体というのがたくさんございます。そういった

方たちも利用できるような保健センターにしていただければ、子どもの核、ここに行けば子どもの

ことが何でも分かるよ、そういった支援の場もそこで行けば分かるし、また、いろんなイベント、

検診等もそこで行けば分かるよというような場所というか、そういったものにしていただきたいと

いうことを思っております。 

  不登校のお子様も一定数いらっしゃるということでございます。学校が行くのが辛ければ、保健

センターを利用して過ごしてもらうのも利用方法の一つだろうというふうに思います。 

  例を挙げれば、川崎市の子ども夢パーク、その中に併設された、フリースペース「えん」のよう

に、ふるさと詩情公園も含めた、この子ども達の学校外の学びのスペースというものにもできない

かというふうに考えておるわけでございます。いろんな意味で、保健センターってすごくいい場所

だね、中も本当に木がふんだんに使われてすごくいいよ、というようなことを広めていただければ、
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先ほど関係人口、交流人口のお話もありましたけれども、大変よいことだというふうに思っており

ます。こういったこともちょっと考慮していただけないでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  ありがとうございます。今、保健センターは、ワクチンの業務が重くのし

かかっておりまして、なかなか本来の使い方が、なかなかできないということもあります。コール

センターのほうはもうなくなりますけども、こちらの奥にある研修室のほうは、ワクチンが続く限

りは、何らかの形で残すようになりますので、空いている部分につきましては、これまでも、いろ

んな団体から利用の申出があれば、御相談に応じてお貸しをいたしておりますので、一般の方はど

うぞというわけでは、今なかなか言っていないんですけれども、折りを見ながら、そういった部屋

の貸し出し等もやっていきたいなと思いますが、ちょっと今、様子を見ながらやっておりますが、

子育てにつきましては優先してさせていただいております。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  ぜひ今、ワクチンというお話がございました。来年度からは多分

有料になって、町のほうでということではなくなると思うわけですけれども、そういった面もいろ

いろ御検討いただいて、子どもを子育てしやすいまちというものにしていただけたらというふうに

念願しております。 

  それでは、不登校について再質問いたします。ただいま不登校児童生徒の人数を御報告いただき

ました。全国では不登校の小中学校、神田議員からもお話ございました。過去最多の２９万９,０４

８件ということであります。それから比べれば田布施町少ない、少ないからいいというわけではな

くて、そういう何か悩んでいらっしゃるお子様がいらっしゃるということでございまして、この不

登校の原因というものを、教育委員会のほうで把握されておるかどうかということをちょっとお聞

きしたいと思います。 

○議長（南  一成議員）  惠元学校教育課長。 

○学校教育課長（惠元 朗夫君）  お答えしたいと思います。不登校の原因ですが、児童生徒それぞ

れに様々な要因の原因があると思っております。千差万別というような形に認識しております。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  いろんな原因があろうかと思います。その中で、今、全国的に問

題になっているのが、いじめという問題であります。このいじめ、田布施町ではそういう事案とい

うものがございますでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  惠元学校教育課長。 
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○学校教育課長（惠元 朗夫君）  お答えいたします。学校における認知といたしまして、いじめに

つながる可能性がある事案というのが認知しているというふうなことでございます。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  まだそのいじめという形ではないのかなという今の御答弁でござ

いました。今、全国ではいじめの件数６８万１,９４８件、重大事態というのが９２３件であります。 

そのうち小学校のいじめが５５万１,９４４件。この小学校の中でも、私は驚いたんですけれども、

最もいじめの多い学年というのが、小学校２年生、次が３年生、その次が１年生ということでござ

います。低学年に偏っているというところも、やはり肝に銘じて、いろいろ接しなければいけない

というふうに思います。そういった問題もあって、国はＳＯＳの出し方に関する教育を推進すると

いうふうなことであります。田布施町では子ども達に、どのようなＳＯＳの出し方に関する教育を

されていますか。 

○議長（南  一成議員）  惠元学校教育課長。 

○学校教育課長（惠元 朗夫君）  お答えいたします。まず日頃からの呼びかけや県からのリーフレ

ットの配布のときに、道徳の時間や学活の時間での呼びかけ、生活アンケートや学期末懇談会や家

庭訪問などで、そういったことの教育というふうなお知らせ等を行っておるようなことでございま

す。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  特に授業内では、というようなことではないのかなというふうに、

今お聞きして思いました。自殺者というものですね、自殺者も昨年２万１,８８１名、そのうち小学

生１７名、中学生が１４３名、高校生で３４８名、大学生専門学校生を含めた全ての学生総数で１,

０６３名もの尊い命が、昨年１年間に失われておるわけでございます。そういったことも考えると、

非常にこの教育の大切さということを痛感いたします。 

  また、厚労省のまとめた令和４年度人口動態統計月報年計の概況では、１０歳から３９歳までの

年齢別死亡は、死因のそれぞれの１位が自殺となっております。私もこれは驚きました。あまり報

道されていないことであるわけですけれども、大きな社会問題だと痛感しております。小学校、学

生のみならず、これは社会人にも必要なＳＯＳを発信する教育ということではないかな、というふ

うに思いますし、逆を返せば、その発信したＳＯＳをしっかりとキャッチできる一人一人になって

いかなきゃいけない、そういう社会になっていかなきゃいけないんだということを思います。自分

一人で悩まず人に頼ってもいいんだよという学び、これは学校教育だけでなく、社会教育でも行う

べきだと感じていますが、いかがでございましょうか。 



 

 
 

- 83 - 

○議長（南  一成議員）  鳥枝教育長。 

○教育長（鳥枝 浩二君）  御指摘をいただきましたいじめ、不登校、共通する課題もあるんじゃな

いかなというふうに受け止めております。特に議員さん御指摘されたこと以外にも、例えば気軽に

何でも相談ができる学校居場所とか、そういう雰囲気を学校の中で作っていくことが大切ですし、

家庭ともよく連携が図られて、情報が相互に流れるということも大切だと思います。 

  なおＳＯＳの声を出すということにつきましては、５、６年前からスクールカウンセラーによっ

て、全ての小中学校で１時間以上、子どもたちに嫌なことは嫌と言える、あるいはやめてほしいと

きにはやめてって言える、そういう力をつける授業、学習を行っておりますし、同時に教員も参加

しておりまして、教員としてはそれを見抜ける、ＳＯＳのサインだということを見抜けることを学

習する、そういう、心理教育プログラムというんですけれども、これを現在実施しているところで

ございます。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  ありがとうございます。ぜひとも、このＳＯＳの出し方の教育で

すね、しっかりやっていただきたいと思います。 

  それとあと最後に一つほどお願いがございます。今、中学校で学校にはいけるけど教室にいけな

いお子さんたちが、別室で個別に学習をしていらっしゃいます。私も家庭教育支援チームの一員と

して、たまにしかいけないんですけれども、その中学校の見守りということで行かせていただいて

おりますけれども、その部屋にはエアコンがないんでございます。夏に冷風扇というバカでかい機

械が入れてはいただいておりますけど、音がうるさくて、この子たち勉強できるかなというような

思いでありました。ぜひなんとかその部屋にエアコンを入れていただけたらなということをちょっ

とお願いして、１問目の質問を終わらせていただきます。 

  続きまして２問目に移ります。答弁は東町長にお願いいたします。 

  移住定住どう取り組むかについてです。現在、田布施町の人口は１１月末現在、１万４,３５７人

です。毎年２００人前後のペースで減少しています。これは多くの自治体が直面している喫緊の課

題であります。その克服に、移住定住政策を一生懸命取り組まれております。田布施町では、令和

７年度までの第６次総合計画基本目標６、にぎやかで活力のあるまちづくりの中に、移住定住の促

進が挙げられています。主要施策として、ＵＪＩターン希望者への情報提供や地域おこし協力体制

度の活用、空き家バンクの活用、住宅取得支援事業や町内に住む若い人の交流イベントの開催など、

地域に若い人が集まるきっかけをつくるなど挙げられています。そこで、現在までの取組とその問

題点を洗い出し、さらなる移住定住施策の推進へ向け、関連する事項を尋ねます。 
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  １、移住定住施策に関わる部署と担当職員数、移住定住世帯の推移は。 

  ２、田布施ＵＪＩ推進協議会の構成員及び年間予算と今後の活動は。 

  ３、移住体験暮らし、今年の状況は。 

  ４、現在の町内の空き家数と居住に使える建物の数は。 

  ５、近年住宅取得支援事業の利用件数及び町外からの世帯数は。 

  以上でございます。お願いいたします。 

○議長（南  一成議員） 東町長。 

○町長（東  浩二君）  お答えをいたします。 

  まず、１点目の移住定住施策に関わる部署と担当職員数、移住定住世帯数の推移は、についてで

ございます。 

  移住定住施策に関わります部署といたしましては、移住推進協議会、空き家バンクについては経

済課が所管しており、担当職員は、主幹と副で２名でございます。また、住宅取得支援事業につい

ては、企画財政課が所管しており、同じく主幹と副担当の２人で対応いたしております。さらに、

特定空家に関しましては、建設課が所管しており、同じく主担当と副担当の２人で担当いたしてお

ります。 

  移住定住世帯の推移でございますが、令和に入ってから町で把握できる範囲で申し上げますと、

農業関係１世帯、漁業関係１世帯、地域おこし協力隊２世帯で、空き家バンクについては、平成２

７年から現在までで２１世帯となっております。 

  ２点目の田布施ＩＪＵ推進協議会の構成員及び年間の予算と、今後の活動についてでございます

が、田布施ＩＪＵ推進協議会の構成員は現在９名で構成されており、商工会、農協、漁協、観光協

会、地域おこし協力隊、ＵＩＪターン者、移住定住事業に関係する経験を持つ方、そして行政関係

者等で組織されております。今年度の予算は７１万６,０００円で、活動内容といたしましては、山

口県への移住定住に興味・関心を持つ方々が、移住するために必要な情報を入手し、円滑な移住が

できるよう、「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議が主催の福岡県で初開催された「ＹＹ！ター

ンセミナー」に参加し、田布施町お試し農業移住体験ツアーＰＲのため、田布施町のブースを開設

いたしました。 

  また、漁業就業を希望されている若い意欲的な人材と、担い手の面談の場として、山口県漁業就

業者支援フェア２０２３に田布施漁協と参加いたしております。その後、１名の方が田布施漁協で

開催されました３日間の体験研修に参加されましたが、移住、定住には結びつきませんでした。 

  さらに、東京都日本橋にございます山口県のアンテナショップ、おいでませ山口館において、周
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南地域地場産業振興センター、周南市、下松市、光市、田布施町の主催で、第９回周南地域うまい

っちゃフェアを開催いたしました。本町からは３種類のいちじく、いちじく外郎、梅サイダー、梅

肉エキス飴の販売や、観光パンフレット、移住パンフレット、たぶちゃん貯金箱のペーパークラフ

トなどでＰＲをし、期間中、大変多くの方々の御来場いただき、食や地域の魅力の情報発信ができ

たところでございます。 

  ３点目の移住体験暮らし、今年の状況は、についてでございますが、本町では、前年度、ＩＪＵ

推進協議会と就労支援機関で構成する田布施町担い手育成総合支援協議会との合同で、お試し農業

移住体験ツアーを開催いたしております。内容といたしましては、移住就農を希望される方を対象

に、田布施町の特産作物であるイチジクや農業法人での作業体験、町内の案内から地域おこし協力

隊との連携した移住座談講談を行っております。今年の状況につきましては、８月と９月に合計２

回開催し、町外から３組、延べ６名の参加がございました。 

  ４点目の、現在の町内の空き家数と住居に使える建物数についてでございますが、現在は空き家

の調査を行っておりませんので、現在の空き家の数といったものはお答えできませんが、平成２７

年に各自治会長さんに調査をお願いした時点で、おおむね１年間以上管理されていない空き家数は

約２５０戸ということでございました。 

  ５点目の、近年の住宅取得支援事業の利用件数及び町外からの世帯数は、についてでございます

が、令和に入ってからで申し上げますと、令和元年が３３件で、そのうち町外の方が１２件、令和

２年度が２２件で、町外１０件、令和３年度が２１件で、町外１４件、令和４年度が２４件で、町

外８件となっております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  ありがとうございます。今日は人事とか職員数とかいうような質

問が各議員から出ておりまして、なかなか言いにくいところではございますが、移住定住というの

は、本当に未来に向けての大事な施策だというふうに私は思っております。これからの町を見据え

る担当部署、担当部署とすれば、地域化、経済化の地域推進振興係ということになろうかと思いま

す。地域振興係、主な事業は本当に多岐にわたっております。地域振興、まちづくり、企業誘致、

移住定住、商工水産、観光、消費者保護、労働、交通というふうな業務を行っていらっしゃるとい

うことであります。本当にそういった中で、今、地域振興係は４名の方が当たっておられますけれ

ども、かなり無理をされているんじゃないかなということも感じるところでありました。もう一度、

今日各議員さんからお話出ておりましたけれども、そういう人員の配置というものもしっかりお考
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えいただいて、無理のないように一人一人がウェルビーイングを保てるような日常の業務になって

いただきたいなというふうに思っております。 

  本当に、この移住定住、先ほどの答弁の中にも、田布施ＵＪＩ推進協議会についてお聞きしまし

たけれども、この協議会、実はホームページ確認しますと、２０１９年で止まっております。お知

らせ、新着情報というのも２０１９年が最後でありまして、これはどうなのかな、というふうなこ

とを思うわけであります。今、ご答弁では、福岡のほうでもされたということでありますけれども、

そういった情報というのは、漏れなく、やはり出して告示すべきであると、せっかくやるのであれ

ば、告示すべきだというふうに思います。もしやらないのであれば、もうこういうホームページで

なくした方がいいんではないかなと。田布施町にとってイメージダウン、見る人にとっては、ここ

は何も更新しない、本気ではないんだなということを見て取られるような状況になろうかと思いま

す。そういったことをしっかりと踏まえていただきたい。 

  また、ＵＪⅠ推進協議会については、窓口が経済課内というふうに記載されているわけです。電

話番号も経済課の電話番号であります。これはどうなのかというふうなことでありまして、ホーム

ページを見、また、それを見た方がどう感じるか、そういったことも踏まえて、ちょっと見直しを

しっかりやっていただきたいというふうに思っております。いかがでございましょうか。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  貴重な御意見、大変ありがとうございます。 

  推進協議会につきましては、事務局が経済課ということでございますので、経済課内にさせてい

ただいております。 

  実は、当初は「おいでぇ」、観光協会がおりましたので、そちらが実は事務局の電話番号にしてお

ったんですが、空けることもあるということになりますと、やはり経済課が所管しておるというこ

とで経済課にさせていただいております。 

  今、いろいろと御意見をいただきましたが、それは、見直すところは、ぜひ見直していきたいと

いうふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  ぜひお願いしたいと思います。 

  さらに、「おいでぇ」、お試し住宅であります。以前も一般質問でほかの議員さんから質問がござ

いました。他の自治体、例えば平生町、１泊１,０００円、最長３０日までというふうになっており

ます。田布施町は１泊２,０００円。安い、高いと言えば高い。平生が安いかというと、多分、全国



 

 
 

- 87 - 

のスタンダートが１,０００円ぐらいというふうなことだというふうに思うわけであります。 

  さらに言うと、平生町の体験宿泊予約というのが、１０月、１１月、ほぼ埋まっておりました。

今月も既に半分以上埋まっている状況であります。この差というのは一体何なのかということであ

ります。そこを、多分、ひも解いて原因を究明しないと、田布施町はよくならないんだろうという

ふうに思うわけであります。そういったこともしっかりと踏まえて改善をしていただきたいと思い

ますけれども、ちょっとその所見をお願いいたします。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  その件につきましては、以前、國本議員からも御質問がございました。

早速、担当のほうに指示いたしまして、来年度からこの近隣に合わせたような形の中で、１泊１,

０００円がいいのか、２,０００円がいいのか。今、本町は１人２,０００円いただいております。

お子様は無料でございますけども、かなり高くなるというふうに思いますので、そこら辺は整理し

て近隣に合わせたいというふうに思っておりますし、また、利用期間につきましても、せっかく田

布施に移住をする前の前提の宿泊というか、利用する場でございますので、その辺はまた考えてま

いりたいというふうに思っています。 

  ただ、今、本町は旅館業法の許可は実はとっておりませんので、今、その辺に向けてもちょっと

動いております。もし、旅館業法が取れるのであれば、新年度から、それも踏まえた上で、ぜひや

っていきたいというふうに思っています。 

  それから、あと、平生町のホームページ、私も見させていただきました。確かに、利用状況、か

なりいいと思います。内容については、まだちょっと確認しておりませんので、内容については、

また確認したいというふうには思いますけれども、やはり、今、この情報社会の中で、インターネ

ットが使えないというのは、少し不利だというふうに考えておりますので、これは経済課だけでな

く、担当部署とも協議しながら、ちょっと前向きに、できるところから進めてまいりたいというふ

うに考えております。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  ありがとうございます。これから移住定住、いろんな諸問題があ

ります。今夏、上関のほうで勃発した問題というのも、移住定住には直結した問題であります。い

ろんな問題がありますけれども、町として避けて通れない問題ということでありまして、全町を挙

げて、ぜひ、いい方向になるように取り組んでいただきたいというふうに思うわけであります。 

  そういった中で、この移住定住施策、推進するのに何がネックなのか、田布施町において何がネ

ックだというふうに思われますでしょうか。 
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○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  移住定住、非常に言葉としては簡単なんですが、働くところ、生活ができ

るところ、高齢の方であれば年金でという、自然環境でということもあろうかと思いますが、子ど

もさんをお持ちの方でしたら教育とか、仕事の関係が一番かというふうに思います。 

 農業であればいろいろ支援もできますし、本町の場合は就農ということを１つのメインにしてお

りますので、なかなか農業も、今は難しい状況でございますので、観光面でのお試し住宅であれば、

非常に、それは満杯になるかも分からんのですが、本町の場合、観光という面で移住定住というこ

とがなかなかできませんので、農業ということにしておりますし、子育てとか、教育環境というこ

とで特化してやっていけばと思いますので、よそと同じことをやっちょったんじゃ、結局、奪い合

いになってしまいますので、移住定住、東京から引っ張ってくるのか、広島、福岡、この近辺から

来ていただくのか、その辺のターゲットを絞ってやっていきませんと、国が一律的に言うような移

住定住策というのは、やっぱり東京という大きなマーケットを主眼に置かれておりますので、そう

すると、関東地域への移住定住の提言から見ると、山口に東京の方が来るというのは、非常に勇気

のいることでしょうし、難しい。 

  考え方は、２つ住所があるという、完全に移住してくるというタイプでないような気がします。

東京にもあるし、こちらにもあるしということ。特に、北海道とか、山形とか、スキーの関係で、

スキーの時期は山形とか北海道に行っているけど、雪がなくなったら東京へ帰ってくるとか、そう

いうこともありますが、なかなか本町の場合は、そういったポイントが言いにくいところで、年中

同じようないい天候のところでございますので、難しいと思いますが、空き家とか、移住とか、難

しいんですが、少し専門的なコンサルタントのような方を地域に入れて、職員だけで何ぼ頑張れと

いっても、通常の一定の業務を持ちながら、ウルトラマンじゃありませんので、なかなか難しいと

思いますんで、地域にいろんな専門的な考え方を持った方を嘱託として入っていただいて、掘り起

こしをして、それを町のほうで使うというのが一番効率的なのかという気がいたしますので、今、

指示いたしておりますので、どういった形ができるのか、また議会にも御相談したいというふうに

思います。ありがとうございます。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  ただいま町長より民間のと言いますか、提案もというお話がござ

いました。非常に楽しみにしております。ぜひ強力に進めていただきたいというふうに思います。 

  移住定住というのは、多分、まちづくりがしっかりしてくると増えてくるものだというふうに私

自身は思っております。移住定住者で一番気になるのは住のほうかな。働くというのは、もちろん
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の話ではあるわけですけれども。 

  先ほど、住、空き家ということで調査が最近できていないので分からないというお話でございま

した。ぜひ調査をしっかりしていただきたいというふうに思います。調査も居住ができるのかどう

なのか、直す場所があるのか、ないのか、そういう細部にわたって調査をして、移住希望者の方に

提案ができるような状況にしていただきたいというふうに思うわけであります。全町でやるという

と、なかなか大変であります。地域を限定してやるとか、そういういろんな方法があろうかと思い

ます。いかがでございましょうか。 

○議長（南  一成議員）  吉藤建設課長。 

○建設課長（吉藤 功治君）  お答えします。 

  調査を行うこととなると、前回調査のように、自治会長さんのほうに結構な御負担をおかけする

ことになろうかと思います。現在、建設課のほうでは、空き家の近隣の住民からの連絡により、特

定空き家等に該当するかどうかという調査に追われておりますので、戸数調査については、今後、

検討していきたいと思います。 

○議長（南  一成議員）  高月議員。 

○議員（７番 高月 義夫議員）  多分、町だけでやろうとすると、難しいのかというふうに思いま

す。先ほども町長もおっしゃられたように、民間活力を利用して、そういうものを掘り起こしてい

ただけたらというふうに思うわけであります。多分、そういうことをしっかりクリアしていかない

と、移住定住になかなか結びついていかないということだというふうに私自身は認識をしておりま

す。 

  今日、質問した子育て支援、それから、この移住定住、多分、関連したことなのだというふうに

思います。いろんな意味で、まちづくりがしっかりしてくると、こういう２つのことってだんだん

クリアしてくのかというふうに思うわけであります。そういった意味で、今、子育て支援、非常に

田布施町では力を入れて取り組んでいただいております。大変ありがたく思っております。 

  その子育て支援、よく事例で出てくるのが兵庫県明石市であります。手厚い支援ということ、今

現在、１０年連続人口増というようなことが続いておりますけれども、よく聞くのは、お金がある

自治体だからできるというお話をよく聞きます。ただ、今年、泉元明石市長から直接いろいろお話

を聞く機会がございました。そこでお聞きしたのは、やはり、子育てを、思い切って子どもを核と

したまちづくりに予算をシフトして取り組んだ成果ということをおっしゃっておられました。子ど

もを本気で応援すれば、町も元気になるんだということをおっしゃっておられたわけでございます。 

  何を優先するか。予算にはマスト（ｍｕｓｔ）とベター（ｂｅｔｔｅｒ）、メイ（ｍａｙ）、ドン
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ト（ｄｏｎ’ｔ）、この４つがあるんだと、これを徹底的に仕分けを明石市ではやったということを

おっしゃっておられました。マスト（ｍｕｓｔ）はやらなければならない事業、ベター（ｂｅｔｔ

ｅｒ）はやったほうがよい事業、メイ（ｍａｙ）はやってもやらなくてもよい事業、ドント（ｄｏ

ｎ’ｔ）はやらなくていい事業、この４つをしっかりやっていったときに、何らかの資金というの

は出てくるんだということをおっしゃっておられたのが、すごく印象に残っております。 

  やはり予算組というのは、なかなか、今までこういう予算をつけていたから、今年もこれはつけ

んにゃいけんというような予算というのがあろうかと思うわけですけれども、前例主義的なことで

はなくて、やはり一度しっかり立ち止まって見直しをかけるということも、予算面では必要なこと

だというふうに感じております。そういった意味で、何を優先するかということをしっかりやって

いかなければならない。 

  今、変わっていかないと、人口推計を見ますと、１３年後の２０４０年には、田布施町の人口１

万１,０２９人、人口の２.３人に１人が６５歳以上の高齢者ということになってまいります。生産

年齢人口の比率は１：１.１であります。ほぼ、青年、壮年、中年世代、１人が６５歳以上の高齢者

を支えるという社会に突入してまいります。変わるのであれば、今であるというふうに私自身もす

ごく思っている、認識しているところであります。 

  ぜひとも、これから来年度、様々な計画があろうかと思いますけれども、今の田布施町に何が必

要かということを、もう一度しっかり練り直していただいて、私たち議員もそういう目でしっかり

見ていかなきゃいけないということを感じております。 

  非常に、今日、いろいろ御答弁いただきました。次へ向けてのいろんな施策等もお話しいただき

ましたけれども、ぜひとも町が今の子どもたちをしっかり大切にして、核となる町となるように、

みんなで取り組んでいきたいというふうに思わせていただいております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（南  一成議員）  以上で、高月義夫議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（南  一成議員）  次に、松田規久夫議員。 

○議員（４番 松田規久夫議員）  一般質問の事前通告の質問事項に、あれについて、質問要旨、こ

こにはあれを尋ねますが、町長、あれはどうなっちょるんですか。町長の回答は、あれについてお

尋ねですが、あれはあれですいね、過去のあれのような事案ですいね。職員にあれについて、あれ

するように指示しております。 
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  これで質問１件終了です。本当に便利な「あれ」です。 

  昨日は、駅伝大会でした。本日の最終ランナーです。ウォーミングアップに気分転換をしてみま

した。 

  それでは、今からあれを始めます。 

 新型コロナ対策の振り返りについてと題して、町長、教育長に一問一答で３問しますので、よろ

しくお願いします。 

  住民の安心・安全を守るため、役場組織一丸となり感染症対策に対処したと言える。初めての経

験で戸惑う場面もあったと思うが、職員一同頑張ったと思う。様々な住民組織の協力もあり、対策

実施が可能となった案件もあったと思う。コロナ患者の生活環境には差があり、一律の対応は困難

で、また、苦情等で苦労した職員もいたであろう。患者の発生から感染症が５類となるまでの約３

年間の振り返りをお尋ねします。 

  １、補助金で町の予算は２から３割増となったが、使途は適正であったか。その効果はどうか。 

  ２、今、政府は異次元の子育て対策と言っているが、子育てに関してはどうか。 

  ３、感染症対策として約３年間の総括はしたのか。また、その結果はどうであったか。 

  ４、ワクチン接種はどのように推移したのか。無料化の今年度の予想はどうか。 

  ５、集団となる学校、幼稚園、保育園の子どもの対応で困難なことは何であったか。 

  以上、お尋ねします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  お答えいたします。 

  まず１点目は、新型コロナウイルス感染症対策での補助金の使途は適正だったかどうか、また、

効果についての御質問でございます。 

  国からの補助金等につきましては、会計検査院による検査も受けることになっております。また、

今回の一連の新型コロナ関係の交付金につきましては、令和４年１月に山口県と県内１４市町にお

いて、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を中心とした検査が行われ、本町におき

ましても２名の調査官が来庁され、調書を基に各担当者と対面による検査が実施され、特に指摘を

受けた事業はありませんでした。 

  効果についてでございますが、令和２年度から令和４年度まで、交付金を活用して感染防止のた

めの施設整備や商品券の配布等の給付事業を中心に、多岐にわたる事業を実施し、全体で６億円を

超える事業実績となっております。これら一つ一つの効果を検証することは、様々な見方もありま

すので難しいと思いますが、本町におきましては、感染拡大の中でも行政機能を維持することがで
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きましたし、住民生活にも大きな混乱は起きず、多くの町独自事業によって、地元経済の下支えや

住民の皆様の生活支援にも一定程度貢献できたのではないかと考えており、事業の趣旨や目的は達

成できたと考えております。 

  ２点目の子育てに関してでございますが、国の交付金や補助金を活用し、保護者への現金給付や

保育所、児童クラブ施設の継続した開設のため、感染対策に必要な物品の購入やトイレ、屋上防水

改修などの保育園環境衛生整備などを実施いたしました。 

  また、新型コロナの影響により、子育てに大きな負担がかかっていたことから、その負担を軽減

するための令和２年度における児童クラブ利用児童保護者に対する昼食費の補助、お弁当サポート

事業や独り親世帯への現金給付、令和３年度、４年度におけます子育て世帯への商品券の配付・支

給、国の補助事業で行き届かない子育て世帯への給付金の拡充など、経済的負担の軽減の取組を行

いました。 

  経験したことがない感染症に直面し、そのような中においても、子どもの安心・安全、子育て世

帯への迅速な経済的支援や負担の軽減、子育て支援を担う施設や職員への支援など、交付金などを

活用して適切に子育て支援施策を実施し、効果は上げられたものと考えております。 

  次に、３点目の感染症対策として３年間の総括はしたのか、また、その効果は、との御質問でご

ざいますが、町内で初めての感染者が確認された直後から、山口県や庁舎内の部局相互、関係機関

とで情報を詳細に交換し、新型コロナウイルス感染症の５類移行が決まる直前まで感染動向を把握

し続けることができたことなどが、急激な感染拡大を防ぐことができた１つの要因だと考えており

ます。この間、職員や関係者には大変御苦労もかけましたが、施設の閉鎖決定や消毒なども迅速に

対応できたと考えており、そういった面では大変評価をいたしております。 

  ４点目のワクチン接種の推移と無料化の今後の予想についてでございますが、転入転出による増

減や対象年齢につきましても当初から変動し、接種者数と分母となる数値が常に変わってまいりま

すことから、およその目安とするため、分母を１万４,０００人として１１月末の接種者数で比較し

た場合、１回・２回目の接種者は約９割ありましたが、３回接種が８割弱、４回接種が６割弱、５

回接種が約４割、６回接種になりますと３割弱といって、回数を追うごとに減少してきております。

７回接種は現時点で１５％となっております。 

  現在、申込者の数は減ってきましたが、無料のうちの駆け込み需要は、あるものではないかとも

思っております。 

  無料接種は今年度末までとなっており、来年度からは通常の定期接種となります。詳細がまだ示

されておりませんので、自己負担額はまだお示しできませんが、情報が入り次第、周知を行いたい
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と考えております。 

  ５点目の幼稚園、保育園の対応で困難なことにつきましては、感染症に伴う濃厚接触者の対応、

休園の判断、保護者への連絡、感染症園児の名簿管理、職員のシフト編成、施設の消毒、机のパー

ティションの設置等がございました。 

  特に、感染対策への対応では、当初は、国や県の通知等により、利用制限の枠組みを作り、保護

者や保育園・児童クラブの運営を担う方々の御理解をいただきながら、子どもの安心・安全を確保

してまいりましたが、日々刻々と変わる状況に、かろうじて対応してきたという感じもあります。 

  その後、新型コロナウイルスの変容に伴い、制限緩和の動きとなったとき、国・県の通知を受け

ながらも、子どもを預かる立場として、直ちに緩和していく問題でいいのか、慎重な判断が求めら

れた場面もありました。 

  このような感染症への対応、特に、制限緩和をする場面で、そのスピードと範囲については、１

つの正解があらかじめ用意されているものではないように思います。今回の対応を資料として残し、

今後の生きた参考資料として役立てられるように、努めてまいりたいと考えております。 

○議長（南  一成議員）  鳥枝教育長。 

○教育長（鳥枝 浩二君）  ５点目の学校における子どもへの対応に関してお答えをいたします。 

  令和２年から感染が広がった新型コロナウイルス感染症対策につきましては、基本的には、国や

県から示された、新型コロナウイルス感染症対策に関する衛生管理マニュアル及び学校における新

型コロナウイルス感染症対策対応ガイドライン等を踏まえて、新しい生活様式の実践、３密の回避、

十分な換気、手洗いや手指消毒、会話時のマスクの着用、共用部分の消毒作業などの基本的な感染

症対策に取り組んできたところであります。 

  とりわけ、感染拡大の時期におきましては、保健所等の関係機関や保護者と連携を図りながら、

速やかに陽性となった児童生徒を把握するとともに、濃厚接触者の有無を確認したり、必要に応じ

て迅速に消毒作業を行うなど、感染拡大やまん延防止に向けた対応やクラスターの発生を防ぐ対策

に苦慮したところであります。 

  また、感染拡大防止の対策等により、小中学校では臨時休業や時差登校を余儀なくされ、この間

の学習の学びを保障していくことが大きな課題となりました。併せて、感染が確認された児童生徒

等に対する差別や偏見等が生じないよう指導の徹底にも努めてまいりました。 

  さらには、校内においては、一定の距離を保ちながら学習や活動をしたり、給食時は黙食を実施

したりすることになりました。また、ほとんどの学校行事が中止、縮小となるなど、児童生徒にと

って、学校生活の中で我慢を強いられることも多く、学校生活に対する充実感を損なうことのない
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よう、努めて新たな活動を考えたり、代替となる取組を工夫したりしてきたところであります。 

  なお、今年の５月８日から感染症法上の位置づけが５類感染症に変更されたところではあります

が、今後も基本的な感染対策には引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  松田議員。 

○議員（４番 松田規久夫議員）  先月、町の広報と一緒にコロナウイルスワクチンの接種のお知ら

せという形で、こういうパンフレットが各家庭に届きました。これを見ますと、平日の月曜から木

曜には、もう予防接種はしない。そして、コールセンターは御用納めをもって閉鎖するというお知

らせで、町長の回答には、今のところ、今年度１５％程度接種が、一、二回目は９割、これが８割、

どんどん下がって、今は無料でも１５％程度ということですから、駆け込み需要も期待できるかも

分かりませんが、そんなに数字は伸びんのじゃないかと。もう、意識として、コロナも従来のイン

フルエンザも大差ないという、そういうふうな状況、みんなの考えの思いじゃないかと思います。 

  このような中で、来年以降のコロナ対策と言いますか、インフルエンザ対策と言いますか、町の

ほうは、どのような予防対策というのを計画されていますでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  お答えいたします。 

  令和６年度以降につきましては、コロナワクチンのほうも定期接種、インフルエンザと同様の扱

いになるということでございますので、コロナとしての特別な対応というのは終了するものだろう

というふうに考えます。 

  インフルエンザにつきましては、やはり秋、冬に大流行期を迎えますので、その時期に心配な方

はマスクをされるなりというふうな対応を各自でやっていただく、ということになろうかというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  松田議員。 

○議員（４番 松田規久夫議員）  それでは、５項目で質問しました集団となります学校、保育園、

幼稚園で、教育長のほうから、コロナについては、クラスターの発生を防ぐことに大変苦慮したと

いう回答がありました。 

  それと、また、今日も何名かの方が不登校とか、そういう質問もされましたが、コロナが大きな

偏見とか、あるいは差別につながるようなことがあっちゃいけないということで、学校、幼稚園、

保育園、職員、教員の方、大変苦労されたんじゃないかと思いますが、来年以降のインフルエンザ、
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コロナに対する、集団となります学校、幼稚園、保育園についての対策というのは、コロナが収束

した、５類となった今の状況を引き続いて、また来年度以降もやっていかれるというふうに思って

おれば、そういうふうに考えておればいいんでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  惠元学校教育課長。 

○学校教育課長（惠元 朗夫君）  それでは、お答えしたいと思います。 

  議員おっしゃられるとおりのような感じなんですけど、令和５年の５月８日以降に実施している

対策と同様のこととなるんですが、来年度以降も、基本的な感染対策の考え方といたしまして、マ

スクの着用は個人の判断、手洗い等の手指衛生、教室等の換気、３つの密、密閉空間、密集場所、

密接場面の回避、人と人との距離の確保、そのようなことを引き続いて実施していくようにと考え

ております。 

  また、新型コロナの出席停止の扱いにつきましては、季節性インフルエンザと同様の扱いと現在

なっております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  松田議員。 

○議員（４番 松田規久夫議員）  子どもたちへの指導ですから、大変苦労される面もあると思いま

すが、現在と同じような感じで来年以降も進めていかれるというふうな、そういう思いで受け止め

ましたので、苦労はあるでしょうが頑張ってもらったらと思います。 

  このコロナに関しては、学校、幼稚園、保育園、そういう人が集まるところ、あるいは町役場の

職員、みんな一丸となり、私はよく頑張ったというふうに評価しております。また、数字的にも、

税や保険料の徴収率が非常に、コロナに関わらず高い数字を維持しております。この数字は、本当

に頑張った、頑張っている証拠だというふうに捉えることができます。 

  ですが、このコロナで日本経済と言いますか、地方経済も随分落ち込んでおります。それに輪を

かけたように、ウクライナあるいはパレスチナで戦争があって、原油をはじめとする資源高の影響

で、今、インフレが始まってきたんじゃないかという、こういう時期ですが、この１２月ですから、

来年以降の予算、町の財政に、インフレ対策というふうなことは考慮された予算を作成されるので

しょうか。 

○議長（南  一成議員）  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田  浩君）  価格高騰に関しては、特には入れておりません。原油高と燃料等

の値上がり、さらなる値上がりということも考えられないこともないんですけれども、現状、今の

状況としては、令和５年度の決算見込みをベースに要求するようにと、燃料についてはそういうふ
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うに思っております。 

○議長（南  一成議員）  松田議員。 

○議員（４番 松田規久夫議員）  従来と同じような感じで電気料、あるいはガソリン代等の値上が

りを配慮した予算の枠組みをするというふうな形でしょう。 

  私は、この質問を、振り返りの質問をした、これには、１つの思いがあるんです。財政的には町

の予算決算、単年度ですから、今を見とけばいい、足元だけ見とると。もしくは今年度を見とると

いうふうな感じで、将来を見るんであれば、事業計画なり、あるいは将来の推進計画とか、そうい

うもので３年、５年先、長くて１０年という形で将来を見られますが、今年度の１年の過去は見る

が、２年前、３年前という、ずっと過去から今に続いてきているというふうな、こういう見方って

いうのが、どうしても単年度決算ですから、町の職員には、連続して過去から振り返って今を見る

というあたりの発想というのが、乏しいんじゃないかという思いが強かった、そういう関係で、こ

の予算を作る、コロナが収束した６月議会でこの質問をせずに、１２月まで待ってこの質問をした

のは、足元だけ見るんじゃなくて、やはり過去も見んにゃいけん、過去を見て、現在を見て、将来

を見るんだという、職員にも意識というのを持ってもらいたいからこの質問をしたんです。 

  また、財政について聞くんですが、今後、国・県からの補助金のカットの可能性が、コロナで国

の財政も大きな借金を作って大打撃を受けていますから、来年度予算の編成というのは、ひょっと

したら、補助金削減があるんじゃないかというあたりを考慮して作られるかどうか、というのをお

聞きします。 

○議長（南  一成議員）  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田  浩君）  今、補助金という言葉でございましたけれども、いわゆる国庫補

助金とかということではなくて、私どもが予算編成で一番心配するのが、地方交付税の関係でござ

います。 

  これにつきましては、今のところ、１２月、大体、来年の地方財政対策というのも国のほうで出

ておりますので、急にカットされるとかということはありません。財源については、維持されると

いうことでございますので、そこら辺の影響の考慮はしておりません。 

  国庫補助金とかっていうと、建設工事の兼ね合いになりますので。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  松田議員。 

○議員（４番 松田規久夫議員）  １問目の最後の質問にしますが、コロナで振り返ったことを、住

民のみんなに宣伝の意味も込めて、田布施町としてこんなことをした、あんなことをしたというこ
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とで、住民に、職員は本当に頑張ったというふうに私は思っているんですが、そういうアピールを

兼ねて、町の広報紙に振り返った結果をみんなに、住民に周知するというふうな、そういうことを

される計画はありませんか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  私もホームページを何回直したか分かりませんし、刻々と変わっていきま

すし、ひどいときには毎週のように国の考え、県の考えが変わってきて、ホームページもどうやっ

て作るかという時期もありましたし、今は落ち着いてきておりますが、それを整理すると、非常に

複雑で、町がやってきたこと自体を振り返っても、非常にたくさんの事業をやってきましたが、議

員の皆さん方にも感じておられますが、国からお金が来て、町が事業をやって払う、また国から来

る、払うという、通常、こういった施策には考えられないような、その場しのぎと言ったら国にも

大変御無礼でございますが、その場の対応で施策がどんどん変わってきて、現場は非常に苦労した

というのが実感でございます。 

  議員おっしゃれましたように、１回整理をして、町として残しておくということも、当然必要だ

ろうと思いますし、私も、任期が始まってからずっとコロナとつき合ってきたような感じでござい

ますので、私自身も、またそういった整理をして、資料として残せるようにしていきたい。それが

町民の方へ提供できれば、また考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（南  一成議員）  松田議員。 

○議員（４番 松田規久夫議員）  最後の質問と言いましたが、町長が、今、国・県等からお金が下

りてきて、またそれがころころ変わって、対処するのに大変苦労されたと、そういう実感を持って

おられる、こういうふうな苦労したということを、僕は住民に知ってもらう、そういうのを広報に

何かうまいこと載せてもらえんかというふうに。 

  町のみんなも、役場職員が頑張ってコロナ対策、感染症対策をやってくれたというふうに思って

いる人、多いと思いますんで、苦労話を、実名でもいいですから載せてもろうたら、おもしろい広

報にもなるんじゃないかというふうに思いまして、この発言で２問目に行きます。 

  図書館の岸文庫、佐藤文庫についてと題しまして、町長、回答をよろしくお願いします。 

  図書館には、岸文庫、佐藤文庫がある。御存じの人は高齢者に多く、スマホ世代の若い人は知ら

ないように思う。岸文庫、佐藤文庫の読者は少数で利用は多くないが、田布施町にとって蔵書は貴

重な財産である。当然、粗末には扱えないし、良好な管理、保存が望まれる。それゆえ、私には図

書館スペースの２割程度が占有されていると思える。１０月３日に図書保管庫、建物屋上、各種帳

票、事務処理などを点検、視察した。この結果から２つの提案をしたい。 
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  １、新たに保健センターが完成し、西公民館の事務室が空室となっている。エアコンもあり温度

管理が可能なので、図書館分館としてはどうだろうか。 

  城南の吹田邸には、吹田文庫があると聞く。また、貴重な本を多数を持っておられる人も、後継

者の問題で、町に寄附したい人がおられるかもしれない。広報紙で寄附を呼びかけ、図書館分館の

宣伝をするのはどうか。 

  ２、以前提案した川の駅。交流館、図書館エリアを文教地区として、萩市の明倫館を参考に、費

用の削減が可能なプレハブ校舎を新築し、郷土館の展示物と文庫本を収納する。移転後の旧郷土館

は、町の中心部にあり、契約は解除しなくても利用方法はあると思う。 

  ２つの項目の提案をしますが、どちらかが実現すると私は大変うれしく思うんです。町長、回答

をよろしくお願いします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  お答えをいたします。 

  田布施図書館の文庫室で閲覧可能な岸文庫、佐藤文庫など、本町にゆかりのある人物の文献は、

その御親族や県立図書館から譲り受けた貴重なコレクションであり、他の図書館では類を見ない、

田布施図書館の大きな特色であり、強みと言えます。 

  文献を含めた関係資料は、文庫室にその一部が、誰でも手に取って見られるように、本棚に収め

ておりますが、大半は保管庫で保管がされております。若い方への認知度は高くありませんが、国

立国会図書館にそうした資料がなく、田布施図書館にあることを知った、全国の歴史学者や研究者

の方から問合せは多く、また、ほかの図書館へ貸し出すという頻度も増えてきております。 

  御質問の１点目は、西田布施公民館を図書館分館としてはどうか、ということでございますが、

保健センターが新しく建て替わったことに伴いまして、これまで西田布施公民館内にあった保健セ

ンターの事務室は、現在は空き状態となり、今後の活用を今検討しているところでございます。 

  議員から御指摘の御質問のありました、図書館で所有している文献、または町民の方から寄贈さ

れる資料を、その事務室を活用し閲覧や保管する御提案については、地元、西田布施や町民の方が

誇りを持ち続け、思いをはせることができる、大変有意義な活用とも思われます。 

  しかしながら、大変貴重な資料であるため、その管理・運用面に配慮した対応も求められます。 

  また、古い資料も多く、扱いも慎重に行われなければなりません。それ以上に、先ほど述べまし

た、資料を基に調査研究に応えていく図書館としての使命を果たすための体制整備も必要となりま

す。現時点でも、図書館に学芸員を配置して対応すべきレベルの専門的分野ではございますが、公

民館で一元的にレファレンスサービスが可能かなども検討を行う必要があると考えます。 
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  ２点目の郷土館の展示物と文庫本が収容できる施設の新設についてでございますが、現時点では、

現在ＮＴＴからお借りしております施設で運営していく予定といたしております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  松田議員。 

○議員（４番 松田規久夫議員）  １点目の提案は、まあ、難しいと。それで２点目は、そういう考

えはないと。というふうな形で、両方とも、まあ１点目は検討はされるか分かりませんが、なかな

か実現には至らないだろうというふうな受け止め方をいたしました。 

  徳山市は、駅前に、駅前図書館として、いいものができました。柳井市は、商工の跡地に新しい

図書館が計画されております。私、なぜ図書館が、その柳井も徳山も──あ、「徳山」と言うちゃい

けんのか。「周南」と言ったほうがええんですかね──新しくなったんだろうかという、その原因と

いいますか、そこを考えたときに、新刊本がどんどん増えていきましたら、図書スペースが足らな

くなると。 

  図書スペースを確保するには、３つの方法しかないというふうに思っているんですよ。まず、そ

の既存の本を処分する。あるいは、図書スペースをつくるために図書館を増築する。もう一つは、

新たな図書館をですね、大きな図書館を造ると。この３つしかない。 

  で、田布施町の財政では、増築も、新築も、難しいと思います。柳井市を見とったら分かるよう

に、図書館の新築というのが表に出ました、その関係で市が、住民が二分されるような、そういう

思い。図書館を利用している人間というのは、本の収納とか保管・管理という、そういう面よりも、

実際に読むのに困ってないわけですよ。管理する職員サイドからいくと、もう現状のままじゃいか

んという。だから、司書の方も本の管理には苦労されているようですし、前の司書の方も、そうい

うふうなことを言われとったというふうなことを耳にしております。 

  今の図書館でそのスペースを空けるには、大量の本を捨てるわけにいきませんから、そうした場

合に、どうしたらスペースが空くかということで、まあ２割程度ぐらい岸文庫と佐藤文庫がスペー

スを占めているだろうから、それをどこかに移せば、図書館の蔵書能力が増大するという思いがあ

って、この２問目は提案したわけです。 

  １０月３日に、その図書館の、まあ時間の関係があるから、その隅々までは見ていませんけど、

屋上のほうへ上がったり、保管庫を見たり、日頃行けないようなとこも、監査という形で点検させ

てもらいました。すばらしいと思ったのは、屋上に上がって、桜並木を見て、１０月じゃなくてこ

れが４月の始めか３月の終わりなら、桜を見ながら、ここがビアガーデンで、ビール飲んだらね、

うまいじゃろうなあというふうな、そういうふうな思いもしました。 
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  いい場所に、文教地区として、本当にですね、町の中心に図書館があって、利用してもらいたい

という思いで、何とか、新刊本もどんどん増やせるような、そういう図書館になったらいいなとい

うふうな思いでおりますので、何か、現在ある図書館のスペースを増やすような、そういう方法を

考えてもらったらという思いで、この２問目を終わります。 

  じゃあ、３問目の質問に行きます。 

  「公民館は新築せず小学校へ」と題しまして、町長、回答をよろしくお願いします。 

  急激な少子化で、現在の出生数は年間約７０人。１０年後を考えると、希望的な数字でも５０人

程度となりそうである。 

  小学校、幼稚園・保育園の将来構想を９月議会で質問し、当面は現状のままとの回答を得た。統

廃合について、住民と保護者の強い要望があれば、町の財政力の制約はあるが、可能な限り存続が

望ましい。しかし、統合のハードルを乗り越えるのは、困難と思う。近い将来、避けて通れぬ話題

だろう。現在の４校は、いずれ１校になるだろう。 

  麻里府公民館は、災害時の避難所となるので、予想される津波の高さ以上の高台に海岸から移転

新築される。他の４地区の公民館は、小学校の近くにあるが、麻里府公民館同様に、公民館の更改

が予想される。 

  中央公民館、麻里府公民館と新築だが、残り４地区の公民館は小学校に近いので、古くなった公

民館は建て替えず、小学校に移転すべきである。新築という住民費用負担を回避すべきである。将

来構想として、残り４地区の公民館は新築せず、各地区の小学校へ移転と明確にすべきと思うので、

お尋ねします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、お答えいたします。 

  学校の統廃合につきましては、令和５年９月定例会の教育長の答弁にございますように、当面は

現行の４校をできる限り存続していく方向に変更はございません。いずれは、急速に進んでいく少

子化に対して、一定の方向性を出さなければならない時期が来るものと考えてはおります。 

  また、老朽化した公民館の新築を行わず、小学校に移転してはどうかという御提案については、

それも一つの案であるというふうに認識はいたしております。 

  しかしながら、麻郷公民館と城南公民館につきましては、建物内外のあらゆる劣化、特に既に故

障しております特殊な照明器具の改修が喫緊の課題となっており、本来、建物自体の改築が望まし

いところではございますが、現在は、改修工事による長寿命化対策を見据え、検討もしているとこ

ろでございます。 
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  こうした公民館の在り方については、様々な御意見もございますので、小学校の問題も含め、今

後広く検討してまいりたいと思います。 

  ありがとうございました。 

○議長（南  一成議員）  松田議員。 

○議員（４番 松田規久夫議員）  公民館の長寿命化を含めて検討していくということですが、なか

なか、古い建物にお金を投入しても、新築並みには、大金を投入しても新築並みにはなりません。 

  それで、建て替えが無理で、その安心、安全の、人命にも影響があるようなことがしばしば発生

するようであれば、私は、小学校の児童がいなくなってから公民館機能は学校へ移転するのが、児

童の安全対策を考えた場合に、一番のいい方法だろうと思うんですが、公民館の建物が、小学校の

児童がいなくなるまでに、その公民館がもたないということになれば、少子化で教室が、小学校は

空いているわけですから、安全対策も考慮して、学校と公民館が併存するというふうな方法もです

ね、検討を、まあ早急には必要ないでしょうが、将来的には、子どもと一緒に学校に、公民館と学

校機能があるというふうな、こういうことも検討される必要があると思います。 

  この提案をしまして、本日の私の一般質問は終わります。ありがとうございました。 

○議長（南  一成議員）  以上で、松田規久夫議員の一般質問を終わります。 

  以上をもちまして本日の会議を終了し、明日は午前９時から会議を開き、引き続き一般質問から

行いますので、定刻までに御参集をお願いします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

（ベル） 

午後４時４１分散会 

────────────────────────────── 
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 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

            

           議  長  南  一成 

 

            署名議員  西本 篤史 

 

            署名議員  神田 栄治 
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令和５年 第７回（定例）田 布 施 町 議 会 会 議 録（第２日） 

令和５年１２月１２日（火曜日） 

議事日程（第２号） 

令和５年１２月１２日 午前９時００分開会 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  一般質問 

日程第３  議案第６４号 

       令和５年度田布施町一般会計補正予算（第６号）議定について 

日程第４  議案第６５号 

       令和５年度田布施町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）議定について 

日程第５  議案第６６号 

       令和５年度田布施町介護保険特別会計補正予算（第２号）議定について 

日程第６  議案第６７号 

       令和５年度田布施町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）議定について 

日程第７  議案第６８号 

令和５年度田布施町下水道事業会計補正予算（第 1号）議定について 

日程第８  議案第６９号 

田布施町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

日程第９  議案第７０号 

       田布施町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に
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午前９時００分開議 

（ベル） 

○議長（南  一成議員）  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（南  一成議員）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、松田規久夫議員、落合祥二議員を指名し

ます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 
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○議長（南  一成議員）  日程第２、一般質問を行います。 

  順番に発言を許します。伊村渉議員。 

○議員（１１番 伊村  渉議員）  おはようございます。本会議２日目ということで、一般質問ト

ップバッターです。よろしくお願いいたします。 

  質問は２問です。いずれも答弁者は東町長でお願いします。 

  質問方式一問一答で、質問事項１、田布施町内各自治会の編成。 

  現在、町内に７３の自治会がありますが、町内を分析すると、中心部と端のほうでは多くの違い

があり、麻里府地区では地域の高齢化により、１０年前と比べて３０％以上人口が減りました。特

に尾津西自治会では全戸数の４３％が独居です。班の維持、自治会の運営が非常に難しくなってい

ます。また、尾津東自治会では約２４％が独居、尾津中自治会が約２０％であります。この状態は、

各自治会の会長をはじめとする役員を受けることが危ぶまれています。また、１人が何役も受けて

いる人も複数おられます。役職の継続も難しい状態であります。人口減少は、班編成も考えなくて

はいけない状態ではないでしょうか。空き家、更地が増えていく中で、次の家に回覧を回すこと自

体、年々難しくなっている。 

  そこで質問します。 

  １、町内各自治会の運営で問題点はないでしょうか。役職について、班編成についてなど、現状

況の不満点の調査を行うことはできないでしょうか。 

  ２、町内からの配布資料、回覧について、現在の回覧配布方法で問題点はないでしょうか。 

  ３、民生委員・児童委員についての調査、現状況の人数、調査内容でよいでしょうか。 

  この３点をお願いいたします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それではお答えをいたします。 

  議員御指摘のように、少子高齢化の進行やライフスタイルの多様化など、社会情勢の変化により、

多くの分野で個の努力や行政の取組だけで対応が難しい課題が増加し、地域や事業者など、様々な

担い手による協働のまちづくりが必要となっていますが、地域の基礎的な組織である自治会におい

ても、役職の担い手の確保や負担の増加など、多くの問題を抱えられているのが現状であることは

十分認識いたしております。 

  それでは、御質問第１点目でございますが、町内各自治会の運営で問題はないのか、また、役職

や班編成など、現況の不満点の調査を行うことはできないかについてでございますが、基本的に自

治会内の役職や体制、また、班といったものは、自治会で規約をもって決めるとされております。
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昔は、区長制度という中で町がお示ししてきたこともございましたが、現在では、町が自治会に対

して指示をしたり示すということはできませんので、あくまで自治会の中で十分話し合っていただ

き、規約でもって決めていただいたらというふうに思います。 

  また、各地域でも、例えば、今後の公民館の運営をどうするかなど話し合っていただき、見直し

ていただけるものがあれば、現状に即したものとして町としても対応させていただきたいというふ

うに思います。 

  なお、毎年、各地域の自治会長さんと意見交換会などを通じ、様々な意見、御要望を頂いており

ますし、また、各地域ごとの特性もございますので、改めて町として自治会の不満点などを調査す

るということは現在の時点では考えておりません。また、自治会連絡協議会とも協議をして、連絡

協議会のほうで実施するということであれば可能かなという気はいたします。 

  ２点目の町から配布資料について、現在の回覧方法で問題はないのかについてでございますが、

自治会長の皆様には月２回の回覧配布業務をお願いしているところでございますが、議員御指摘の

ように、空き家や高齢化の問題もあり、月２回の回覧配布が御負担となるような御意見があること

は承知いたしております。 

  町といたしましても、こうした回覧配布の在り方を見直そうと、過去、月２回から１回に変更し

てはという案をお示しをしたことがございます。その案を令和３年３月に田布施町自治会連絡協議

会にお諮りをいたしましたところ、協議会の委員の御意見としては、メリットは、持ち帰る回数が

減るというメリットがあるんですけれども、他方、デメリットとして、１回になると持ち回る量が

増える、そして情報伝達が遅くなるといった御意見もございました。さらに、近隣住民との付き合

い方が希薄になっている中で、業務を理由に訪問する機会があれば情報交換ができるし、地域の絆

もできるといった意見もあったり、協議会委員の反対多数で回数を減らすことは見送られた経緯が

ございます。 

  私は、今のままでの回覧方法で問題はないとは考えておりませんが、自治会長の負担軽減対策と

して、１回に持ち帰る回覧物の量を抑えるため、情報を発信する側が情報を取捨選択すること、ま

た、議会だよりや町民だより等の配布物の時期が重ならないように工夫・調整するなどの対策を引

き続き考えるように指示をいたしております。 

  ３点目は、民生委員・児童委員につきましてでございますが、本町におきましては、県条例によ

り４４名となっており、この人数には主任児童委員の３名を含んでおります。地域の身近な相談相

手として相談や支援などの活動をなさっておられるほか、高齢者保健福祉実態調査など、地域の把

握に努められております。 
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  国が定めております配置基準は、７０世帯から２００世帯に１人となっており、世帯数が比較的

少ない自治会では複数の自治会から１人を出していただくなど、地域の実情に応じた配置とさせて

いただいております。 

  しかし、少子高齢化の影響で、支援の対象となる高齢者の方が増える一方で、民生委員をお受け

いただく方を探すことが難しくなってきており、自治会と協力しながら人選に当たっているのが現

状でございます。 

  今後も、民生委員・児童委員の方の活動支援に努め、負担の軽減について探ってまいりたいと考

えております。 

  全ての地区について言えることでございますが、本町の将来の人口の推移は、思った以上に早い

スピードで少子高齢化が進んでいると感じております。議員言われるように、とりわけ、町内の中

心部から離れた地区は、コミュニティーの維持、また、町民生活や集落機能の維持が困難となるな

ど、人口減少に伴う衰退は深刻な問題となっており、そこに暮らす方々の不安や懸念について、私

も城南に住んでおりますので、十分承知をいたしております。 

  公約に掲げております「支え合い、共助のまちづくり」をより一層進めるとともに、地域の支え

合いの仕組みづくりのため、今後、どういったまちづくりや地域づくりができるか、地域の皆様と

一緒になって考えていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  伊村議員。 

○議員（１１番 伊村  渉議員）  ありがとうございます。さらさらっと言葉で返答をさせていた

だきましたけど、今現在、非常に困っておられる自治会、尾津西自治会であろうと思うんですけど、

１年ごとに自治会長を受けなくてはいけないというような状況で、次に受けられる方も、「病気を併

発してどうなるか分からない。こういう状況じゃあ、みんなに迷惑をかけるし」というような話も

聞きまして、他地区の自治会の話であっても、当然、我々、尾津東、尾津西、尾津中という海岸べ

りの３自治会は、同じような雰囲気、状態であります。その中で、尾津東は今現在３７戸、自治会

長、副自治会長、それから会計、それから班長という主立った役を受けられれば、班が４班あるの

で、７名の方がこの役で埋まるというような状況。それに、社会教育部長、補導委員、社会福祉協

議会のほうから福祉委員というのが２名さん。社会教育部長と補導委員は１名ずつなんですけど。

これと、神社が２つありまして、高松様を受けるところと住吉神社と、麻里府地区はこの２つの神

社を受け持っておるので、その氏子ということで、これが任期が４年、総代が１名、これで１名ず

つ埋まりまして、それから、我々の地区はテレビが映らないので、テレビ組合というのをつくって、
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そこでまた役員を選出しておるという状況で、これには麻郷の戎ケ下も入っております。その流れ

の中でいくと、８名さんの人員が要りまして、最初の７名からいうと、１５名の方が役員としてつ

くような形になろうかと思います。そして、その下にまた婦人会さんとか敬老会さんとかいうよう

な役がありまして、子ども会もあったんですけど、現在はもう子どもが１家族さんしかいないので、

子ども会もなくなりました。一応、行事にしては部落が担当すると、自治会が担当するというよう

な形に、今現在はなっております。 

  そこらでちょっとお尋ねをするんですけど、社会教育部長の活動内容、それから補導委員さんの

活動内容、それから社協さんのほうの福祉委員さんですか、これの活動内容がどういうふうなもの

かを教えていただいたらと思います。 

○議長（南  一成議員）  長谷社会教育課長。 

○社会教育課長（長谷 満晴君）  お答えいたします。 

  社会教育課関連で申しますと、社会教育部長会に関しましては、自治会制度以前の区長区制度当

時、昭和５２年から麻郷地区で設立されてから、地域の人権問題に関する重要な役割で、その啓発

に携わっていただいておりましたが、自治会役員の一つという位置づけになってからは、あらゆる

地域課題について、自治会役員の一つとして、人権にとらわれず、様々な活動を自治会の中で担っ

ていただいている、そういうところでございます。 

  あと、補導委員会に関しましては、田布施町青少年健全育成会議の中の補導委員会が各地区設置

されておりまして、街頭補導に関して、補導パトロールを主にやっていただいておりまして、また、

青少年健全育成に関する啓発活動、そういったものも担っていただいているところでございます。 

  以上です。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  福祉委員のほうでございます。近年、少子高齢ですとか核家族化

が進行して、地域住民のつながりであるとか関係が希薄になっておりまして、福祉課題も多種多様

化しておるところでございます。公的機関ですとか民生委員・児童委員さんだけでは、地域の全て

を把握して支援することが難しくなっております。地域で実際に生活している方に、地域の細かい

部分まで見逃さないアンテナ役として福祉委員を設置して、そういった公的機関であるとか、民生

委員・児童委員へのつなぎ役として御協力を頂くということが仕事といいますか、そういった役割

ということです。 

  で、自治会から推薦されて、田布施町社会福祉協議会の会長が委嘱をしております。自治会の事

情で、任期１年であるとか、任期は一応原則２年でお願いしているということで聞いておりますが、
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自治会の事情で、任期１年であったりとか、班長さんが兼務される自治会もあると聞いております。 

  今申し上げましたように、福祉委員の役割は、地域での福祉活動を推進することでありまして、

民生委員・児童委員さんと相談して、協力して、地域のさりげない見守りをお願いをしておるとい

うところでございます。 

○議長（南  一成議員）  伊村議員。 

○議員（１１番 伊村  渉議員）  ありがとうございます。今の報告でお聞きしたんですけど、今

の福祉委員さん、この２名の方なんですけど、これはもう今、東、中、西という流れの中で、民生

委員さんが１名おられまして、中郷、上郷、見田団地で１名、麻里府地区の場合は２名の方の民生

委員さんで運営されておるというような流れであろうと思うんですけど、なかなか尾津西のことが、

東の民生委員さんがなった場合に、尾津西のことはなかなか把握しにくい。コロナの部分で途切れ

た部分もあったんじゃろうと思うんですけど、やっぱり自治会に民生委員さんがおられれば、特に

独居の家は、ちょっと具合が悪うなって入院したというようなケースの場合もありますし、なかな

か高齢化というのがいろんな部分で、クレームをつけるというか、そういう流れで非常に足かせに

なっております。 

  ほいじゃけえ、今の福祉委員というのが各自治会から２名さん出ておられるんですけど、これが

非常に役割として重要な部分じゃないかと思いますし、また、民生委員さんのフォローをしていた

だいておるというような役柄じゃろうと思います。 

  それと、社会教育部長ですが、これは様々な活動の流れの中でそういうお手伝いをしていただく。

これもまた、なくてはならない部分で、ただ、補導委員さんというのがおられるんですけど、これ

は子どもを中心とした活動の中で仕事をしておられるので、地区によっちゃあ、補導委員さんとい

うのは、なくてもいいんじゃないかというようなところもあろうと思うので、そこらは地域によっ

て分けていただいて、そういう町から指導をするということはできないんでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  こうした話は、自治会長さんとの意見交換会の中でも随分出て、お話も聞

いております。で、結局、町の関係だけじゃなくて、青少年健全育成町民会議、田布施町の社会福

祉協議会、そうした各団体の役というものがありますので、町だけでは、なかなかやめますとか、

増やします、減らしますというのが言えないんですけれども、そうした御意見は既に頂いておりま

すので、全体で教育委員会を含めて、そうした社協さん、町民会議と一緒に、今後の役員の出し方

について話し合うようにいたしておりますので、それについては検討しているということで、もう

少し時間を頂いて、議会にはまた御相談をして、見直すべきところがあればやっていきたいという
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ふうに思います。 

○議長（南  一成議員）  伊村議員。 

○議員（１１番 伊村  渉議員）  そういうところを、とにかく地域によって非常に格差があるの

で、そこらを重点的に配慮していただいて、お願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

  それでは、２の町からの配布資料、現在の配布方法で問題はないかという質問をしましたけど、

これも月に２回、町から木曜日ですか、水曜日の夕方かにお配りをしてんじゃないかと思いますけ

ど、これも唐突な意見かも分かりませんけど、郵便であるとかとような配布方法というのは考えら

れんわけですかね。 

○議長（南  一成議員）  森総務課長。 

○総務課長（森   清君）  今、回覧方法の郵便というところについては考えておりません。 

○議長（南  一成議員）  伊村議員。 

○議員（１１番 伊村  渉議員）  分かりました。それでは、極力、そこらの地域とのコミュニケ

ーションを取りながら、回覧の配布方法もいろいろ検討していただいて、ほかでどういうことを、

どういう配布をしておられるかというところも考えていただきたいと、調べていただきたいと思っ

ております。 

  それと、民生委員・児童委員、この件についてですが、これはもう、今お聞きするのには、国の

定めでそういうことになっているということなので、どうしようもできんと思うんですけど、先ほ

ども言いましたように、福祉委員さん、各自治会から２名さん出ておられますので、この方と民生

委員さんとのコミュニケーションを、情報の共有といいますか、そういうところはもうしっかりと

できるような体制を取っていただきたいと思います。そういうことで、１の質問はこれで終わりた

いと思います。よろしくお願いします。 

  それでは、２の質問に移ります。 

  質問事項２、町内緊急避難時の連絡網。 

  近年の雨は、線状降水帯の発生により１つの場所に集中的に降る豪雨が多発して、全国では至る

ところで土砂崩れ、土石流災害、河川の氾濫により、貴い命が奪われております。町内でも毎年の

ように避難場所の開設案内が町内放送により行われ、被害も発生しています。 

  町内各公民館や避難場所に避難時の避難備品などが設置してあり、年に１回程度は避難訓練を計

画し、実行した自治会もあり、地域住民の避難意識が昔とは様変わりして高くなっていると思われ

ます。 
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  そこで、避難発生時、地域住民への連絡方法と、避難支援の必要な避難者・高齢者の移動手段が

大事であります。また、住民の高齢化により、独居家庭の場合、住居環境が刻々と変化をすること

が多く、絶えず情報の共有を自治会内で把握が必要であります。 

  そこで質問をします。 

  １、風水害、高潮などで避難指示が発動されたとき、連絡方法の対応は、自治会、地域消防団と

の連携はできていますか。 

  ２、移動方法はどのような方法を取りますか。 

  ３、要支援者の場合の避難はどのようにしますか。 

  以上３点をお願いいたします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それではお答えをいたします。 

  １点目の避難指示の連絡方法等についてですが、高齢者等避難や避難指示など、避難情報を出し

た際は、町のホームページや防災行政無線、田布施メールや自主防災組織の連絡網を活用し周知す

るとともに、現在準備中のＬＩＮＥ公式アカウントでは、災害や防災の情報をより多く皆様にお伝

えするために、災害用メニューの導入も検討いたしております。 

  なお、城南地域と西田布施地域の自治防災組織は、結成してまだ間もない組織であるため、これ

までは自治防災組織の連絡網の活用を控えており、これまでどおり、町から各自治会長様へ直接連

絡をして、自治会の連絡網を活用していただくということにいたしております。 

  次に、消防団との連携につきましては、必要に応じて団長・分団長や部長へ直接、町から連絡を

取っております。 

  ２点目の移動方法についてですが、避難の移動につきましては、それぞれの事情で異なりますが、

原則、本人や家族、また、地域の支援を受けて避難場所へ移動いただいております。 

  ３点目の要支援者の避難についてですが、避難情報を発令した場合、現在の手挙げ方式の登録者

には町が直接連絡を取っており、避難の移動につきましては、それぞれのプランで異なりますが、

原則、タクシーなどを利用し避難をしていただいております。 

  なお、今年１０月１日より施行しております田布施町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に

関する条例や規則に基づき、対象となる避難行動要支援者と避難支援をする方のマッチングを行い、

一人一人の状況に合わせて個別避難計画を作成していきます。その名簿情報等を、平時から避難支

援者等実施者と共有して関係づくりを促し、災害時に逃げ遅れがないように取り組んでまいります。 

  以上でございます。 
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○議長（南  一成議員）  伊村議員。 

○議員（１１番 伊村  渉議員）  ありがとうございます。１の風水害での避難が発動された場合、

この連絡方法、まずは自治会長に連絡をすると。例えば、自治会長に連絡が行かなかった場合とい

うようなケースが今までにありましたか。 

○議長（南  一成議員）  森総務課長。 

○総務課長（森   清君）  今までも、自治会長がお留守の場合もございました。そういった場合

は、次の班長のほうに回したりとか、何度も何度も自治会長には連絡するんですけれども、次の方

に連絡を取るようにということで対応していると思っております。 

○議長（南  一成議員）  伊村議員。 

○議員（１１番 伊村  渉議員）  とにかく連絡が取れないようなケースがあろうと思うんですよ

ね。そういう場合に、いかに早く連絡ができるか、そういうことを絶えず考えておかないと、もし

も何かあったときに、今まで田布施町では、あんまり大きな災害が起きてないんでですね、なんで

すけど、いつ何が起こるか分かりませんので。ちょっと調べてみると、東日本大震災の岩手県です

かね、南三陸町防災計画というのがありまして、この南三陸町は大変な災害を受けまして、防災か

ら減災へという方向に進んでおると。災害の発生を防ぐということに加え、減災、災害の発生時に

おいて、いかに被害を最小限にとどめるかといった考え方を基本にしていますと。たとえ被災した

としても、人命を失わないことを最重視した上で、住民の方々が自らを守る自助、地域社会がお互

いを守る共助、そして、町や国、県などによる公助が適切に役割分担されることを目的とした内容

で構成されていますと。それと、最低３日間、推奨１週間分の備蓄をお願いしておる。東日本大震

災からの経験で、各家庭、企業、最低３日分の水や食料、備蓄をお願いしますと。そういうことを

絶えず耳に入れながら、防災だけでなく、減災ということも考えていかなくてはいけないんじゃな

いかと思います。それにはやっぱり避難訓練、年に必ず１回は避難訓練を行うというようなことが

大事になってくるんじゃないかと思うんですけど、今までに町内の自治会で何回ぐらい訓練をされ

ましたかね。 

○議長（南  一成議員）  森総務課長。 

○総務課長（森   清君）  まず、最初の三日の備蓄のことについてなんですけど、これについて

は、町の広報とかホームページに、３日間の備蓄のことのお願いは呼びかけているところでござい

ます。 

  避難訓練については、各自治会で、その訓練内容というのはちょっといろいろ濃淡があって、麻

郷地域であれば２年に１回やられていたりというのもありますし、各自治会によってそれぞれお任
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せしているところもございます。町としては、ぼうさいフェスタなどを通じて訓練をしているとい

うところでございます。 

○議長（南  一成議員）  伊村議員。 

○議員（１１番 伊村  渉議員）  ありがとうございます。避難訓練は、とにかく非常に一番大事

な部分でありまして、訓練をすることによって、緊急時に落ち着いた対応ができるということがで

きるんじゃないかと思うんですよ。こういう一般質問でも、質問事項がある程度用意をして段取り

をするから効率的に動くのであって、突然何があって、さあ何をしたらええか、どこへ行ったらえ

えか、うろうろするだけでどうしようもできんというような状況にもなろうかと思うので、この避

難訓練は、町が主体性を持って各自治会に、どういうことを提案したらここの自治会でその訓練が

できるかというようなことも提案をしながら、まずは１回やってみなさい、そういう流れの方法は

取れないもんじゃないかと思うんですが、そこらはどうでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  森総務課長。 

○総務課長（森   清君）  町として、自主防災組織に対してどういった提案をできるかというの

は、ちょっと考えてみたいと思いますが、おっしゃるとおり、本当に避難訓練というのは大事な、

常日頃からやっておかないといけない行動だと思っていますので、どういうことが自主防災組織に

対してお話ができるかというのは、ちょっと考えてみたいと思っております。 

○議長（南  一成議員）  伊村議員。 

○議員（１１番 伊村  渉議員）  ありがとうございます。そこらはとにかく、まずは１回訓練を

してみるということを前提に考えてもらいたいと思います。 

  それと、この南三陸町は、避難の方法として、今、２の移動方法というのがありますが、要支援

者の場合にはタクシーを使うとか、そういういろんな方法を、今現在取っていますというお答えで

あったと思うんですけど、風水害、南三陸町の場合の地震発生の場合のことを限定に言いますと、

避難の原則は徒歩による避難というのが原則にしておるんです。それはなぜかというと、家屋の倒

壊やら道路の損傷、渋滞や交通事故の発生などのおそれがある。だから徒歩で避難をしなさい。や

むを得ず車を使用する場合、例えば、先ほど言いました要支援者ですね、そういう方に使用してい

ただいて、健常者、特に歩ける人は徒歩で避難をしなさいという、原理原則といいますか、そうい

うところまで踏み込んでそういうことを決めておる。こういうことも大事じゃないかと思うんです

よね。この原則を徹底することに併せ、高齢者や障がい者をお持ちの方など、避難行動に支援を必

要とする方々の避難には、車の使用も想定される。そういった例外も踏まえ、警察、その他関係機

関と、避難が安全かつ確実に避難できる方法についてを検討しているというようなことが書いてあ
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りますので、そこらも十分把握されて、そういうこともやっていただきたいと思いますが。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  今おっしゃいました避難訓練、大変重要だろうと思います。津波なのか、

高潮なのか、河川の氾濫なのか、土砂災害などで避難の方法が全く変わるわけでございます。今お

っしゃられたのは、本当に津波で今南海トラフが来ますと、もう１０分、２０分で何十メーターと

いう津波が来るという地域にとってみれば、本当に避難訓練というのは、もう何分が命の生死が分

かれるということになりますので、具体的にやるということになります。 

  で、避難訓練ですけれども、津波の訓練というのは、津波の波、やっぱりその海岸沿いから麻郷、

東田布施のほうまでやるということですから、そのときには当然、地震がその前に起こっているわ

けですから、地震の後に津波が来る、どういった避難行動をとってもらうのかということで、麻里

府、麻郷、東田布施で連携してやるということが必要だろうと思いますし、田布施川とか灸川の場

合ですと、西田布施と東田布施。これはもう、雨が降るというのは大体分かるわけで、最近はです

ね。だから、あらかじめ分かっておいて、あらかじめ避難するんですから、やっぱりそれなりの方

法があります。今、伊村議員がおっしゃられました津波の場合は、いきなり起こっていきなり避難

するということですから、本当にある程度マニュアルが決まって、自動的に住民の方が動くという

ことでないとですね。先日も町のほうで、国のほうから来ていただいて訓練をやったんですが、地

震が起こるという訓練をやったんですが、次から次にこういった災害が起こってる、救助を求めら

れている、死者が出ている、ここは家屋が倒壊している、津波が来るというのを１回に出されて、

職員もそれをどうさばくかという訓練をやったんですが、なかなか地震・津波のときには、普通、

予定どおりに意思のあれが進むんですが、なかなか職員も対応にうろうろしてできなかったと。で

すから、そういう経験をして、そういうときに混乱しないと言うんでしょうかね、こういうのが１

回に起こるという職員も経験をさせていただいたので、次はもう一回訓練をやっても落ち着いて対

応ができるんじゃないかな。そういう経験、ですから、避難訓練もそうした経験をみんなが持って

いただくということが重要かなと思いますので、自主防災のほうへ町から、津波のことが今、地震

を含めて国のほうも言われておりますので、目的を絞った訓練というのは、町のほうから提示をし

てやってみたいと思いますし、灸川のほうは毎年のように避難勧告を出しておりますので、大体こ

ういった形というのはお分かりになっているかと思いますが、そうした何通りの避難訓練もいろい

ろ考えて、実効性のあるものにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（南  一成議員）  伊村議員。 

○議員（１１番 伊村  渉議員）  ありがとうございます。それと、水害ですけど、５年ぐらい前



 

 
 

- 118 - 

に、岡山県の真備町というところで大きな水害が発生したと思うんですね。これは、岡山の高梁川

という一級河川じゃろうと思うんですが、これが氾濫をした。そのときに、岡山県全体で６４名の

方が亡くなられて、真備町で５１名の方が亡くなられて、そのうち要支援者、介護が必要な人が４

２名亡くなられておるんですよね。ということは、この要支援者が必要な方が亡くなられたという

のは、やっぱり事前に支援者や避難方法を決めておく必要があるという結論を出しちょるんですね。

家屋が倒壊をするとか、住むところがなくなるとかいうことは大変なことですけど、命がなくなる

よりもいいわけで、いかに要支援者を避難させるかということも非常に重要な部分じゃろうと思う

んです。そういうことも踏まえて、避難訓練ということを十分考えられて、いざというときにうろ

たえないで対応ができるような行動を取っていただきたいと思います。ということで、私の２問の

質問をこれで終わらせていただきます。 

○議長（南  一成議員）  以上で、伊村渉議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（南  一成議員）  次に、河内賀寿議員。 

○議員（８番 河内 賀寿議員）  それでは、一般質問をいたします。質問事項は２問で、一問一答

でお願いいたします。質問の相手は、２問とも東町長でお願いします。 

  質問事項１は、電気自動車（ＥＶ車）の充電器、もっと設置できないかということで、東町長、

またお願いします。 

  町内の５カ所に電気自動車の充電器が最近設置されました。麻里府の馬島の波止場では、観光前

に充電器をつなぎ、帰りに満タンで帰れるなどの用途の説明がありました。役場周辺だと、保健セ

ンターの前に１基設置されております。 

  国の補助などで、役場の公用車もＥＶ化、徐々に進み、民間のＥＶ車も毎年台数が増えて、立地

のいい役場、充電器の使用頻度もますます増加するはずです。 

  問題は、１基だけでは充電待ちの列がいずれできると思います。今のガソリン車ならほんの２分

程度で補給できますが、電気はまだまだ時間がかかります。急速充電器か普通充電器かなど、設置

コストの差はあるであろうが、立地のいい場所の充電器を３基などに増やせないか。もちろん、新

たな設置予定などあれば、説明をよろしくお願いします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  それではお答えをいたします。 

  町役場敷地内における電気自動車の充電器につきましては、保健センター前に設置した急速充電

器１台とは別に、町役場正面入り口の横に、６キロワットの充電器２台を新たに設置をする予定と
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いたしております。本定例会に議案として提出させていただいているところでございますが、町有

地の賃貸を無償することで、前提として、町の負担なしに民間事業者が設置をすることといたして

おります。設置予定期間は、令和６年４月以降を予定しております。設置後も、料金設定、徴収、

維持管理については、全て管理業者が行うこととなるため、町の負担なくサービスを提供すること

が可能となっております。 

  なお、これとは別に、図書館、スポーツセンター、のんびらんど・うましま駐車場に各２基ずつ

設置されることとなっております。 

  設置基数を増やしてはどうかというお尋ねでございますが、脱炭素化への流れや国庫補助金を活

用した町負担がない民間事業者の事業ということで、大変有意義な取組ではないかなというふうに

思います。一方で、利用者数の見込みが立ちにくいこと、また、来庁者向けの駐車場の台数に限り

があることを考慮いたしますと、町役場については、まず、目につきやすい入り口付近に２台置き、

急速充電器と合わせて３基ということで利用者数の推移を見守るとともに、今後の補助制度や民間

事業者の動き等を踏まえ、判断してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  河内議員。 

○議員（８番 河内 賀寿議員）  今の最後ら辺の答弁なんですけど、まだ役場の立地のいいところ

もある、考えながら、また何基か増えそうな話でしたので、ぜひよろしくお願いします。 

  ２問目は、町役場、新築できないかということで、東町長、またよろしくお願いします。 

  最近、上関町、平生町と、役場が新築されました。５０年たち、寿命が来たための新築や、合併

し、自治体が大きくなったことによる新築など、国の補助金や独自財源など、新築予算は日本中で

いろいろだと思います。本町も、前町長時代に新築の議論はありましたが、結局、耐震補強しただ

けで終わりました。 

  南海トラフ地震や津波はいずれ来ます。本町も上関町や平生町役場に倣い、新築できないでしょ

うか。４階建てないし５階建てなら、津波からの避難所としても使用できます。場所は、現在の役

場の駐車場にするか、別の場所にするかなど、今後、また議論すればいいと思います。 

  それでは、町役場の新築できないかということで、町長、お願いします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  お答えいたします。 

  御承知のとおり、東日本大震災や熊本地震、そして、毎年のように集中豪雨などの大規模災害が

多発しており、改めて、防災・災害対策を担う庁舎機能の重要性が認識され、耐震基準に満たない
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自治体では、庁舎の建築・建て替えに取り組まれております。 

  本町では、平成２７年に、庁舎問題等町民検討委員会や町議会の庁舎問題等調査研究特別委員会

で、庁舎への対応が話し合われました。その結果として、本町の場合、庁舎は建物の構造面を耐震

補強し、同時に老朽化対策を図ることとした方向性が出され、これを受け、平成３０年度に耐震改

修工事を行いました。 

  しかしながら、これまでの大規模災害では、庁舎に構造面で耐震補強を行い、建物の倒壊・崩壊

は免れたものの、庁舎内部が損壊し、防災拠点として機能せず、復旧作業や被災者支援の窓口設置

等が遅れ、機動的に対応できなかった自治体も事例としてございました。 

  庁舎内には、町民生活に関わる多くの機能、大切な情報が集約されており、これらを守り、役場

としての機能を維持しつつ、大規模災害時には防災拠点としての役割を果たすには、将来的にはさ

らなる検討もしていかなければなりませんが、多額の経費もかかり、十分な検討と町民の皆様の理

解が必要となります。 

 私は、現在の財政状況を鑑みますと、伝統と格式のある現庁舎をできるだけ長く大切に使ってい

きたいと考えております。 

  なお、今年度は４年ぶりに、庁舎の内壁・外壁のひび割れや建物の傾きについて、約１,８００カ

所の建物点検を実施いたしましたが、いずれも点検結果は問題なしとの判断を頂いております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  河内議員。 

○議員（８番 河内 賀寿議員）  新築よりも、やはりね、補強で頑張られたので、悪くない答弁と

いうか、立派だとは思いますけど。 

  役場は、建設当時は、２階・３階は吹き抜けのモダンな構造でしたが、途中で今のような普通の

２階・３階の構造に改築されました。万一、直下型地震などが起きたら床が抜けるのではと、町民

の心配事もありましたが、今の話で大丈夫と思うんですけど、念のためですけど、床が抜けるよう

なことはないようなことは大丈夫でございましょうか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  御心配いただきありがとうございます。耐震のほうは基準を満たしており

ますので、議員おっしゃるのは、内部が影響を受けて業務に支障が出るということは当然考えてお

ります。そういったことを予測しないと、想定外とは言えませんので、新築の建物も壊れたりする

ということがもう事実として起こっておりますので、もう被害を受けるというのを前提に、保健セ

ンターもできましたので、そういったときにどういうふうに機能させるのかというのは、もう想定
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をして対応するということにいたしておりますので、そういうことがないことを願っておりますが、

もしくは、そうあっても大丈夫なようにリカバリーをするということをマニュアル化して訓練もい

たしております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  河内議員。 

○議員（８番 河内 賀寿議員）  ありがとうございます。結局、役場のこっち側のほう、吹き抜け

を潰して、今みたいな２階・３階になったんですけど、今の答弁だとちゃんと補強されているので、

床が落ちるようなことはないのでございますね。お願いします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  耐震補強のときに確認をいたしました。私も入ったときは吹き抜けだった

んですが、そんなに負荷はかかっていないということで、耐震にはほとんど影響がないということ

でございましたので、大丈夫だろうという判断でおります。 

○議長（南  一成議員）  河内議員。 

○議員（８番 河内 賀寿議員）  どうもよろしゅうございますね。床の問題はこれで聞いてよかっ

たなと思っております。 

  本題なんですけど、前町長時代に、どこに移動するかというので結構お話がありましたけど、全

然、新築の予定はないでございますか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  いずれかは、いずれはやっぱり、これも１,０００年もつわけじゃございま

せんので、時が来れば建て替えるということもありましょうし、そのときの社会情勢、財政状況で、

どういった地方自治制度になっているかというものも分かりませんので、そのときに住民負担がな

い、住民サービスが提供できない──多分、世の中も随分変わっているんだろうと思います。役場

へ来て申請をするというふうな状況じゃないかなということに思います。デジタル化が進んでおり

まして、もうタクシーもオートで走るとか、無人のバスが走るという時代ですから、多分、御自宅

からスマホか何かで申請していただけたら、役場に来るようなことはないような時代になっている

ことを願っております。そういった時代であれば、そういったデジタル化に対応した、今とは違う

コンセプトの庁舎というものが想像できますので、そのときには、つくらないと言っているわけじ

ゃございませんので、いずれ更新の時期も来ますので、そのときには十分、そのときに合った庁舎

をつくりたいということでございます。 

○議長（南  一成議員）  河内議員。 



 

 
 

- 122 - 

○議員（８番 河内 賀寿議員）  ありがとうございます。ちゃんと設計の段取りの段階で、床が抜

けないという概念を今聞きましたので、安心いたしました。 

  ３階、４階建て、５階建てとか、本当、何というんでしょう、ビルディングみたいな形にはなる

と思いますけど、どうでしょう、全然そこまで予定していないですかね。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  建て替えるとすると、というお話を今ここであんまりしたくないんですけ

れども、すればですね、それは上がマンションで、下にコンビニがあって、いろんな事業者が入っ

てということが都会のほうでは当然やっておりますし、多目的に使うという。ここにそれが建てる

かとなると、随分雰囲気が違うんじゃないかと思いますので、公共、今の役場機能で考えると、こ

れほどの大きなものは要らないような気がいたします。もうそれぞれに合った、広域で、柳井広域

でいろんな施設を共有しながら、行政サービスも随分変わってくると思います。国・県や県制度が

あるのかないのかも分かりませんし、随分変わってくると思いますので、それに見合った行政機能

を持った建物ということで考えるのかなという気が、今しております。４階・５階建ての高層のマ

ンションの中に役場が入るのかも分かりませんが、それはちょっと今、私、答弁ができませんので、

お許しいただきたいと思います。 

○議長（南  一成議員）  河内議員。 

○議員（８番 河内 賀寿議員）  やはりまだ、ビルディングになりそうな話はあっても、まだ相当

先の話だと思いますので、今の御答弁だと問題なさそうですので、いずれ新築もあるというときが

もし来たときにはまたよろしく、議論をよろしくお願いいたします。 

  大体このくらいで私の質問は終わりますので、皆さん、どうもありがとうございました。 

○議長（南  一成議員）  以上で、河内賀寿議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（南  一成議員）  次に、落合祥二議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）   それでは、最後の質問になりますが、通告に従い２件の質問を

いたします。 

  質問方式は１問１答で、答弁は町長にお願いします。 

  まず１問目の、田布施・平生水道企業団の解散についてです。 

  令和５年３月に策定された山口県水道ビジョン（広域連携シミュレーション編）では、水道事業

は施設老朽化に伴う更新需要の増加や、人口減少に伴う給水収益の減少、水道職員の減少による技

術力の低下等の様々な課題が山積しており、これらの課題解決の方策の一つとして、事業者間の連
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携による基盤強化や、スケールメリットの創出を目的とした広域連携の推進が重要とされています。 

  こうしたこともあって、柳井市、田布施町、平生町、上関町、周防大島町の１市４町と、田布施・

平生水道企業団、柳井地域広域水道企業団の２企業団では、令和７年４月１日を目途に水道事業経

営の一体化、経営統合とも言いますが、それを検討しております。 

  そのスケジュール案の中に、令和６年１２月に田布施・平生水道企業団解散というふうにありま

す。田布施・平生水道企業団解散について、町長はどのように考えておられるのかお尋ねします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  お答えをいたします。 

  昨日の神田議員の一般質問にもございましたが、柳井地域における令和７年４月の水道事業の経

営統合に向け、各構成市町の水道事業が柳井地域広域水道企業団に統合する手続を進めてまいるこ

ととなります。 

  一部事務組合でございます柳井地域広域水道企業団の中で、同じ一部事務組合である田布施・平

生水道企業団がそのままの構成団体となることはできないことから、今後、広域化に向けた協議が

順調に進めば、本町及び平生町におきましては、一部事務組合でございます田布施・平生水道企業

団の解散手続を行うこととなります。 

  その際、現在の田布施・平生水道企業団の財産は、一旦、両町に配分するのではなく、そのまま

柳井地域広域水道企業団に無償譲渡という形で進め、手続も簡単になるということで、県から説明

を受けております。 

  田布施・平生水道企業団は、昭和４３年４月の発足以降、渇水や事務所等の施設の移転など様々

な問題に直面しながら、田布施・平生両町の家庭や事業所に安心・安全な水を供給してきたところ

でございます。 

  しかしながら、今後見込まれます人口減少に伴っての水道収益の減少や、施設・管路の更新、専

門的な技術を持った職員の確保などの課題に対応し、未来の世代に責任を持って水道インフラを受

け継いでいくためには、水道事業の経営統合は避けて通ることができません。 

  議員の皆様には、これまでどおり説明を重ねてまいりましたが、今回の機会を逃すことなく、持

続可能な水道事業を確立するため、御理解と御協力を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  落合議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）  それでは、再質問いたします。 

  令和７年４月の経営統合の、一応目標に合わせて解散するということですけども、具体的にはい
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つぐらいになるんですか、考えていらっしゃるんですか。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  令和７年４月１日には経営統合、つまり、今までの柳井地域広域

水道企業団というのは、各水道事業体に水を供給する用水供給事業しか行ってこなかったという団

体なんですが、令和７年４月１日からは、各構成市町が水道事業から手を引くことによりまして、

末端水道まで担うということで、令和７年４月１日から新しくスタートするということになります。 

 ですから、今の再質問に対してのお答えになっているかどうか分からないんですが、令和７年４月

から、そういった形で新しく担う業務、担う事務といいますか、そういった事業が新しくなるとい

うことでございます。 

○議長（南  一成議員）  落合議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）  今の回答の関係からちょっとお聞きするんですけども、神田議員

さんの回答の中に、田布施水道企業団の浄水場は残すと、それからあと、セグメント会計ですね。

分けてそれぞれやるから、水道料金をそれぞれの１市４町によってそれぞれ違ってくるわけですよ

ね。 

  そういったことから、今言われたように水道事業をやるから、今の一部事務組合の中に、また一

部事務組合はつくれなくなるということであると思うんですけど、以前は、町長はその辺で財産の

問題とかいろいろあって、県知事にもいろいろ相談せにゃいけんというんで言われていましたけど

も、この解散問題は当然、経営統合の柳井広域、１市４町の経営統合の関係から出てくるわけです

けども、そういう関係からお聞きするんですが、広島県の水道広域連合企業団は、平成２８年の１

０月から検討して、令和５年４月から事業運営開始をしているわけですよね。ですから、数年ぐら

いの検討はしておられると。柳井については、かなり駆け足で、柳井広域については進んでいるよ

うに思うんですが、今まで町長が言われたことと、その辺の関連について、どのように考えられた

のか、ちょっとお聞きしたらというふうに思います。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  議員おっしゃいますように、非常に話が急テンポと申しましょうか、以前

から勉強はずっとやっておりましたし、柳井広域の中で検討は進めてきたところでございます。 

  その中で、いろんな補助事業を使いながら調査、検証をずっとやってきた結果ですから、表に出

てきたのが最近だということですから、この地域で水道事業を広域化しようという話は、以前から

あったところでございます。 

  しかし、これまでも説明をいたしましたけども、上水道事業というのは、やはり黒字が出て初め
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て成立する。黒字が出ないと、やっぱりその更新ができない。水道管は、いずれその５０年７０年

経つと変えていかなきゃいけないものですけども、日本全体その変えたということがあまりないも

んで、引っ張って、更新というのを、今、岩国のほうでも一生懸命やっておりますが、すごいお金

と労力、また交通規制等、事業費もかかるということになります。 

  そうしたものは、当然黒字が出てて計画が初めて成り立つものですから、とんとんでは更新計画

もつくれませんので、ですから、黒字が出るというのが理想というんでしょうか、上水道の使命に

なってくるわけで、これが役場とか市役所の会計と違う黒字を生むという、公営企業会計の中で初

めて上水道が出てくるわけで、ですから、今ですと、この柳井地域はそういった体制になっており

ませんので、やはり国、県からの財政支援なりを受けてやっていこうということ。そして、少しで

も黒字が出るような、やっぱりその取組をやっていかにゃいけないということが、宿命的に求めら

れる地域であったということでございますので、やってまいりました。 

  で、先ほど解散のことをおっしゃられましたけども、当初は、水道企業団の財産を全部平生と田

布施に分けて、解散ですから財産整理をしてという、で、柳井広域のほうへ行くということだった

から、大変なことだったから、私は嫌だなと思ってですね、そんなことをやってる暇もないし、す

ごいお金かかりますし、時間も２年、３年かかってしまいますのでと思っておったんですが、県の

ほうからそうした手続は要りませんと、もうそのまま柳井広域の企業団の規約のほうに入ると。で

すから、当然こちらのほうがなくなるから、議決を得て解散という手続を踏んでくださいという。

ですから、別にこっちが解散でなくなるというわけではなくて、こちらの業務自体、上水道、管路

から含めて、柳井広域のほうの財産、責任の施設のほうに入るということになります。 

  で、田布施と平生については、議会で解散の議決という手続を踏んでいかないとできませんので、

ほかの市町は柳井広域に加入するという議決だけでいいんですが、うちと平生町の場合は、解散す

るという手続を踏まないといけませんので、当然、行くということは、こっちは解散するというこ

とになりますので、そうした解散ということを、非常に、イメージ的にやめるんじゃないかとか思

われがちですけども、向こうのほうに移行してやるということで、手続上必要となるということで

ございますので、今のところ大変な事務が出てくるということはございませんので、議会の議決を

頂ければ、規約のほうで移行ができるということで、県のほうから聞いております。 

○議長（南  一成議員）  落合議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）  前の話を聞いて、ですから、令和７年４月に経営統合を、１日に

するとすれば、その前の３月議会で解散の議案が出てくるというふうに解釈してよろしいんですか

ね。 
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○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  議員お見込みのとおりでございます。 

○議長（南  一成議員）  落合議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）  それで、広島県の水道広域連合事業団の組織図なんかを見ますと、

一応、事業所という形で各市町にあるわけですよね。それが今度解散した場合、田布施町と平生町

は水道企業団というところで事務をしておりました。一部事務組合は解散します。そしたら、その

辺の事務というのは、平生町と田布施町それぞれで今のような、広島県の例を言えば、事業所とい

う形になるのでしょうか。 

  柳井で言えば、柳井市の上下水道部の中に水道課というのがあるわけですよね。それは柳井市事

業所というふうな形で、まだ協議途中なんかもしれませんけど、イメージとしてはどういう形にな

るのでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  そこについては、まだ今、協議を進めている途中ではございます

が、ちょっと、広島県広域とはイメージが異なってくるだろうと思います。神田議員の質問でもち

ょっとお答えをしたんですが、やはり技術力の向上を図るために、各水道事業体にばらばらに職員

を配置するのではなくて、主たる事務所のほうに集約すると。 

  で、それぞれの、要するにもともとあった水道事業体と申しますか、市町村役場においては、例

えば簡易な届出、特に田布施町役場ではちょっと、今までそういった届出とかやったことがござい

ません。ですから、当然、私どもの窓口に水道の手続したいんだけどということでお客さん来られ

たら、たまたま隣に水道企業団がございますので、うちの役場の裏のほうになりますのでという御

案内をしていましたが、これからは主たる事務所が柳井のほうになりますから、簡単な手続、届出

については各事業体、田布施町役場にとっては初めての体験になるんだろうと思います。 

  平生役場のほうでは、そういった開栓の届出であるとか、そういったものを受けて、ファクスで

水道企業団のほうに送っているようなんですけども、そういったことが田布施町役場で始まってく

るのかなという。 

  ただ、これはどういう形でやりますかということについては、今協議を重ねているところではあ

りますけども、そういった関便な届出であればこちらのほうで受付をして、柳井市にある主たる事

務所のほうとの連絡を取り合うという形になろうかと思います。 

  いずれにいたしましても、そういった水道の事に関してサービスの低下を招かないような、そう

いった体制づくりを、今話し合っているところでございます。 
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○議長（南  一成議員）  落合議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）  大体イメージ、想像していたような感じのものですが、田布施水

道企業団の今の事務所でそういった受付をするとかいうことではなくて、とにかく、多分事務所は

柳井市役所の中になるんでしょうけど、そこで受け付けると。で、窓口はそれぞれの田布施は田布

施、平生は平生で受け付けてそちらに送るということですよね。 

  それで、もう一つは財産の問題ですが、それは無償で、今度の新しい柳井広域水道企業団のほう

に移すということですけども、例えば、今は責任水量ということでずっと水を払ってますよね。田

布施は今、田布施浄水場があるから、三宅の配水池に送っているから、その分責任水量、全量では

なくて、少なめにやってるわけですよね。今後人口が周りで全部減ってきたときに、田布施の浄水

場は使わなくてもいいようなときが来るかもしれないですよね。そういうときに、例えば、今、企

業なんかにも水を送ってますけども、それは飲料水、飲める水を送っているんですけども、もう浄

水しなくても水が送れるんじゃないかと、その原水をそのままその企業に送るとか、これからいろ

んな形のことが想定できると思うし、また、今の柳井広域水道が、今、八坂ダムから、今の日積の

浄水場までは導水管、導水施設っていうんですけど、御存じとは思うんですが、導水トンネルとか

導水管、そして、日積から水をつくったのが、田布施の配水池、平生、各市町の配水池に行くのが

これが送水管、あと、配水池から各家庭行くのが配水管というふうに名前が分かれておりますけど

も、その中で、例えば今言った導水管が二重化するとか、それとか、老朽化したのでやり直すとか

といったときに、本当に最後まで八坂ダムの水源を頼りにするのかどうなのか、これは柳井広域水

道の中で考えていくんでしょうけど。そのときに、この責任水量とか、構成団体が、私は抜けます

という形がもしあったときに、一度譲渡した財産は戻ってくるんでしょうか、その辺はどうなんで

しょうか。その辺が難しいとは思うんですけども、そういったことも、今後、回答はいいですけど、

今後は、やっぱり協議する中で、いろんなことを話しておかないといけないんじゃないかなという

気がするんですけど、その辺はどうでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  おっしゃいますように、今、田布施と平生で一緒にやっておりますので、

やっぱりセグメントになりますけども、田布施・平生については田布施・平生という枠でセグメン

トをやる以外に、柳井市とは明らかに違うわけですから、その辺はその辺でやっていくということ

になろうかと思います。 

  で、今、田布施・平生水道企業団の状況から言いますと、ほとんどのその収益というのは、工業

用水を買っていただいて、今の価格が維持できていると。だから、企業に工業用水を買っていただ
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けないと、田布施・平生の場合はもっと高い料金になる。 

  だから、大島さん、上関町さんが苦しんでいらっしゃるのは、そういう企業が水を買わないとい

うことがあります。うちの場合は、だから給水で、工業用水で使っていただけておりますので、私

も、企業団の企業長ですけども、今後ともできるだけ工業用水を使わずに、うちの田布施・平生水

道企業団がつくった水、また、この柳内広域水の水を使っていって、事業活動をやっていただきた

いなというふうに思います。 

  そうでないと、ちょっと平生・田布施は大変なことになるからですね、そうしたほかと違う面も

ありますので、工業用水がないという、使ってないという、ちょっと特殊な地域になりますので、

その辺も含めて、また今後十分、検討する課題ばかりですけども、一個一個適切に対応してまいり

ますし、議会にも当然御相談して、オープンにして論議をしてまいります。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（南  一成議員）  落合議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）  要は、セグメントですよね、会計。区分けしてやるということで、

やっぱりその辺は、田布施水道企業団の今までの課題はそのまま残ってやっていくというふうにな

るから、ちょっと私が今言ったようなことは。 

  ただ、財産を無償で渡すということの後で、またそうなったとき、どうなるんだろうかなという

のはちょっと不安に思ったものですから、その辺は、今後協議をする中でいろいろ、田布施と平生

だけではないと思うんですよ。いろいろあると思うんで、その辺は、ある程度方針をしていただき

たいと思うし、大体県は簡単に言うんです。大体広域水道、あれするんでも、ものすごう、私も知

ってますけども、人口が増えるからと、物価も上がるからと、だから八坂から水を引いてもやって

いけますと、そう言って今の広域水道ができているわけですから、そこのところはやっぱり進めた

いという立場と、実際に受ける立場は違いますので、そこは慎重にいろいろ考えていただきたい。 

  で、私は別に反対するわけじゃないですが、田布施・平生の解散も、今の状況になって、柳井広

域水道の事業・経営統合もやっていかなくちゃいけないというふうには思っています。 

  そういったことで、よく協議を重ねていただけたらというふうに思います。 

  以上で、１問目の質問は終わります。 

  続きまして、２問目の介護難民についての質問です。 

  内閣府が公表した令和５年度版高齢社会白書によると、我が国の総人口は２０２２年、令和４年

ですけども、１０月１日現代で１億２,４９５万人、６５歳以上の人口は３,６２４万人で、６５歳

以上の総人口に占める割合、高齢化率ですが、これも２９.０％となっております。 
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  ６５歳以上の人口は、団塊の世代が６５歳以上となった２０１５年、平成２７年に３,３７９万人

となり、同じく団塊の世代が７５歳以上となる、いわゆる２０２５年問題、高齢者の関係で言えば、

２０２５年問題と言われている令和７年には、３,６５３万人に達すると見込まれております。 

  一方、介護人材については、公益財団法人介護労働安定センターが公表した２０２２年、令和４

年度ですけども、その介護労働実態調査によると、介護事業者の６６.３％が人材不足と、その６６.

３％の内訳を言いますと、大いに不足というのは９.２％で、不足と答えたのが２２.５％、やや不

足というのが３６.６％で、それを合計した数が６６.３％になるわけですが、そういうふうに不足

しているということを訴えております。 

  中でも訪問介護員、ホームヘルパーのことですけれども、これが実に８３.５％の事業所が人材不

足。これも内訳を言いますと、大いに不足が２７.９％、不足が３１.０％、やや不足が２４.６％と

いうふうに訴え、深刻な実態があらわになっています。 

  また、職種別従業員に勤める６５歳以上労働者の比率は、訪問介護員が２６.３％、介護職員が１

１.０％になって、介護人材の高齢化も進んでいます。なかなか、もう体がきついから辞めたいんだ

がと言っても、事業者のほうが、いやもうちょっと働いてというような状態になっているというふ

うに聞いています。 

  それで厚生労働省では、現行の市町村介護保険事業計画をベースに、介護職員の必要数、幾ら必

要かという必要数を集計しております。それによると、全国の必要数、全国ベースでは、概算です

けども、２０１９年の平成元年度には２１１万人であったのが、２０２３年の令和５年、今年度で

すけども２３３万人、２２万人の増、年でならすと５.５万人ずつ増やさなくてはいけない。 

  で、先ほど言いました、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年、令和７年、もう直ですけれ

ども、２年後ですよね。それには２４３万人、プラス３２万人、年でならすと５.３万人増やさなく

ちゃいけない。２０４０年、令和２２年になりますが、これには２８０万人、２０１９年からはプ

ラス６９万人増やさんにゃいけん。年に直すと３.３万人増やさんにゃいけん、というふうに、必要

数は増加するとしています。 

  この資料の中に山口県も載っておりまして、山口県の必要数は２０１９年、令和元年度には２万

７,４２１人から、２０２３年、令和５年、今年度ですけど３万６０１人、２０２５年、団塊の世代

が７５歳に到達する２０２５年、令和７年度には３万１,２６０人、２０４０年の令和２０年度には

３万２,７０８人に増加するとしております。 

  そういう中で、なかなか今、実際はそこまで確保されていないのが実状だと思います。柳井ハロ

ーワークにも行きました。ホームページでも山口労働局の資料も見ました。有効求人倍率は、ちょ
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っとすみません、山口県が１.５３倍。これは、求職者と求人者。企業が求人する量を求職者で割っ

た倍率なんですが、山口県は１.５３倍です。柳井は大体いつも低いんですけど、それでも１.３９

倍になっております。その中で、介護職員は３Ｋとも言われ、大変ですね。そこに、柳井ハローワ

ークでも聞きましたけども、本当に、募集してもなかなか申込みがないというような状況になるわ

けです。 

  そういう状況があるので、このまま、もう直のことですけども、今いう、データーでいう必要性

ですが、それが確保されなければ、施設や事業所では定員どおりに利用者を迎え入れることができ

ない。結果としてどうなるかというと、介護保険料は支払っているのに、施設に本当に入りたいと

きに、入ることができない介護難民が生じる。そして、介護難民が増加していくということが懸念

される、想定されるわけです。 

  そういった中で、来年には第９期田布施町介護保険事業計画が策定されると思います。介護職員

不足対策を、施設や事業所あるいは国や県任せではなく、町内における介護職員の充足状況を調査、

把握し、その実態を踏まえて、独自の取り込み、あまり大きなことはできないと思いますが、その

辺の状況を知ることはまず大事だろうと思うので、そういった中で、私の調べたところでは、何市

町や広域が相当取り込みしているところもあるわけですが、それを次期計画に位置づけることはで

きないでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（南  一成議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  お答えをいたします。 

  介護難民ということでございますが、御質問のように、我が国では、都市部などで介護事業所等

の人材不足が問題となっており、今後さらに深刻化してくると言われております。 

  国の推計資料では、特に都市部では大幅な人材不足が見込まれており、山口県でも不足傾向にな

ると見込まれております。今、御説明があったとおりでございます。 

  このようなことから、全国的に介護予防などに力を入れて取り組んでおり、本町におきましても、

いつまでも介護を必要とすることなく健康に生活できるよう、町内１２会場で、いきいき百歳体操

を行っており、このほかにも、みんなのカフェやたぶせ茶屋などを開催し、閉じこもり防止や生き

がいづくりに取り組んでおります。 

  今後もこのような取組を拡充していきたいと考えております。 

  このほかに、ホームヘルパーなどの不足を補うため、ごみ出しなど、専門職でなくてもできるよ

うなことは地域で支え合っていけるよう、生活支援体制の整備に取り組み、現在、麻里府地区、城

南地区、麻郷地区で第２層の協議体が立ち上がり、支援体制の構築や地域の問題解決に取り組んで
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いるところでございます。 

  御質問のように、町では現在、次期の介護保険事業計画の策定に取り組んでおります。御質問の

介護人員不足の課題に関しましては、これまでの計画を継承し、人材不足を補うための介護ロボッ

トやＩＣＴ（情報通信技術）の活用等による支援や、文書等の簡素化などによる業務の効率化、ま

た、ボランティアなどの地域資源の掘り起こし等に取り組んでいきたいと考えております。 

  介護ロボット等の支援などは、既に活用化している事業所等もございまして、今後も多くの事業

所に有効に活用していただきたいというふうに思います。 

  介護事業所は、県が圏域で調整を行いながら設置、許可等を行っておりますので、町内の事業所

に本町のみでの調査や支援を行うことは考えておりませんが、御質問にもございましたので、今後、

他の事例の情報収集等に努め、県や近隣市町でも検討するとともに、よい事例がありましたら、ど

んどん取り入れていただきたいというふうに思いますし、計画の中でも、そうした計画もできたら

というふうに思います。 

  採用が厳しいということは、いろいろな町内の施設の所長さんからも聞いております。しかし、

現在、町内で介護士が不足し、サービスが実施できないというお話までにはなっておりません。こ

うした人員不足につきましては、医師や看護師など多くの業種で人材不足が深刻化しておりますの

で、若年層の雇用、就労等に力を入れて、町としても取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  落合議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）  これは少子・高齢化、高齢者は多くなる、少子化で若い者が少な

いという中での問題がずっと出ているわけです。だから、今、若い人が田布施町にある事業所に介

護職員として働こうというのは、ほとんどいないというふうな話を聞いています。実際、ホームヘ

ルパーももう高齢化していって、いつかはもう体が言うことを利かんようになりますから、だんだ

ん少なくなります。 

  やっぱりそういうのがね、まあ、調査はしないということですけども、そういう現実はやっぱり

ある程度、協議会みたいなのを開くか、何か同じようなことがあったりしたら、そういったのをあ

る程度知らないと、本当になるんですかね、そういう今度の介護保険事業計画が。実態をあまり見

ないでつくるような形になるんじゃないですか、その辺はどうですか。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  お答えいたします。 

  介護保険の事業者との話合いにつきましてなんですけれども、介護保険事業者等連絡会というの
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がございまして、こちらは年４回行っております。そちらの中で、事業者さんのほうから協議した

いこととか、悩みですとか、そういうふうなのをお聞きしたりとかというふうな機会を設けて、意

思の疎通等を図っておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  落合議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）  分かりました。私はそういう会議があるというのはよく知らなか

ったのであれですけども。それと、今の第８期の田布施町介護保険事業計画ですけども、これはい

つ頃、やっぱり３月につくるようになるんですか。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  現在策定作業を進めておりまして、来年３月に策定をする予定

といたしております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  落合議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）  ８期の中に、いろいろ、要介護・要支援の認定者数の推計という

のがありますけども、大体この推計どおりいってるのか、それとも少ないのか、漠然としたもんで

もいいですから、漠然と言っちゃいけんのですが、ちょっと分かれば教えていただいたらと思いま

す。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  お答えいたします。 

  計画策定時からやはりコロナの影響がございまして、認定者数というのは増加の傾向でございま

す。計画値よりも上回っている状況でございます。 

  こちらにつきましては、やはりコロナによっての外出機会の減少によるものが、一番影響が大き

いのかなと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  落合議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）  認定者が増えているということなんですけども、だからといって、

施設に入るかどうかというのは、また別問題だというふうに思います。 

  その中で、今の計画にも入ってますけども、地域包括ケアですよね。それでできるだけお年寄り

を地域でずっと過ごしてもらうというのがあると思うんですが、それについては、地域包括ケアに

ついては、一応２つの役割があると。役割の１つとして、地域一体となり高齢者を支えるシステム、
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２として、サービスの主体を国から自治体へ移行していくというのもあるわけですけども、一方で、

自治体に、市町村に行ったら報酬が減るから、事業所によってはもう経営ができないよというのも

マスコミでやってましたけど、実際減るのかどうか分かりませんけど、今、国でも審議されてるら

しいですが、そういったのがあるというふうに聞いてます。 

  そういった中にあっても、地域包括ケアというのは大事なんで、また、それを一応中核となるの

は、田布施町は委託しておりますけれども、たぶせ苑、施福会たぶせ苑に委託しておりますけども、

地域包括支援センター、これがかなり重要になってくるだろうと思います。地域保活支援センター

の職員は大変頑張っております。その中で、町との連携もちゃんとしていただきたい。していらっ

しゃるとは聞いてますけども、より密接にして、今言ったようないろんな問題がですね、介護人材

の不足、一方で、今言ったように、高齢化率がどんどん上がって、そして要介護者等も増えていく

と。そうなってくれば、施設の入所も必要になる。施設に入らなかったら家庭で見んにゃいけんと。

老老介護や、子どもが会社を辞めて介護するとか、いろんな問題が出てきますので、そこのところ

は今度の計画の中に、ぜひ今までどおり入れて、ちゃんとしていただきたいと思います。その辺に

ついて御意見を頂いたらと思います。 

○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  お答えいたします。 

今度の介護保険の計画につきましても、現在取り進めております地域包括ケアシステムの構築・

深化も主眼におきまして策定することといたしております。 

  その中で、やはり地域全体で高齢者等を支え合う仕組みづくりというのを、引き続き検討してい

きたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  落合議員。 

○議員（５番 落合 祥二議員）  先ほどから言いますように、介護人材の不足、そして介護は、介

護職員１人について３人の老人を見ると、１対３の原則があるんですよね。ですから、少なかった

らそんなに入れないわけです。そういったことで、介護の職員がいないので定数を減らした事業所

もあるんです。 

  ですから、今後のいろんな、本当難しい時代に入っているんですけども、そういった状況があり

ますので、そうは言っても、国、県、市町村が一体となって、その辺の克服をしていかんにゃいけ

んわけですけども、田布施で、どこの施設にもどうしても入らんにゃいけんのんじゃけど、どうし

ても入れないというような状況が起こらないことを願いまして、私の一般質問を終わらせていただ
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きます。 

○議長（南  一成議員）  以上で、落合祥二議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩したいと思います。再開を１１時ジャスト、１１時から再開したいと思います。 

午前１０時４６分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１１時００分再開 

○議長（南  一成議員）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  まず最初に訂正があります。坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  先ほど落合議員の一般質問の中で、田布施・平生水道企業団解散

議案、令和６年１２月ということで、先ほど一般質問のほうでお尋ねがあって、再質問の中で、令

和７年４月の統合開始に向けて令和７年３月のというところのお尋ねがあって、私もお見込みのと

おりと答えてしまったようなんですが、現在のスケジュール案の中では、令和６年１２月に田布施・

平生水道企業団解散議案の提出予定と、スケジュール案の中では今そうなっておりますので、誤解

のないように、訂正の旨申し上げたいと思います。 

  以上です。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第６４号 

日程第４．議案第６５号 

日程第５．議案第６６号 

日程第６．議案第６７号 

日程第７．議案第６８号 

日程第８．議案第６９号 

日程第９．議案第７０号 

日程第１０．議案第７１号 

日程第１１．議案第７２号 

日程第１２．議案第７３号 

日程第１３．議案第７４号 

日程第１４．議案第７５号 

日程第１５．議案第７６号 

日程第１６．議案第７７号 
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日程第１７．議案第７８号 

日程第１８．議案第７９号 

日程第１９．議案第８０号 

日程第２０．議案第８１号 

日程第２１．議案第８２号 

日程第２２．議案第８３号 

○議長（南  一成議員）  それでは、日程第３、議案第６４号令和５年田布施町一般会計補正予算

（第６号）議定についてから日程第２２、議案第８３号田布施町心身障害者福祉作業所の指定管理

の指定についてまで２０件を一括議題とします。 

  議案の朗読は省略します。 

  提案理由の説明を求めます。東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、本日提出いたしました２０議案の概要について、御説明を申し

上げます。 

  まず、議案第６４号は、田布施町一般会計補正予算（第６号）でございます。 

  歳入の主な内容でございますが、地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収

補填特別交付金の増による増幅補正でございます。 

  分担金及び負担金は、平生町から本町への学校給食に係る事務の委託に伴う平生町からの負担金

を追加計上したものであり、増額補正でございます。 

  国庫支出金は、城南住宅建替事業に係る社会資本整備総合交付金が減となりましたが、障害者自

立支援に係る介護・訓練等給付費、障害児通所支援事業費、そして、児童手当交付金の増などによ

り増額補正といたしております。 

  県支出金は、介護・訓練等給付費の増などによる増額補正でございます。 

  繰入金は、収支調整として財政基金繰入金等により増額補正といたしております。 

  町債は、防災拠点等整備事業債、公営住宅整備事業債の増などによる増額補正でございます。 

  次に、歳出の主な内容でございますが、各費目において、令和５年度山口県人事院勧告に基づい

て実施いたします給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正を行っております。 

  総務費は、庁舎１階フロア改修工事費の計上や、防災機能を備えた麻里府公民館の移設に関わる

造成工事費が増となったことなどにより、増額補正といたしております。 

  民生費は、障害者自立支援に係る介護・訓練等給付費、障害児通所支援事業費、児童手当給付費

の増などによる増額補正でございます。 
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  土木費でございますが、城南住宅建替事業における前年度社会資本整備総合交付金の返還などに

より、増額補正といたしております。 

  消防費は、消防施設整備事業債の増などによる増額補正でございます。 

  教育費は、平生町から本町への学校給食に係る事務の委託に伴い必要となる給食センター施設整

備改修工事に関わる設計費の計上などによる増額補正でございます。 

  以上によりまして、歳入歳出それぞれ２億２,５６３万７,０００円を増額補正し、予算総額を７

２億１,０６８万円とするものでございます。 

  議案第６５号、６６号、６７号は特別会計に係る補正予算でございます。 

  議案第６５号は、田布施町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でございます。 

  主な補正内容は、前年度精算とそれに伴う国民健康保険事業基金の調整でございます。 

  議案第６６号は、田布施町介護保険特別会計補正予算（第２号）でございます。 

  主な内容は、山口県人事委員会勧告に準じて実施する給与改定に伴う人件費の補正でございます。 

  議案第６７号は、田布施町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でございます。 

  主な補正内容は、前年度精算と給与改定に伴う人件費の補正でございます。 

  議案第６８号は、田布施町下水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

  主な補正内容は、収入で消費税還付金及び下水道受益者負担金の増額、一般会計補助金の減額で

ございます。 

  次に支出ですが、修繕費の増額及び委託料と施設用地購入費の予算を工事請負費に組み替えるも

のでございます。 

  以上が予算関係議案であり、引き続き、条例その他の案件について御説明をいたします。 

  まず、議案第６９号は、田布施町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についてでござい

ます。 

  これは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書、いわゆるスマートフォン用電子証明書の利用

によるコンビニ交付サービスが開始されることに伴う文字の改正が必要となるため、本案を提出す

るものでございます。 

  議案第７０号は、田布施町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてでございま

す。 

  これは、本年６月に交付された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法令等の一部を改正する法律により、改正された後の行政手続における特定の個人を識別する
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ための番号の利用等に関する法律の規定に合わせて、本条例の条文整理を行うほか、本条例の別表

で定めている独自利用事務において、対象者の医療保険資格情報をマイナンバーを取得して利用す

ることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

  次に、議案第７１号は、本年６月１４日に交付された空家等対策の推進に関する特別措置法の一

部改正に伴い、田布施町空家対策の推進に関する条例の一部改正を行うものでございます。 

  改正の内容は、法改正に伴う条ずれについて条文を整理するものでございます。 

  議案第７２号は、田布施町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部改正について

でございます。 

  これは、地方公務員法の改正に合わせ、同法第２８条第３項及び第４項の規定に基づき、職員の

意に反する降任、免職及び休職の手続を定めるため改正するものでございます。 

  議案第７３号から議案第７５号の３件は、人事院勧告及び山口県人事委員会勧告を踏まえて、国・

県に準じて実施する一般職及び特別職の給与改定に伴う条例改正でございます。 

  まず、議案第７３号は、田布施町職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。 

  本年８月、人事院は、国家公務員の月例給、特別給のいずれも民間を下回っていることから、給

料表について、初任給及び若年層中心に平均で１.１％引上げ、期末勤勉手当支給率についても０.

１月分引上げるよう勧告し、昨年に引き続き月例給、期末勤勉手当ともに引上げ勧告となりました。 

  これを受け、政府は、勧告どおり、国家公務員の給与改定を閣議決定し、改正給与法は１１月１

７日に可決成立し、１１月２４日に公布されております。山口県でも、民間や国家公務員給与との

比較結果や人事院勧告の内容等を総合的に関して判断した県人事委員会勧告に沿った給与改定を、

県議会に提出されております。 

  本町におきましても、県に準じた給与改定を行うため本案を提出するものでございます。 

  改定の内容でございますが、給料表については、若年層に重点を置いた改定で、平均１.４３％の

引上げとなります。 

  また、期末勤勉手当については、６月期及び１２月期の期末手当及び勤勉手当支給割合をそれぞ

れ０.０２５月分ずつ引上げ、期末勤勉手当の総支給割合を年間４.５月分とするものでございます。 

  次に、議案第７４号は、町長等の給与に関する条例の一部改正についてでございます。 

  改正内容は、期末手当支給割合の改定でございます。国の特別職の職員の給与に関する法律の一

部改正に準じて、期末手当の年間支給割合を３.３月分から３.４月分に０.１月分引上げるものでご

ざいます。 

  引上げの方法といたしましては、第１条にありますように、今年度は１２月期分を０.１月分引上
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げて、１.７５月分とするものでございます。また、令和６年度分からは、第２条にありますように、

６月期と１２月期の支給割合が同じになるように、それぞれ１.７月分とするものでございます。 

  次に、議案第７５号は田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正についてでござい

ます。 

  改正内容は、議案第７４号と同じく、期末手当支給割合の改定でございます。 

  なお、この給与改定に伴う全体の影響見込額は、特別職・一般職合わせまして約１,５９０万円で、

さきの補正予算案に計上いたしております。 

  次に、議案第７６号は田布施町国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。 

  子育て世帯の負担軽減を目的とした地方税法の改正に伴い、産前産後期間における国民健康保険

税の軽減を行うもので、主な内容といたしましては、出産被保険者の国民健康保険税におきまして、

所得割額及び均等割額の一部軽減を行うものでございます。 

  議案第７７号は田布施町保育所条例の一部改正についてでございます。 

  これは、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行により改正された

子ども・子育て支援法から引用しております箇所について、改正をしようとするものでございます。 

  議案第７８号は財産の無償貸付についてでございます。 

  低炭素化社会の実現に向け、民間事業者に町の土地を無償で貸し付け、電気自動車用の普通充電

器を整備するため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求めるもので

ございます。 

  議案第７９号から議案第８３号までの５議案は、田布施町のんびらんど・うましま、田布施町地

域交流館、たぶせ特産加工センター、小行司特産加工センター、田布施心身障害者福祉作業所の指

定管理者の指定に関するものでございます。 

  この５施設は、平成１８年度から指定管理者制度による管理運営を行っており、今年度末で６回

目の指定管理期間が満了となりますので、各指定管理者から提出されました実績報告書等から課題

や問題点を洗い出しました。 

  これにより、本年９月に議員全員協議会等でも御協議させていただきましたように、指定期間を

令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３か年として再指定をさせていただくものでござ

います。 

  各施設の指定管理者につきましては、最も適切にこれらの施設管理を行う能力を有する団体及び

法人と認められますので、引き続き指定管理者として指定することが適当であると判断したところ

でございます。 
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  以上、本日御提案申し上げました議案２０件について、その概要を御説明いたしましたが、詳細

につきましては、御質問に応じ、私及び関係参与から説明いたしますので、よろしく御審議を賜り

議決いただきますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（南  一成議員）  これで提案理由を終わります。 

  これから質疑を行います。議案第６４号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第６５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第６６号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第６７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第６８号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第６９号、質疑はありませんか。西本議員。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  ちょっと印鑑証明の件で御質問いたします。 

  今、窓口へ行った場合、印鑑証明の小さな手帳を頂きますいね。今回、コンビニということなん

ですけども、今現在、コンビニで住民票とか、マイナンバーカードですか、これをかざすと印刷で

出てきます。 

  今回は、印鑑証明の場合はマイナンバーカードは関係なしに、スマートフォンでできるというこ

となんですかね。 

○議長（南  一成議員）  坂本町民福祉課長。 

○町民福祉課長（坂本 哲夫君）  この１２月から、住民票であるとか印鑑登録証が、今まではマイ

ナンバーカードを持って行かないと、コンビニエンスストアではそういったものの証明書の交付は

受けられなかった。この１２月からはスマートフォンにマイナンバーカードの機能を入れたもので
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対応ができるということでございます。 

○議員（３番 西本 篤史議員）  ありがとうございました。 

○議長（南  一成議員）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。 

  議案第７０号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。 

  議案第７１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第７２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第７３号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第７４号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第７５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第７６号、質疑はありませんか。瀨石議員。 

○議員（１０番 瀨石 公夫議員）  ７６号なんですけど、これは出産被保険者が属する場合におけ

る当該納税義務者に対し課する所得割及び被保険者均等割する金額を減額するものとするとあるん

ですけど、国保の被保険者というと、なかなか子どもさんが生まれるような家庭は少ないと思うん

ですが、これがどのくらい今想定をされているかということと、この社会保険と他のいろんな保険

がありますね。そういうものもこういうことがこのたび法制化されたということで、こういうこと

を出されているんでしょうか。ちょっとお聞きいたします。 
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○議長（南  一成議員）  寶城健康保険課主幹。 

○健康保険課主幹（寶城 和之君）  お答えいたします。 

  こちらの今回の改正につきましては、産前産後期間相当期間の均等割の保険料、所得割保険料を

免除するということでございますが、議員御指摘のとおり、国保の被保険者でこちらの産前産後に

該当する方というのは、かなり少ないのかなというふうには考えております。 

  影響額といたしましては、年間で数十万円程度の影響があるものと考えております。 

  それと、社会保険との整合等についてなんですけれども、大変申し訳ございません。また調べま

して、後日でも御報告したいと思います。お願いいたします。 

○議長（南  一成議員）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。 

  議案第７７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第７８号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第７９号、質疑はありませんか。國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  指定管理団体の概要のほうですね。５０ページ。 

  それを見ましたら、団体名が馬島自治会ですいね。で、今まで自治会長は西村さんがやっとった

ですいね。そのときには従業員数は何名だったです。今回は３名になっていますいね。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  西村さんのときのことがちょっと記憶にないので、また後日というこ

とでよろしいでしょうか。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  じゃ、この３名の従業員の内訳というか、どういった方がなられ

ているかというのを。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  ３名、いずれも島民でございます。島民で、自治会長と、あとは自治

会長の奥さんと、あともう一人は移住されてきた方でございます。 
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○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  私は、馬島自治会というから、島員というか自治会員が全部入っ

とるんかなと思いよったんですいね。ほんなら、３名っちゅうて書いてあるから、どうなんかのと

思ってですね。ここのところ、道路、河川、海水浴場、集会等の清掃とかありますが、主にはのん

びらんどの指定管理ちゅうか、そっちになるんじゃないかと思うんです。 

  そうすると、４月から１０月までがオンシーズンですいね。オフシーズンも管理で大分やってい

くようになるかと思うんですが。で、指定管理料を３６９万３,０００円払いますいね。ほんなら、

この３人を対象にということなんですか。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  この３人というのは、主に活動される方ということでございます。で、

当然、指定管理は馬島自治会に指定管理しておりますけども、御承知のように御高齢の方がほとん

どということでございますので、これが３名が中心になっておるということで、一応３名を挙げて

おります。 

  それとあと、指定管理料３６９万３,０００円は、この３人以外にも、どうしても忙しいときがや

はりあります。例えばゴールデンウィークとか夏休みとか、そのための人件費も充てております。

それは別の方も来られるということでございます。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  以前、キャンプの使用者が増えても人件費で相殺されるというよ

うに言われたんですいね。そうすると、今言われたように、繁忙期には３名以外にそういったのを

手伝うからということなんですね。キャンプ場には使用料が入る、そして指定管理料が入る。ほか

のところは、一応、例えば地域交流館とか小行司のほうとかは指定管理料がゼロです。これも、こ

れからずっと馬島のそういった使用者が増えていくと、この指定管理料というのは減額になってい

くんですか。それはどうなるんですか。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  一応、この指定管理料はずっと末置きのまま実は来ております。で、

２年前にちょっと３０万円上げたのは、浄化槽の関係で点検料が上がったというのがあります。あ

ともう一つは、やはり人件費が高騰しておりますので、今のままずっといくかというのは少し今後

考えていかなきゃいけないというふうには思いますけれども、ただ、のんびらんど・うましまとし

ても、いろいろ歳入の部分を増やそうとして努力をしております。例えば、キャンプを張るのに、

キャンプをこちらのほうで手伝ってその使用料を頂くとか、いろんな部分で歳入は増やそうと努力
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はされております。 

○議長（南  一成議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  一応キャンプを使用する場合には、サイト料とかありますいね。

で、あそこでからいろんな物品も販売してますいね。そういったのを含めると、どおんかなっちゅ

うように思うのは思うんですいね。指定関係料がちっと下げてもいいんじゃないかのと思って。で、

このコロナのときには、２００万円別個に渡しちゃったですいね。もっともっと費用対効果っちゅ

うか、もっともっと使用者を増やすようなことをする。あるいは、今ずっと使用料は末置きですい

ね。そういったのも、物価高騰の折ちょっと上げたりするとか、何かそういう手だてはどうなんか

なっていうふうに思っております。 

○議長（南  一成議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  議員おっしゃるとおりだというふうには正直思いますけれども、やっ

ぱり毎年毎年の決算を見ると、大体７００万円から８００万円前後で推移しております。当然、歳

入も７００万円ぐらいの推移で、ほとんど繰越しがないような状態で進んでおりますので、できる

だけやはり馬島としても努力していただいて、当然、来島者を増やして使用者を増やす。で、使用

者を増やすということによって歳入も増やしていく。なら、おのずと今度は指定管理料が減ってく

るというのが理想だというふうには思っておりますので、これはまた、のんびらんど・うましまと

話をしながら検討していきたいと思います。 

○議長（南  一成議員）  そのほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。 

  議案第８０号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。 

  議案第８１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。 

  議案第８２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。 

  議案第８３号、質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  ただいま議題となっております議案第６４号から議案第８３号までの２０件は、会議規則第３９

条第１項の規定により、お手元に配付の議案付託区分表のとおり、所管の常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．陳情第１号 

日程第２４．陳情第２号 

○議長（南  一成議員）  日程第２３、陳情第１号「刑事訴訟法における再審規定の改正を求める

意見書」の国への提出を求める陳情書、日程第２４、陳情第２号「最低賃金の改善と中小企業支援

の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書を議題とします。 

  陳情第１号は、お手元に配付の陳情文書表のとおり、総務文教委員会に付託をします。 

  陳情第２号は、お手元に配付の陳情文書表のとおり、経済厚生委員会に付託をします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（南  一成議員）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会します。 

午前１１時２９分散会 

────────────────────────────── 
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 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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令和５年 第７回（定例）田 布 施 町 議 会 会 議 録（第３日） 

令和５年１２月１９日（火曜日） 

議事日程（第３号） 

令和５年１２月１９日 午前９時００分開会 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  議案第８０号の訂正 

日程第３  議案第６４号 

    令和５年度田布施町一般会計補正予算（第６号）議定について（委員長報告）                

日程第４  議案第６５号 

       令和５年度田布施町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）議定について 

（委員長報告） 

日程第５  議案第６６号 

 令和５年度田布施町介護保険特別会計補正予算（第２号）議定について 

                             （委員長報告） 

日程第６  議案第６７号 

       令和５年度田布施町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）議定について 

                                   （委員長報告） 

日程第７  議案第６８号 

令和５年度田布施町下水道事業会計補正予算（第 1 号）議定について 

                                   （委員長報告） 

日程第８  議案第６９号 

田布施町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について（委員長報告） 

日程第９  議案第７０号 

田布施町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正 

について                        （委員長報告） 

日程第１０ 議案第７１号 

田布施町空家等対策の推進に関する条例の一部改正について （委員長報告） 
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日程第１１ 議案第７２号 

       田布施町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部改正について 

（委員長報告） 

日程第１２ 議案第７３号 

       田布施町職員の給与に関する条例の一部改正について    （委員長報告） 

日程第１３ 議案第７４号 

町長等の給与に関する条例の一部改正について       （委員長報告）                          

日程第１４ 議案第７５号 

       田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について 

                                   （委員長報告） 

日程第１５ 議案第７６号 

       田布施町国民健康保険税条例の一部改正について      （委員長報告） 

日程第１６ 議案第７７号 

       田布施町保育所条例の一部改正について          （委員長報告） 

日程第１７ 議案第７８号 

財産の無償貸付について                 （委員長報告） 

日程第１８ 議案第７９号 

田布施町のんびらんど・うましまの指定管理者の指定について（委員長報告） 

日程第１９ 議案第８１号 

たぶせ特産加工センターの指定管理者の指定について    （委員長報告） 

日程第２０ 議案第８２号 

小行司特産加工センターの指定管理者の指定について    （委員長報告） 

日程第２１ 議案第８３号 

田布施町心身障害者福祉作業所の指定管理者の指定について （委員長報告） 

日程第２２ 議案第８４号 

令和５年度田布施町一般会計補正予算（第７号）議定について 

日程第２３ 議案第８５号 

監査委員の選任について 

日程第２４ 議案第８６号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 
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日程第２５ 議案第８７号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第２６ 議案第８８号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第２７ 議案第８９号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第２８ 議案第９０号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第２９ 議案第９１号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第３０ 議案第９２号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第３１ 田布施町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

日程第３２ 閉会中の継続調査（付託事件）について 

日程第３３ 議員派遣について 

 

 

本日の会議に付した事件 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  議案第８０号の訂正 

日程第３  議案第６４号 

    令和５年度田布施町一般会計補正予算（第６号）議定について（委員長報告）                  

日程第４  議案第６５号 

       令和５年度田布施町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）議定について 

（委員長報告） 

日程第５  議案第６６号 

 令和５年度田布施町介護保険特別会計補正予算（第２号）議定について 

                             （委員長報告） 
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日程第６  議案第６７号 

       令和５年度田布施町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）議定について 

                                   （委員長報告） 

日程第７  議案第６８号 

令和５年度田布施町下水道事業会計補正予算（第 1 号）議定について 

                                   （委員長報告） 

日程第８  議案第６９号 

田布施町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について（委員長報告） 

日程第９  議案第７０号 

田布施町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正 

について                        （委員長報告） 

日程第１０ 議案第７１号 

田布施町空家等対策の推進に関する条例の一部改正について （委員長報告） 

日程第１１ 議案第７２号 

       田布施町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部改正について 

（委員長報告） 

日程第１２ 議案第７３号 

       田布施町職員の給与に関する条例の一部改正について    （委員長報告） 

日程第１３ 議案第７４号 

町長等の給与に関する条例の一部改正について       （委員長報告）                          

日程第１４ 議案第７５号 

       田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について 

                                   （委員長報告） 

日程第１５ 議案第７６号 

       田布施町国民健康保険税条例の一部改正について      （委員長報告） 

日程第１６ 議案第７７号 

       田布施町保育所条例の一部改正について          （委員長報告） 

日程第１７ 議案第７８号 

財産の無償貸付について                 （委員長報告） 
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日程第１８ 議案第７９号 

田布施町のんびらんど・うましまの指定管理者の指定について 

（委員長報告） 

日程第１９ 議案第８１号 

たぶせ特産加工センターの指定管理者の指定について    （委員長報告） 

日程第２０ 議案第８２号 

小行司特産加工センターの指定管理者の指定について    （委員長報告） 

日程第２１ 議案第８３号 

田布施町心身障害者福祉作業所の指定管理者の指定について （委員長報告） 

日程第２２ 議案第８４号 

令和５年度田布施町一般会計補正予算（第７号）議定について 

日程第２３ 議案第８５号 

監査委員の選任について 

日程第２４ 議案第８６号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第２５ 議案第８７号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第２６ 議案第８８号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第２７ 議案第８９号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第２８ 議案第９０号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第２９ 議案第９１号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第３０ 議案第９２号 

田布施町農業委員会の委員の任命について 

日程第３１ 田布施町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

日程第３２ 閉会中の継続調査（付託事件）について 

日程第３３ 議員派遣について 
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出席議員（１１名） 

  １番 内山 昌晃議員  ２番 神田 栄治議員 

３番 西本 篤史議員 ４番 松田規久夫議員 

５番 落合 祥二議員 ６番 國本 悦郎議員 

８番 河内 賀寿議員 ９番 谷村 善彦議員 

１０番 瀨石 公夫議員 １１番 伊村  渉議員 

１２番 南  一成議員   

 

 

 

欠席議員（１名） 

７番 高月 義夫議員    

 

 

欠  員（なし） 

 

 

事務局出席職員職氏名 

事 務 局 長 増原 慎一君  書    記 穐枝美乃里君 

 

 

説明のため出席した者の職氏名 

町 長 東  浩二君  副 町 長 川添 俊樹君 

教 育 長 鳥枝 浩二君  総 務 課 長 森   清君 

総務課主幹 堀  昌子君  企画財政課長 山田  浩君 

税 務 課 長 藤本 直樹君  町民福祉課長 坂本 哲夫君 

健康保険課長 吉村 明夫君  健康保険課主幹 寶城 和之君 

経 済 課 長 山中 浩徳君  建 設 課 長 吉藤 功治君 

学校教育課長 惠元 朗夫君  社会教育課長 長谷 満晴君 
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会 計 室 長 江良 和美君    

 

午前９時０６分開議 

（ベル） 

○議長（南  一成議員）  これから本日の会議を開きます。 

あらかじめ申し上げます。本日、高月義夫議員より欠席届が提出されておりますので、御報告い

たします。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（南  一成議員）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、國本悦郎議員、西本篤史議員を指名しま

す。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第８０号の訂正 

○議長（南  一成議員）  日程第２、議案第８０号の訂正を議題とします。 

  議案第８０号田布施町地域交流館の指定管理者の指定についての訂正について、１２月１５日を

もってお手元に配付のとおり訂正したい旨の請求がありました。 

  町長から議案第８０号の訂正の理由の説明を求めます。東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、御説明いたします。 

  本定例会で上程いたしました議案第８０号の田布施町地域交流館の指定管理者の指定についてに

関しまして、田布施町議会会議規則第２０条の規定により、誤字の訂正の許可をお願いするもので

ございます。 

  訂正箇所は、指定期間の開始日を、「令和６年３月１日」といたしていたところを「令和６年４月

１日」に訂正するものでございます。 

  大変申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。 

○議長（南  一成議員）  これで訂正理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑はなしと認めます。これで質疑を終了します。 
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  お諮りします。ただいま議題となっている議案第８０号の訂正を許可することに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。よって、議案第８０号の訂正を許可することに決

定しました。 

  ここで、議案第８０号の委員会の審査のため暫時休憩いたします。再開は、時間を追ってお知ら

せします。 

  なお、休憩中に経済厚生委員会が３階の会議室で開催されますので、委員の皆様はすぐ御集合く

ださい。 

午前９時０３分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時１０分再開 

○議長（南  一成議員）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

お諮りします。議案第８０号田布施町地域交流館の指定管理者の指定についての委員会審査報告

書が提出されましたので、議案第８０号を日程に追加し、追加日程として直ちに議題としたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。 

  議案第８０号田布施町地域交流館の指定管理者の指定についてを日程に追加し、追加日程として

直ちに議題とすることに決定しました。 

  追加日程第８０号田布施町地域交流館の指定管理者の指定についてを議題にします。 

  経済厚生委員会の審査の経過及び結果の報告を求めます。伊村経済厚生委員長。 

○経済厚生委員長（伊村  渉議員）  それでは、報告します。 

  去る１２月１２日の本会議において、当委員会に付託され、本日議案の訂正が許可されました議

案第８０号田布施町地域交流館の指定管理者の指定については、１２月１３日及び本日審査を行い

ましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 

  審査結果については、お手元に配付の委員会審査報告書のとおりでありまして、質疑・討論・採

決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上をもちまして報告とします。 

○議長（南  一成議員）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  議案第８０号田布施町地域交流館の指定管理者の指定についてを採決します。 

  本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第８０号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第６４号 

日程第４．議案第６５号 

日程第５．議案第６６号 

日程第６．議案第６７号 

日程第７．議案第６８号 

日程第８．議案第６９号 

日程第９．議案第７０号 

日程第１０．議案第７１号 

日程第１１．議案第７２号 

日程第１２．議案第７３号 

日程第１３．議案第７４号 

日程第１４．議案第７５号 

日程第１５．議案第７６号 

日程第１６．議案第７７号 

日程第１７．議案第７８号 

日程第１８．議案第７９号 

日程第１９．議案第８１号 

日程第２０．議案第８２号 
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日程第２１．議案第８３号 

○議長（南  一成議員）  日程第３、議案第６４号令和５年度田布施町一般会計補正予算（第６号）

議定についてから、日程第２１、議案第８３号田布施町心身障害者福祉作業所の指定管理者の指定

についての１９件を一括議題とします。 

  まず、委員会の審査の経過及び結果の報告を求めます。西本総務文教委員長。 

○総務文教委員長（西本 篤史議員）  それでは、総務文教委員会の報告を申し上げます。 

  去る１２月１２日の本会議において、当委員会に付託されました議案第６４号、議案第７０号、

議案第７２号から議案第７５号、議案第７８号の議案７件について、１２月１５日に審査を行いま

したので、その経過と結果について御報告申し上げます。 

  初めに、議案第６４号令和５年度田布施町一般会計補正予算（第６号）議定についてであります。 

  まず、経済厚生委員長から予備審査の結果について、全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決定したとの報告を受けました。 

  本委員会の主な質疑は、公民館等の避雷針設置について、会計年度任用職員の人件費について、

財産管理費の電気自動車充電器管理委託料について、保育所費の麻里府保育園に関する設計委託料

について、戸籍住民登録費のシステム構築委託料の減額について、道路新設改良費の道路改良工事

についてで、質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は、全会一致で原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

  次に、議案第７０号田布施町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてでありま

す。 

  質疑なく、討論なく、採決の結果、本件は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

  次に、議案第７２号田布施町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部改正につい

てであります。 

  主な質疑として、職員の分限に当たる病休や休職のための改正なのかという問いに対し、今回の

改正は、地方公務員法の改正によって条文を整備するもので、今の町職員の状況による条例の整備

ではないとの答弁でした。 

  質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  次に、議案第７３号田布施町職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第７４号町長等
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の給与に関する条例の一部改正について及び議案第７５号田布施町議会議員の議員報酬等に関する

条例の一部改正についての３件であります。 

  ３件とも質疑なく、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

  次に、議案第７８号財産の無償貸付についてであります。 

  主な質疑は、ＥＶ充電設備設置場所についてで、質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 

○議長（南  一成議員）  次に、伊村経済厚生委員長。 

○経済厚生委員長（伊村  渉議員）  それでは、経済厚生委員会の報告を申し上げます。 

  去る１２月１２日の本会議において、当委員会に付託されました議案第６５号から議案第６９号、

議案第７１号、議案第７６号、議案第７７号、議案第７９号及び議案第８１号から議案第８３号の

議案１２件について、１２月１３日に審査を行いましたので、その経過と結果について御報告申し

上げます。 

  初めに、議案第６５号令和５年度田布施町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）議定につい

ては、国民健康保険事業基金繰入金の減額についての質疑があり、審査の結果、本委員会では、原

案のとおり全会一致で可決されました。議案についての討論はありませんでした。 

  次に、議案第６６号令和５年度田布施町介護保険特別会計補正予算（第２号）議定については、

歳入の地域支援事業交付金の包括的支援事業任意事業について、歳出の認知症総合支援事業費の認

知症地域支援推進員業務委託料についての質疑があり、審査の結果、本委員会では、原案のとおり

全会一致で可決されました。議案についての討論は、ありませんでした。 

  次に、議案第６７号令和５年度田布施町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）議定につい

ては、質疑もなく、審査の結果、本委員会では、原案のとおり全会一致で可決されました。議案に

ついての討論は、ありませんでした。 

  次に、議案第６８号令和５年度田布施町下水道事業会計補正予算（第１号）議定については、下

水道のマンホールポンプの修繕について、未収金について、受益者負担金についての質疑があり、

審査の結果、本委員会では、原案のとおり、全会一致で可決されました。議案についての討論は、

ありませんでした。 

  次に、議案第６９号田布施町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について、議案第７１

号田布施町空家等対策の推進に関する条例の一部改正については、質疑もなく、審査の結果、本委
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員会では、原案のとおり全会一致で可決されました。議案についての討論は、ありませんでした。 

  次に、議案第７６号田布施町国民健康保険税条例の一部改正については、減額対象についての質

疑があり、審査の結果、本委員会では、原案のとおり全会一致で可決されました。議案についての

討論は、ありませんでした。 

  次に、議案第７７号田布施町保育所条例の一部改正について、質疑もなく、審査の結果、本委員

会では、原案のとおり全会一致で可決されました。議案についての討論は、ありませんでした。 

  次に、議案第７９号田布施町のんびらんど・うましまの指定管理者の指定については、従業員数

についての質疑があり、審査の結果、本委員会では、原案のとおり全会一致で可決されました。議

案についての討論は、ありませんでした。 

  次に、議案第８１号たぶせ特産加工センターの指定管理者の指定について、議案第８２号小行司

特産加工センターの指定管理者の指定について、議案第８３号田布施町心身障害者福祉作業所の指

定管理者の指定については、質疑もなく、審査の結果、本委員会では、原案のとおり全会一致で可

決されました。議案についての討論は、ありませんでした。 

  以上をもちまして、本委員会の報告といたします。 

○議長（南  一成議員）  これから各委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はございますか。松田議員。 

○議員（４番 松田規久夫議員）  議案第７４号、７５号の反対討論をいたします。 

  パーティー券をキックバックして裏金。ここには、ルールがあり、守らなければいけないと、み

んな知っていたはずだ。政治家は、世の中の特別な存在なのでしょうか。選挙などで選ばれる人で

すから、世の中の仕組み以上に自らには厳しくなければならないと私は思います。自らの縛りが緩

いのは世間で通用しないと、このように思います。 

  政治家のルールはどうなっているのか。議員、特別職は、世の中で違った集団でしょうか。自分

たちで決めたルールが守れない。守らなくても恥ずかしくないのだろうか。パーティー券を多額に

販売してキックバックし、裏金とする。ルールがつくれる立場の人がこれでは、日本の政治が劣化

していると私には思えます。お金に関して、世の中の仕組みと違う、金銭欲が強く、世間とかけ離

れている証拠でしょう。事業所により退職時の年齢に差はあっても、定年制が一般的に制度として

導入されている。必要とされる人や継続を希望する人は、退職再雇用として仕事を続けている現状

があります。この場合、以前と同じく仕事に従事しても、給与は何割かカットされるのが普通であ
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ります。定年のない議員、特別職は、選挙などで選ばれているが、世の中の仕組みとは違い、年齢

に関係なく報酬・給与がもらえる特別な存在となっております。 

  体力・気力は個人差が大きく、高齢で元気な人が働き続けるのは悪いことではありません。社会

に貢献しているとも言えます。さらなるボランティア精神で地域みんなのために活動してもらいた

い。 

  現在、田布施町において、議員・特別職の報酬・給与は、ほぼ町村平均と言えます。高齢のカッ

トした報酬・給与を若い人に積めば、新たな住民負担なくして、若い人も報酬・給与のみで家族を

養える金額となります。 

 住民負担なしで若い人のチャレンジにつながる提案を、本日、私はしたつもりです。議案は高齢

者を含む一律の改正なので、議案第７４号に反対し、同様の理由で議案第７５号に反対します。政

治家の仕組みを世の中の仕組みに、金銭から近づけてみようではありませんか。 

 以上で、反対討論を終わります。ありがとうございました。 

○議長（南  一成議員）  議案第７４号、７５号の反対討論でした。 

  賛成討論は。内山議員。 

○議員（１番 内山 昌晃議員）  それでは、議案第７４号町長等の給与に関する条例の一部改正に

ついて、賛成の立場で意見を述べます。 

  この改正は、町長、副町長、教育長の期末手当の支給率を０.１月分引き上げるもので、影響額は

約２９万円です。一方、町長、副町長、教育長の現在の報酬は、平成１７年の特別職の報酬審議会

において減額決定されたもので、今日まで１８年の間、何ら改定はされておらず、減額のまま据え

置かれています。物価高騰により家計の負担は増大していますが、民間企業では、賃上げにより、

この経済事情を打破しようとしています。 

  これらの事情を鑑み、町長等特別職の一時金についても引上げが妥当と考え、町長等の給与に関

する条例の一部改正に賛成します。 

  続いて、議案第７５号田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、賛成の

立場で意見を述べます。 

  賛成理由は、先ほど申しましたとおりですが、加えまして、地方議員のなり手不足という問題が

あります。住民にとって、議会や議員の活動内容があまり知られていないため、議会に対する理解

や信頼が得られにくいということも要因だと考えますが、議員報酬が低いということも要因の一つ

であると考えます。 

  町村の議員報酬の全国平均は、月額約２１万円です。これは自身の生活や議員活動に必要な費用
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が、ようやく賄える額です。この額では、結婚をし、家庭を持ち、子どもを大学に進学させること

は、ほぼ不可能だと言えます。地方議員を志す若者世代にも門戸を開くためにも、たとえ少額であ

ろうと議員報酬は引き下げるべきではないと考えます。 

  以上の理由から、田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正に賛成いたします。 

  以上です。 

○議長（南  一成議員）  ほかに討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第６４号令和５年度田布施町一般会計補正予算（第６号）議定についてを採決し

ます。 

  本件に対する委員長の報告は、可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第６４号は、委員長の報告のとおり可

決されました。 

  次に、議案第６５号令和５年度田布施町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）議定について

を採決します。 

  本件に対する委員長の報告は、可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第６５号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第６６号令和５年度田布施町介護保険特別会計補正予算（第２号）議定についてを採

決します。 

  本件に対する委員長の報告は、可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第６６号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第６７号令和５年度田布施町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）議定につい
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て採決をします。 

  本件に対する委員長の報告は、可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第６７号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第６８号令和５年度田布施町下水道事業会計補正予算（第１号）議定についてを採決

します。 

  本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第６８号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第６９号田布施町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についてを採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第６９号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第７０号田布施町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを採決し

ます。 

  本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第７０号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第７１号田布施町空家等対策の推進に関する条例の一部改正についてを採決します。 

  本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第７１号は委員長報告の報告のとおり

可決されました。 

  次に、議案第７２号田布施町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部改正につい

てを採決します。 

  本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立多数です。したがって、議案第７２号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第７３号田布施町職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第７３号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第７４号町長等の給与に関する条例の一部改正についてを採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立多数です。したがって、議案第７４号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第７５号田布施町議会議員の議員報酬に関する条例の一部改正についてを採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立多数です。したがって、議案第７５号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第７６号田布施町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決します。 

  本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願
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います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第７６号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第７７号田布施町保育所条例の一部改正についてを採決します。 

  本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第７７号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第７８号財産の無償貸付についてを採決します。 

  本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第７８号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第７９号田布施町のんびらんど・うましまの指定管理者の指定についてを採決します。 

  本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の方は、起

立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第７９号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第８１号たぶせ特産加工センターの指定管理者の指定についてを採決します。 

  本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第８１号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第８２号小行司特産加工センターの指定管理者の指定についてを採決します。 

  本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願
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います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第８２号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第８３号田布施町心身障害者福祉作業所の指定管理者の指定についてを採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第８３号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第８４号 

○議長（南  一成議員）  次に、日程第２２、議案第８４号令和５年度田布施町一般会計補正予算

（第７号）議定についてを議題とします。 

  議案の朗読は省略します。 

  提案理由の説明を求めます。東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、本日提出いたしました議案第８４号田布施町一般会計補正予算

の概要を申し上げます。 

  主な補正の内容は、国の補正予算の成立に伴い、経済対策として低所得者に対する追加的な支援

を実施するものでございます。 

  詳細につきましては、経済厚生及び総務文教委員会協議会で御説明はいたしましたが、低所得者

支援枠として措置される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として、１２月１日を基

準日に、住民税非課税世帯等に対して７万円を支給いたします。 

  事業費は１,８００世帯分１億２,６００万円、事業費としては、会計年度職員報酬やシステム改

修の委託料など３６７万９,０００円を計上いたしております。 

  そうしたことで、歳入歳出、それぞれ１億２,９６７万９,０００円を増額補正し、予算総額を７

３億４,０３５万９,０００円といたしております。 

  よろしく御審議を賜り、議決いただきますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

  以上でございます。 

○議長（南  一成議員）  これで、提案理由の説明を終わります。 
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  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第８４号は、会議規則第３９条第３項の規定に

より、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。したがって、議案第８４号は委員会付託を省略す

ることに決定しました。 

  これから討論を行います。議案第８４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第８４号令和５年度田布施町一般会計補正予算（第７号）議定について採決します。 

  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第８４号は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第８５号 

○議長（南  一成議員）  次に、日程第２３、議案第８５号監査委員の選任についてを議題としま

す。 

  議案の朗読は省略します。 

  提案理由の説明を求めます。東町長。 

○町長（東  浩二君）  議案第８５号は、監査委員の選任についてでございます。 

  本案は、現在の委員でございます常見京平氏の任期が、本年１２月１９日をもって満了すること

に伴い、後任として内田勝己氏を選任することについて、地方自治法第１９６条第１項の規定によ

り、議会の同意をお願いするものでございます。 

  新たに委員として選任を予定しております内田氏は、大波野中自治会にお住まいで、昭和４９年

４月に柳井信用金庫に採用され、常務理事として平成２４年１１月に東山口信用金庫を退職されて

おります。 

  また、平成２７年７月から平成３１年３月まで、南すおう農業協同組合の理事を務められました。 

  内田氏は、人格及び識見共に優れ、委員として適任として考え、提案するものでございます。 
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  よろしく御審議を賜り、御同意いただきますようお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（南  一成議員）  これで提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっています議案第８５号は、会議規則第３９条第３項の規定に

より、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。したがって、議案第８５号は委員会付託を省略す

ることに決定しました。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第８５号監査委員の選任についてを採決します。 

  本件は、原案のとおり決定することに同意の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第８５号は原案のとおり同意されまし

た。ここで暫時休憩とします。 

午前９時４６分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時４６分再開 

○副議長（内山 昌晃議員）  休憩前の会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第８６号 

○副議長（内山 昌晃議員）  次に、日程第２４、議案第８６号田布施町農業委員会の委員の任命に

ついてを議題とします。 

  地方自治法第１１７条の規定により、議員の除斥対象になりますので、南一成議員の退場をお願

いします。 

〔１２番 南  一成議員退場〕 
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○副議長（内山 昌晃議員）  議案の朗読は省略します。 

  提案理由の説明を求めます。東町長。 

○町長（東  浩二君）  議案第８６号、そして議案第９２号までが、田布施町農業委員会の委員の

任命についてでございます。 

  令和６年３月３１日をもちまして、農業委員の任期が満了となることから、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定に基づき、議会の同意を得て任命するものでございます。 

  田布施町農業委員会委員の候補者は、農業委員会等に関する法律のほか、田布施町農業委員会農

業委員候補者の推薦、募集に関する規則に従い、団体からの推薦や公募により、自ら意欲を持ち、

応募された方々でございます。また、田布施町農業委員会委員候補者評価委員会を開催し、適任と

評価された７名の候補者であり、委員として適任として考え、任命しようとするものでございます。 

  なお、共通して、委員の任期については、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年

間となっております。 

  それでは、まず議案第８６号、南一成さんを引き続き田布施町農業委員会委員に任命することに

ついて、議会の同意を求めるものでございます。よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（内山 昌晃議員）  これで提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。議案第８６号、質疑はありませんか。國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  議員には、どんな職と兼ねることができるか、ちょっと不明なこ

とが多々ありますので質問させていただきます。 

 指定管理者の代表に議員がなるのは、どうだろうか。例えば、たぶせ苑の理事長に、施福会です

かね、理事長に議員がなったときに何かと問題になったことがあります。町からは、法的には問題

にならないということでした。しかし、指定管理をするかどうかの審査と採決には、そのくだんの

議員は席を外されていました。 

 では、のんびらんど・うましまの場合はどうでしょうか。指定管理料として３６０万円もの補助

金を出しており、その代表に議員がなるというのだったらどうなるのでしょうか。ちょっと、その

辺をお聞かせください。 

○副議長（内山 昌晃議員）  川添副町長。 

○副町長（川添 俊樹君）  今回の議案と関連をしませんので、ちょっとお答えできかねますけど。 

○副議長（内山 昌晃議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  議員が農業委員になるのはどうかという前に、いろんな場合で、

例えば、私は麻里府公園の管理をしています。で、管理料として、一応、年間８,０００円頂いてお
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ります。議員になる前は私が代表だったんですが、そういったお金が町から入るということで、そ

れはまずいんじゃないかということで、私の連れ合いの名前を代表にしております。町からそうい

った報酬が出るのであれば、ちょっと議員報酬もあるし、いけないんじゃないかという、そういっ

た話でした。 

  今回、農業委員に１人の議員の名前が挙がっていますが、議員報酬とは別に、年間１８万円程度

は入りますいね。前回の選挙のときの説明では、法的に問題はないということでした。しかし、農

業委員会関係のことが審査に上ることがありますし、一般質問で、農業委員会に農地転換等のこと

で質問することがあるかもしれません。今回は議員になっており、議長ですから、副議長に任せ、

農業委員会の委員を選任するときには審査から外れるようになります。今回は８人が手を挙げて、

定数が７人なので、調整して、議員１人を含む農業委員が推薦され、１人が外れています。 

  私は、この際、他の人に譲ってもいいんじゃないかと思います。そういった思いが、ある時には

報酬が出るから、町から報酬が出るから駄目だと言われて、今回のような場合にはいい。観光協会

のほうも、あれですいね、補助金を出すですいね。ほんなら、観光協会の会長になっていいんか、

役員になっていいんか、ちょっとその辺が、よく分からないから、一緒に、ちょっとその辺を考え

てもらいたいと思うんですが、それは関係ないということなんです。今回の問題には。 

○副議長（内山 昌晃議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  おっしゃいますように、議員さんというのは、いろいろ兼職が禁止されて

おるものでございますが、先ほど申されたのは請負でございます。お金をもらって個人が受けると。

農業委員会のほうは、もう全く違うですね、委員として、町としてお願いするということでござい

ますので、個人的な請負には当たりませんので問題はないというふうに考えます。 

○副議長（内山 昌晃議員）  よろしいですかね。國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  個人に渡すものではないということですね。ちょっと確認します

が。 

○副議長（内山 昌晃議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  個人として請け負うものじゃない。請負というのが自治法で禁止されてお

りますが、そういったものには該当しないということで考えております。 

○副議長（内山 昌晃議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  一応、先ほど言いましたように、農業委員会関係のものとか、農

業委員会のほうに一般質問した場合には、どうなるんです。この議員は、その審査から外れますい

ね。外れないんです。 
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○副議長（内山 昌晃議員）  山中経済課長。 

○経済課長（山中 浩徳君）  農業委員会につきましては、一応、会長ではありますけども、事務局

長が経済課長でございますので、答弁につきましては経済課長のほうで答弁させていただくという

形になります。 

○副議長（内山 昌晃議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  審査の場には出ないということですね。一般質問の答弁は事務局

のほうでやるかも分かりませんけど、そこの審査の場には出ないということ。ちょっと２つの問題。

だから、農業委員会関係の議案が出た場合には外れるということ。一般質問の場合には、一応、追

って事務局が回答するという、ちょっとそれを確認させてください。 

○副議長（内山 昌晃議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  農業委員会は合議制の組織でございますので、委員長個人が判断、発言す

るということでなくて農業委員会として発言しますので、それは会長でなくても事務局長が出て、

農業委員会としての発言をするということですから、問題はないと思います。 

○副議長（内山 昌晃議員）  國本議員。 

○議員（６番 國本 悦郎議員）  農業委員会関係の議案が出たときには、その審査の場から外れる

ということは、前に、たぶせ苑の理事長が指定管理の場合には、審査から外れていったですいね。 

○副議長（内山 昌晃議員）  東町長。 

○町長（東  浩二君）  たぶせ苑のほうはですね、公益法人の、何ですか、県の指導のほうで外れ

てくださいということでございますので外れたということでございますけれども、農業委員会とは

全く違うというふうに思います。 

○副議長（内山 昌晃議員）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（内山 昌晃議員）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっています議案第８６号は、会議規則第３９条第３項の規定に

より、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（内山 昌晃議員）  異議なしと認めます。したがって、議案第８６号は委員会付託を省略

することに決定しました。 

  これから討論を行います。議案第８６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



 

 
 

- 169 - 

○副議長（内山 昌晃議員）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから、議案第８６号田布施町農業委員会の委員の任命についてを採決します。 

  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（内山 昌晃議員）  起立多数です。したがって、議案第８６号は同意することに決定しま

した。 

  ここで南議員の復席を求めます。 

〔１２番 南  一成議員復席〕 

○副議長（内山 昌晃議員）  ここで、暫時休憩とします。 

午前１０時００分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１０時００分再開 

○議長（南  一成議員）  今から休憩前の会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第８７号 

日程第２６．議案第８８号 

日程第２７．議案第８９号 

日程第２８．議案第９０号 

日程第２９．議案第９１号 

日程第３０．議案第９２号 

○議長（南  一成議員）  次に、日程第２５、議案第８７号田布施町農業委員会の委員の任命につ

いてから、日程第３０、議案第９２号田布施町農業委員会の委員の任命についてまで６件を一括議

題とします。 

 議案の朗読は省略します。 

  提案理由の説明を求めます。東町長。 

○町長（東  浩二君）  それでは、提案理由を申し上げます。 

  議案第８７号は、今井清弘さんを引き続き田布施町農業委員会委員に任命することについて、議

会の同意を求めるものでございます。 

  次に、議案第８８号は、永田洋一さんを引き続き田布施町農業委員会委員に任命することについ

て、議会の同意を求めるものでございます。 
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  議案第８９号は、福本卓雄さんを、同じく引き続き田布施町農業委員会委員に任命することにつ

いて、議会の同意を求めるものでございます。 

  議案第９０号は、小坂竜一さんを、同じく引き続き田布施町農業委員会委員に任命することにつ

いて、議会の同意を求めるものでございます。 

  議案第９１号は、重森陽さんを、同じく引き続き田布施町農業委員会委員に任命することについ

て、議会の同意を求めるものでございます。 

  議案第９２号は、田島享子さんを、新たに田布施町農業委員会委員に任命することについて、議

会の同意を求めるものでございます。 

  よろしく御審議を賜り御同意いただきますよう、よろしくお願い申し上げ、提案理由といたしま

す。 

○議長（南  一成議員）  これから質疑を行います。 

 議案第８７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。 

 議案第８８号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。 

  議案第８９号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。 

  議案第９０号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  質疑なしと認めます。 

 議案第９１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

 議案第９２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 
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  お諮りします。ただいま議題となっています議案第８７号から議案第９２号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。したがって、議案第８７号から議案第９２号は、

委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから議案第８７号田布施町農業委員会の委員の任命についての討論を行います。討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  次に、議案第８７号田布施町農業委員会の委員の任命についてを採決します。 

  本件を同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第８７号は同意することに決定しまし

た。 

  これから、議案第８８号田布施町農業委員会の委員の任命についてを討論します。討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  なしと認めます。これで討論を終わります。 

  次に、議案第８８号田布施町農業委員会の委員の任命についてを採決します。本件を同意するこ

とに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  ありがとうございます。起立全員です。したがって議案第８８号は同意

することに決定しました。 

  これから、議案第８９号田布施町農業委員会の委員の任命について討論を行います。討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  次に、議案第８９号田布施町農業委員会の委員の任命についてを採決します。 

  本件を同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案８９号は同意することに決定しました。 

  これから、議案第９０号田布施町農業委員会の委員の任命について、討論を行います。討論はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  次に、議案第９０号田布施町農業委員会の委員の任命についてを採決します。本件を同意するこ

とに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第９０号は同意することに決定しまし

た。 

  これから、議案第９１号田布施町農業委員会の委員の任命についてを討論します。討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  次に、議案第９１号田布施町農業委員会の委員の任命についてを採決します。本件を同意するこ

とに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって議案第９１号は同意することに決定しました。 

  これから、議案第９２号田布施町農業委員会の委員の任命について討論を行います。討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  次に、議案第９２号田布施町農業委員会の委員の任命についてを採決します。本件を同意するこ

とに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（南  一成議員）  起立全員です。したがって、議案第９２号は同意することに決定しまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．田布施町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

○議長（南  一成議員）  次に、日程第３１、田布施町選挙管理委員会委員の委員及び同補充員の
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選挙を行います。 

  本件は、来る令和６年１月３１日付で任期満了となる田布施町選挙管理委員会委員及び同補充員

の後任として、地方自治法第１８２条の規定により、選挙管理委員４名及び補充員４名の計８名を、

議会にて選挙するものです。 

  お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと

思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに

決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。 

  選挙管理委員には、お手元に配付しました表のとおり、平永芳子氏、岩本宏司氏、曽野部敦氏、

田中惠美子氏、以上の方を指名します。 

  お諮りします。ただいま議長が指名しました方を、選挙委員会の当選人と定めることに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました、平永芳

子氏、岩本宏司氏、曽野部敦氏、田中惠美子氏、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 

  次に、選挙管理委員補充員には、お手元に配付しました表のとおり、第１順位、時廣浩二氏、第

２順位、長迫幸江氏、第３位、井上栄子氏、第４位、垰宏志氏、以上の方を指名します。 

  お諮りします。ただいま議長が指名しました方を選挙管理委員補充員の当選人と定めることに、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました第１順位は時

廣浩二氏、第２順位、長迫幸江氏、第３位、井上栄子氏、第４位、垰宏志氏、以上の方が選挙管理

委員補充員に当選されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．閉会中の継続調査（付託事件）について 
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○議長（南  一成議員）  次に、日程第３２、閉会中の継続調査（付託事件）についてを議題とし

ます。 

 総務文教委員長より会議規則第７５条の規定によってお手元に配付しました申出書のとおり、陳

情第１号「刑事訴訟法における再審規定の改正を求める意見書」の国への提出を求める陳情書につ

いて、閉会中の継続調査の申出があります。 

  お諮りします。委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。したがって、委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定しました。 

  次に、経済厚生委員長から、会議規則第７５条の規定によってお手元に配付しました申出のとお

り、陳情第２号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採決を求める陳情書に

ついて、閉会中の継続調査の申出があります。 

  お諮りします。委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。したがって、委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．議員派遣について 

○議長（南  一成議員）  次に、日程第３３、議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。会議規則第１２２条の規定により、お手元に配付しました議員派遣についてのと

おり議員を派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。よって、ただいまのとおり議員派遣することに決

定しました。 

  お諮りします。ただいま議員派遣は決定されましたが、後日、日程等の変更がある場合は、変更

の決定について議長に委任されたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南  一成議員）  異議なしと認めます。よって、日程等の変更の決定は、議長に委任され

ました。 

────────────・────・──────────── 
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○議長（南  一成議員）  これで本日の日程は、全部終了しました。 

  以上で、会議を閉じます。令和５年第７回田布施町議会定例会を閉会します。 

（ベル） 

午前１０時１１分閉会 

────────────────────────────── 
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